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ニ 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の構造及び設

備 

  設置変更許可申請書(本文（五

号）)ニ項において，設計及び

工事の計画の内容は，以下の

とおり整合している。 

 

(1) 核燃料物質取扱設備の構造 4. 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 

4.1  燃料体等の取扱設備及び貯蔵設備 

4.1.1  通常運転時等 

4.1.1.1  概要 

【核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設】 

（基本設計方針） 

第 2章 個別項目 

1. 燃料取扱設備 

  

ニ(1)-①核燃料物質取扱設備（燃料取扱設備）は，燃

料取替機（1号，2号，5号及び 7号炉共用，既設），ク

レーン（1 号，2号，5 号及び 7号炉共用，既設）等で

構成する。 

燃料体等の取扱設備及び貯蔵設備は，新燃料貯蔵庫，

使用済燃料プール，燃料取替機，原子炉建屋クレーン，除

染装置等で構成する。 

＜中略＞ 

ニ(1)-①燃料体又は使用済燃料（以下「燃料体等」と

いう。）の取扱設備は，燃料取替機（「1,2,5,7号機共用」

（以下同じ。）），原子炉建屋クレーン（「1,2,5,7号機共

用」（以下同じ。））及び燃料チャンネル着脱機（「1,2,5,7

号機共用」（以下同じ。））で構成し，燃料取替機，原子

炉建屋クレーン及び燃料チャンネル着脱機は，新燃料

を原子炉建屋原子炉区域（二次格納施設）に搬入してか

ら原子炉建屋原子炉区域（二次格納施設）外へ搬出する

まで，燃料体等を安全に取り扱うことができる設計と

する。 

設計及び工事の計画のニ(1)-

①は，設置変更許可申請書（本

文（五号））のニ(1)-①を具体

的に記載しており，整合して

いる。 

 

 

新燃料は，原子炉建屋原子炉区域内に設けるニ(1)-

②新燃料貯蔵庫からクレーン等で使用済燃料プールに

移し，燃料取替機により炉心に挿入する。 

燃料体等の取扱設備及び貯蔵設備は，新燃料を原子炉

建屋原子炉区域に搬入してから炉心に装荷するまで，及

び使用済燃料を炉心から取り出し原子炉建屋原子炉区域

から搬出するまでの貯蔵，並びに取扱いを行うものであ

る。 

＜中略＞ 

新燃料は，原子炉建屋原子炉区域（二次格納施設）内

に設けるニ(1)-②新燃料貯蔵設備から原子炉建屋クレ

ーン及び燃料チャンネル着脱機を介して使用済燃料貯

蔵プール（「設計基準対象施設としてのみ 1,2,5,7号機

共用」（以下同じ。））に移し，燃料取替機により発電用

原子炉に装荷できる設計とする。 

設計及び工事の計画のニ(1)-

②は，設置変更許可申請書（本

文（五号））のニ(1)-②を具体

的に記載しており，整合して

いる。 

 

 

 4.1.1.2  設計方針 

(4) 遮蔽 

＜中略＞ 

   

 燃料の取替は，原子炉上部のニ(1)-③ウェルに水を

張り，水中で燃料取替機を用いて行う。 

燃料体等の取扱設備は，使用済燃料の炉心から使用済

燃料プールへの移送操作，使用済燃料プールから炉心へ

の移送操作及び使用済燃料輸送容器への収容操作が，使

用済燃料の遮蔽に必要な水深を確保した状態で，水中で

行うことができる設計とする。 

また，燃料の取替えは，原子炉上部のニ(1)-③原子炉

ウェルに水を張り，水中で燃料取替機により行うこと

ができる設計とする。 

設計及び工事の計画のニ(1)-

③は，設置変更許可申請書（本

文（五号））のニ(1)-③と同義

であり，整合している。 

 

 (4) 遮蔽    

使用済燃料は，遮蔽に必要な水深を確保した状態で，

水中で燃料取替機により移送し，原子炉建屋原子炉区

域内の使用済燃料プール（1号，2 号，5号及び 7号炉

共用，既設）のニ(1)-④水中に貯蔵する。 

使用済燃料プール内の壁面及び底部は，コンクリート

壁による遮蔽を施すとともに，燃料体等の上部には十分

な遮蔽効果を有する水深を確保する設計とする。 

燃料体等の取扱設備は，使用済燃料の炉心から使用済

使用済燃料は，遮蔽に必要な水深を確保した状態で，

燃料取替機により水中移送し，原子炉建屋原子炉区域

（二次格納施設）内の使用済燃料貯蔵プールのニ(1)-

④使用済燃料貯蔵ラック（「設計基準対象施設としての

 

 

 

設計及び工事の計画のニ(1)-
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燃料プールへの移送操作，使用済燃料プールから炉心へ

の移送操作及び使用済燃料輸送容器への収容操作が，使

用済燃料の遮蔽に必要な水深を確保した状態で，水中で

行うことができる設計とする。 

み 1,2,5,7号機共用」（以下同じ。））に貯蔵できる設計

とする。 

使用済燃料の発電所外への搬出には，使用済燃料輸

送容器を使用する。使用済燃料はキャスクピット（「設

計基準対象施設としてのみ 1,2,5,7号機共用」（以下同

じ。））で使用済燃料輸送容器に収納し，キャスク除染設

備で使用済燃料輸送容器の除染を行い発電所外へ搬出

する。 

＜中略＞ 

④は，設置変更許可申請書（本

文（五号））のニ(1)-④を具体

的に記載しており，整合して

いる。 

  1. 燃料取扱設備 

＜中略＞ 

新燃料は，原子炉建屋原子炉区域（二次格納施設）内

に設ける新燃料貯蔵設備から原子炉建屋クレーン及び

燃料チャンネル着脱機を介して使用済燃料貯蔵プール

（「設計基準対象施設としてのみ 1,2,5,7号機共用」（以

下同じ。））に移し，燃料取替機により発電用原子炉に装

荷できる設計とする。 

＜中略＞ 

  

 (1) 未臨界性    

燃料取替機は，ニ(1)-⑤燃料取扱時において燃料が

臨界に達することのない設計とするとともに，ニ(1)-

⑥燃料集合体の落下を防止する設計とする。 

燃料体等の取扱設備及び貯蔵設備は，幾何学的な安全

配置又は適切な手段により，臨界を防止できる設計とす

る。 

燃料体等の貯蔵設備は，燃料集合体を貯蔵容量最大に

収容した場合において，想定されるいかなる場合でも，

未臨界性を確保できる設計とする。また，燃料体等の取

扱設備は，燃料集合体を一体ずつ取扱う構造とし，臨界

を防止する設計とする。 

(7) 落下防止 

落下時に使用済燃料プールの機能に影響を及ぼす重量

物については，使用済燃料プール周辺の状況，現場にお

ける作業実績，図面等にて確認することにより，落下時

のエネルギーを評価し，気中落下試験時の燃料集合体の

落下エネルギー（15.5kJ）以上となる設備等を抽出する。

床面や壁面へ固定する設備等については，使用済燃料プ

ールからの離隔を確保するため，使用済燃料プールへ落

下するおそれはない。 

燃料取替機及び燃料チャンネル着脱機は，ニ(1)-⑤

燃料体等を一体ずつ取り扱う構造とすることにより，

臨界を防止する設計とし，燃料体等の検査等を行う際

に水面に近づいた状態であっても，燃料体等からの放

射線の遮蔽に必要な水深を確保できる設計とする。 

原子炉建屋クレーンは，未臨界性を確保した容器に

収納して吊り上げる場合を除き，燃料体等を取り扱う

場合は，一体ずつ取り扱う構造とし，臨界を防止する設

計とする。 

燃料取替機は，燃料体等の発電用原子炉から使用済

燃料貯蔵プールへの移送操作，使用済燃料貯蔵プール

から発電用原子炉への移送操作，使用済燃料輸送容器

への収納操作等をすべて水中で行うことで，崩壊熱に

より燃料体等が溶融せず，燃料体等からの放射線に対

して，適切な遮蔽能力を有する設計とする。 

燃料チャンネル着脱機は，燃料体等の検査等のため

の昇降操作等をすべて水中で行うことで，崩壊熱によ

り燃料体等が溶融せず，燃料体等からの放射線に対し

設計及び工事の計画のニ(1)- 

⑤は，設置変更許可申請書（本

文（五号））のニ(1)-⑤を具体

的に記載しており，整合して

いる。 

 

設計及び工事の計画のニ(1)- 

⑥a 及びニ(1)-⑥b は，設置

変更許可申請書（本文（五号））

のニ(1)-⑥を具体的に記載し

ており，整合している。 
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て，適切な遮蔽能力を有する設計とする。 

 4.1.1.4  主要設備 

(1) 燃料取替機 

   

 燃料取替機（7号炉原子炉建屋原子炉区域内 1号，2号，

5号及び 7号炉共用，既設）は，原子炉ウェル，使用済燃

料プール及び蒸気乾燥器・気水分離器ピット上を水平に

移動するブリッジ並びにその上を移動するトロリで構成

する。 

また，燃料つかみ具は 2 重のワイヤや燃料集合体を確

実につかんでいない場合には，吊上げができない等のイ

ンターロックを設け，圧縮空気が喪失した場合にも，燃

料集合体が外れない設計とする。 

燃料取替作業による放射線業務従事者の被ばくを低減

するため，燃料取替機は遠隔自動で運転できる。 

燃料取替機の燃料把握機は，ニ(1)-⑥a 昇降を安全か

つ確実に行うため，定格荷重を保持でき，必要な安全率

を有するワイヤロープの二重化し，フック部の外れ止

めを有し，グラップルには機械的インターロックを設

ける設計とする。 

 

  

 (2) 原子炉建屋クレーン    

 原子炉建屋クレーン（7号炉原子炉建屋原子炉区域内 1

号，2号，5号及び 7号炉共用，既設）は，新燃料，使用

済燃料輸送容器の運搬に使用するとともに，原子炉遮蔽

体，原子炉格納容器上蓋，原子炉圧力容器上蓋，蒸気乾燥

器，気水分離器等の取外し，運搬及び取付けに使用する。 

また，原子炉建屋クレーン（7号炉原子炉建屋原子炉区

域内 1号，2号，5号及び 7号炉共用，既設）の主要要素

は，種々の二重化を行うとともに重量物を吊った状態で

使用済燃料貯蔵ラック上を通過できないようインターロ

ックを設ける。 

原子炉建屋クレーンは，フック部の外れ止めを有し，

使用済燃料輸送容器等を取り扱う主巻フックは，定格

荷重を保持でき，必要な安全率を有するワイヤロープ

を二重化することにより，燃料体等の重量物取扱中に

落下を防止できる設計とする。また，想定される使用済

燃料貯蔵プール内への落下物によって使用済燃料貯蔵

プール内の燃料体等が破損しないことを計算により確

認する。 

なお，ワイヤロープ及びフックは，それぞれクレーン

構造規格，クレーン等安全規則の規定を満たす安全率

を有する設計とする。 

  

  燃料チャンネル着脱機は，下限ストッパによる機械

的インターロック及び燃料体等を上部で保持する固定

具により燃料体等の使用済燃料貯蔵プール床面への落

下を防止できる設計とする。 

燃料取替機は，ニ(1)-⑥b 燃料体等の取扱中に過荷重

となった場合に上昇を阻止するインターロックを設け

るとともに荷重監視を行うことにより，過荷重による

燃料体等の落下を防止できる設計とする。 

燃料取替機は，地震時にも転倒することがないよう

に走行レール及び横行レール頭部を抱き込む構造をし

た脱線防止装置を設ける設計とする。 
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＜中略＞ 

燃料取替機の燃料把握機は，空気作動式とし，燃料

体等をつかんだ状態で圧縮空気が喪失した場合にも，

つかんだ状態を保持し，燃料体等が外れない設計とす

る。 

燃料取替機，原子炉建屋クレーン及び燃料チャンネ

ル着脱機は，動力電源喪失時に電磁ブレーキによる保

持機能により，燃料体等の落下を防止できる設計とす

る。 

 4.1.1.1  概要 

＜中略＞ 

1. 燃料取扱設備 

＜中略＞ 

  

なお，使用済燃料の搬出には，使用済燃料輸送容器を

使用する。 

 なお，使用済燃料の搬出には，使用済燃料輸送容器を

使用する。 

＜中略＞ 

使用済燃料の発電所外への搬出には，使用済燃料輸

送容器を使用する。使用済燃料はキャスクピット（「設

計基準対象施設としてのみ 1,2,5,7号機共用」（以下同

じ。））で使用済燃料輸送容器に収納し，キャスク除染設

備で使用済燃料輸送容器の除染を行い発電所外へ搬出

する。 

  

(2) 核燃料物質貯蔵設備の構造及び貯蔵能力 

(ⅰ) 新燃料貯蔵庫 

a. 構造 

4.1.1.4  主要設備 

(3) 新燃料貯蔵庫 

2. 燃料貯蔵設備 

＜中略＞ 

  

ニ(2)(ⅰ)a.-①新燃料貯蔵庫は，新燃料を貯蔵ラッ

クに挿入して貯蔵するものであり，原子炉建屋原子炉

区域内に設置する。 

新燃料貯蔵庫は，想定されるいかなる状態において

も燃料が臨界に達することのない設計とする。 

新燃料貯蔵庫は，発電所に到着した新燃料を受取検査

後炉心に装荷するまで貯蔵する鉄筋コンクリート造の設

備で，原子炉建屋原子炉区域内に設け全炉心燃料の約 30%

を収納できる。燃料は堅固な構造のラックに垂直に入れ，

乾燥状態で保管する。新燃料貯蔵庫には水が充満するの

を防止するための排水口を設ける。 

なお，新燃料は発電所敷地内に仮貯蔵庫を設けて所定

の保安上の措置を行った上，一時仮置することもある。 

新燃料貯蔵ラックは，貯蔵燃料の臨界を防止するため

に必要な燃料間距離を保持し，たとえ新燃料を貯蔵容量

最大で貯蔵した状態で，万一新燃料貯蔵庫が水で満たさ

れるという厳しい状態を仮定しても，実効増倍率を 0.95

以下に保つ。さらに実際には起こることは考えられない

が，反応度が最も高くなるというような水分雰囲気で満

たされる場合を仮定しても臨界未満とする。 

 

 

ニ(2)(ⅰ)a.-①新燃料貯蔵設備は，原子炉建屋原子

炉区域（二次格納施設）内の独立した区画に設け，新燃

料を新燃料貯蔵ラックで貯蔵できる設計とする。 

新燃料貯蔵設備は，鉄筋コンクリート造とし，想定さ

れるいかなる状態においても新燃料が臨界に達するこ

とのない設計とする。 

新燃料は，乾燥状態で保管し，堅固な構造のラックに

垂直に入れ，新燃料貯蔵設備には水が充満するのを防

止するための排水口を設ける設計とする。 

設計及び工事の計画のニ(2) 

(ⅰ)a.-①は，設置変更許可申

請書（本文（五号））のニ

(2)(ⅰ)a.-①と同義であり，

整合している。 
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b. 貯蔵能力 (3) 新燃料貯蔵庫 2. 燃料貯蔵設備 

＜中略＞ 

  

 全炉心燃料の約 30%相当分 新燃料貯蔵庫は，発電所に到着した新燃料を受取検査

後炉心に装荷するまで貯蔵する鉄筋コンクリート造の設

備で，原子炉建屋原子炉区域内に設け全炉心燃料の約 30%

を収納できる。 

＜中略＞ 

新燃料貯蔵設備は，通常時の燃料取替を考慮し，全炉

心燃料の約 30%を貯蔵できる設計とする。 

＜中略＞ 

  

(ⅱ) 使用済燃料プール 

a. 構造 

(4) 使用済燃料プール 1. 燃料取扱設備 

＜中略＞ 

  

使用済燃料プール（1号，2号，5号及び 7号炉共用，

既設）は，ニ(2)(ⅱ)a.-①使用済燃料を水中の貯蔵ラ

ックに入れて貯蔵する鉄筋コンクリート造，ステンレ

ス鋼内張りの水槽であり，原子炉建屋原子炉区域内に

設ける。 

使用済燃料プール（7 号炉原子炉建屋原子炉区域内 1

号，2号，5号及び 7号炉共用，既設）は，7号炉の約 390%

炉心分の燃料の貯蔵が可能であり，さらに放射化された

機器等の貯蔵及び取扱いができるスペースをもたせる。

壁の厚さは遮蔽を考慮して十分とり，内面はステンレス

鋼でライニングし漏えいを防止する。使用済燃料プール

の水深は約 11.5m である。また，著しく破損した燃料集

合体は，使用済燃料プール内の破損燃料貯蔵ラックに収

納する。 

＜中略＞ 

新燃料は，原子炉建屋原子炉区域（二次格納施設）内

に設ける新燃料貯蔵設備から原子炉建屋クレーン及び

燃料チャンネル着脱機を介して使用済燃料貯蔵プール

（「設計基準対象施設としてのみ 1,2,5,7号機共用」（以

下同じ。））に移し，燃料取替機により発電用原子炉に装

荷できる設計とする。 

＜中略＞ 

2. 燃料貯蔵設備 

＜中略＞ 

使用済燃料貯蔵プールは，原子炉建屋原子炉区域（二

次格納施設）内に設け，ニ(2)(ⅱ)a.-①燃料体等を水中

の使用済燃料貯蔵ラックに垂直に一体ずつ入れて貯蔵

し，使用済燃料貯蔵ラックは，中性子吸収材であるほう

素を添加したステンレス鋼を使用するとともに適切な

燃料間距離をとることにより，燃料を貯蔵容量最大で

貯蔵し，かつ使用済燃料貯蔵プール水温及び使用済燃

料貯蔵ラック内燃料貯蔵位置等について，想定される

いかなる場合でも実効増倍率を 0.95以下に保ち，貯蔵

燃料の臨界を防止できる設計とする。 

使用済燃料貯蔵プールは，鉄筋コンクリート造，ステ

ンレス鋼内張りの水槽であり，使用済燃料貯蔵プール

からの放射性物質を含む水があふれ，又は漏れない構

造とする。 

＜中略＞ 

使用済燃料は，使用済燃料貯蔵ラックに収納するが，

使用済燃料貯蔵ラックに収納できないような破損燃料

が生じた場合は，使用済燃料貯蔵プール水の放射能汚

染拡大を防ぐため，使用済燃料貯蔵プール内の制御棒・

 

設計及び工事の計画のニ(2) 

(ⅱ)a.-①は，設置変更許可申

請書（本文（五号））のニ

(2)(ⅱ)a.-①を全て含んでお

り，整合している。 
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破損燃料貯蔵ラックに収納できる設計とする。 

使用済燃料を貯蔵する乾式キャスク（兼用キャスク

を含む。）は保有しない。 

 4.1.1.2  設計方針 

(4) 遮蔽 

2. 燃料貯蔵設備 

＜中略＞ 

  

ニ(2)(ⅱ)a.-②使用済燃料プールは，燃料体等の上

部に十分な水深を確保する設計とするとともに， 

 

 

使用済燃料プール内の壁面及び底部は，コンクリート

壁による遮蔽を施すとともに，燃料体等の上部には十分

な遮蔽効果を有する水深を確保する設計とする。 

燃料体等の取扱設備は，使用済燃料の炉心から使用済

燃料プールへの移送操作，使用済燃料プールから炉心へ

の移送操作及び使用済燃料輸送容器への収容操作が，使

用済燃料の遮蔽に必要な水深を確保した状態で，水中で

行うことができる設計とする。 

ニ(2)(ⅱ)a.-②使用済燃料貯蔵プール内の壁面及び

底部は，コンクリート壁による遮蔽を施すとともに，燃

料体等の上部には十分な遮蔽効果を有する水深を確保

することにより，燃料体等からの放射線に対して適切

な遮蔽能力を有し，放射線業務従事者の被ばくを低減

する設計とする。 

＜中略＞ 

設計及び工事の計画のニ(2) 

(ⅱ)a.-②は，設置変更許可申

請書（本文（五号））のニ

(2)(ⅱ)a.-②と同義であり，

整合している。 

 

 

 4.1.1.4  主要設備 

(4) 使用済燃料プール 

＜中略＞ 

3. 計測装置等   

ニ(2)(ⅱ)a.-③使用済燃料プール水位，使用済燃料

プール水温，使用済燃料プール上部空間線量率及び使

用済燃料プール水の漏えいを監視する設備を設ける。 

万一の使用済燃料プール水の漏えい，又は崩壊熱の除

去能力の喪失に至る状態を監視するため，使用済燃料プ

ール監視設備として，使用済燃料貯蔵プールライナ漏え

い検出，使用済燃料貯蔵プール水位，燃料プール冷却浄

化系ポンプ入口温度，使用済燃料貯蔵プール温度，使用

済燃料貯蔵プール水位・温度（SA広域），燃料貯蔵プール

エリア放射線モニタ，燃料取替エリア排気放射線モニタ

及び原子炉区域換気空調系排気放射線モニタを設ける。 

使用済燃料貯蔵プールの水温を計測する装置として

ニ(2)(ⅱ)a.-③a 使用済燃料貯蔵プール温度，燃料プー

ル冷却浄化系ポンプ入口温度及び使用済燃料貯蔵プー

ル水位・温度（SA 広域）を設け，計測結果を中央制御

室（「6,7号機共用」（以下同じ。））に表示できる設計と

する。また，計測結果を記録し，及び保存することがで

きる設計とする。 

使用済燃料貯蔵プールの水位を計測する装置として

使用済燃料貯蔵プール水位及び使用済燃料貯蔵プール

ライナ漏えい検出を設け，計測結果を中央制御室に表

示できる設計とする。また，記録はプロセス計算機から

帳票として出力し保存できる設計とする。 

使用済燃料貯蔵プールの水位を計測する装置として

使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA 広域）を設け，

計測結果を中央制御室に表示できる設計とする。また，

計測結果を記録し，及び保存することができる設計と

する。 

＜中略＞ 

 

 

 

設計及び工事の計画のニ(2) 

(ⅱ)a.-③a 及びニ(2)(ⅱ)a. 

-③b は，設置変更許可申請書

（本文（五号））のニ(2)(ⅱ)a. 

-③を具体的に記載しており，

整合している。 

 

 



 

                                                                   ニ-7 

  

K7
 ①

 Ⅴ
-1
-1
-1
-1
 R
1 

設置変更許可申請書（本文（五号）） 設置変更許可申請書（添付書類八） 該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

  【放射線管理施設】 

（基本設計方針） 

第 2章 個別項目 

1. 放射線管理施設 

1.1 放射線管理用計測装置 

  

  発電用原子炉施設には，通常運転時，運転時の異常な

過渡変化時及び設計基準事故時において，当該発電用

原子炉施設における各系統の放射性物質の濃度，管理

区域内等の主要箇所の外部放射線に係る線量当量率等

を監視，測定するために，ニ(2)(ⅱ)a.-③b プロセスモ

ニタリング設備，エリアモニタリング設備及び放射線

サーベイ機器を設ける設計とする。出入管理関係設備

（6,7号機共用）には，放射線業務従事者及び一時立入

者の出入管理，汚染管理のための測定機器等を設ける

設計とする。各系統の試料，放射性廃棄物の放出管理用

試料及び環境試料の化学分析並びに放射能測定を行う

ため，試料分析関係設備（6,7号機共用）を設ける設計

とする。 

  

 (4) 使用済燃料プール 

＜中略＞ 

【核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設】 

（基本設計方針） 

第 2章 個別項目 

2. 燃料貯蔵設備 

＜中略＞ 

  

使用済燃料プールは，想定されるいかなるニ(2)(ⅱ) 

a.-④状態においても燃料が臨界に達することのない

設計とする。 

 

使用済燃料貯蔵ラックは，中性子吸収材であるほう素

を添加したステンレス鋼を使用するとともに適切な燃料

間距離をとることにより，燃料を貯蔵容量最大で貯蔵し，

かつ使用済燃料プール水温及び使用済燃料貯蔵ラック内

燃料貯蔵位置等について，想定されるいかなる場合でも

実効増倍率を 0.95以下に保ち，貯蔵燃料の臨界を防止す

る。 

使用済燃料貯蔵プールは，原子炉建屋原子炉区域（二

次格納施設）内に設け，燃料体等を水中の使用済燃料貯

蔵ラックに垂直に一体ずつ入れて貯蔵し，使用済燃料

貯蔵ラックは，中性子吸収材であるほう素を添加した

ステンレス鋼を使用するとともに適切な燃料間距離を

とることにより，燃料を貯蔵容量最大で貯蔵し，かつ使

用済燃料貯蔵プール水温及び使用済燃料貯蔵ラック内

燃料貯蔵位置等について，想定されるいかなるニ(2) 

(ⅱ)a.-④場合でも実効増倍率を 0.95 以下に保ち，貯

蔵燃料の臨界を防止できる設計とする。 

＜中略＞ 

設計及び工事の計画のニ(2) 

(ⅱ)a.-④は，設置変更許可申

請書（本文（五号））のニ(2) 

(ⅱ)a.-④を具体的に記載し

ており，整合している。 

 

 

 4.1.1.2  設計方針 

(6) 構造強度 

   

 また，ニ(2)(ⅱ)a.-⑤使用済燃料プールのライニン 燃料体等の取扱設備及び貯蔵設備は，地震荷重等の適 ニ(2)(ⅱ)a.-⑤使用済燃料貯蔵プールは，内面にス 設計及び工事の計画のニ(2)  
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グは，燃料体等の取扱中に想定される燃料体等の落下

時及び重量物の落下時においても使用済燃料プールの

機能を損なうような損傷を生じない設計とする。 

切な組合せを考慮しても強度上耐え得る設計とする。 

また，使用済燃料プールのライニングは，燃料体等の

取扱中に想定される燃料体等の落下時及び重量物の落下

時においても使用済燃料プールの機能を損なうような損

傷を生じない設計とする。 

テンレス鋼内張りを施設することにより，燃料体等の

取扱中に想定される燃料体等の落下及び重量物の落下

により機能を失うような損傷が生じない設計とする。 

(ⅱ)a.-⑤は，設置変更許可申

請書（本文（五号））のニ(2) 

(ⅱ)a.-⑤を具体的に記載し

ており，整合している。 

 

 (7) 落下防止    

 落下時に使用済燃料プールの機能に影響を及ぼす重量

物については，使用済燃料プール周辺の状況，現場にお

ける作業実績，図面等にて確認することにより，落下時

のエネルギーを評価し，気中落下試験時の燃料集合体の

落下エネルギー（15.5kJ）以上となる設備等を抽出する。

床面や壁面へ固定する設備等については，使用済燃料プ

ールからの離隔を確保するため，使用済燃料プールへ落

下するおそれはない。 

a. 原子炉建屋 

原子炉建屋の屋根を支持する屋根トラスは，基準地震

動に対する発生応力が終局耐力を超えず，使用済燃料プ

ール内に落下しない設計とする。また，屋根については

鋼板（デッキプレート）の上に鉄筋コンクリート造の床

を設けた構造とし，地震による剥落のない構造とする。 

また，原子炉建屋オペレーティングフロアの床面より

上部を構成する壁は，鉄筋コンクリート造の耐震壁であ

り，原子炉建屋オペレーティングフロアの床面より下部

の耐震壁とあわせて基準地震動に対して使用済燃料プー

ル内へ落下しない設計とする。 

b. 燃料取替機 

燃料取替機は，基準地震動による地震荷重に対し，本

体の健全性評価及び転倒落下防止評価を行い，使用済燃

料プールへの落下物とならないよう，以下を満足する設

計とする。 

(a) 本体の健全性評価においては，想定される使用条件

において，地震時の発生応力が，脚部等の許容応力以下

であること。 

(b) 転倒落下防止評価においては，走行レール及び横行

レール頭部を抱き込む構造をした燃料取替機の脱線防止

装置について，想定される使用条件において，地震時の

発生応力が，脱線防止装置及び取付けボルトの許容応力

燃料体等の落下に関しては，模擬燃料体の気中落下

試験（以下「落下試験」という。）での最大減肉量を考

慮しても使用済燃料貯蔵プールの機能が損なわれない

厚さ以上のステンレス鋼内張りを施設する。なお，使用

済燃料輸送容器等に使用済燃料を収納する場合など

は，落下試験での落下高さを超えるため，水の浮力を考

慮することにより落下試験時の落下エネルギを下回る

ことを確認する。 

重量物の落下に関しては，使用済燃料貯蔵プール周

辺の状況，現場における作業実績，図面等にて確認する

ことにより，落下時のエネルギを評価し，落下試験時の

燃料体等の落下エネルギ以上となる設備等に対して

は，以下のとおり適切な落下防止対策を施し，使用済燃

料貯蔵プールの機能を維持する設計とする。 

・使用済燃料貯蔵プールからの離隔を確保できる重量

物については，使用済燃料貯蔵プールヘ落下するおそ

れがないよう，転倒等を仮定しても使用済燃料貯蔵プ

ールに届かない距離に設置する。また，転倒防止のため

床面や壁面へ固定する。 

・原子炉建屋クレーンは，使用済燃料貯蔵ラック上を使

用済燃料輸送容器等重量物を吊った状態で通過できな

いように可動範囲を制限するインターロックを設ける

設計とする。 

・原子炉建屋原子炉区域（二次格納施設）の屋根を支持

する屋根トラスは，基準地震動Ｓｓに対する発生応力

が終局耐力を超えず，使用済燃料貯蔵プール内に落下

しない設計とする。また，屋根については鋼板（デッキ

プレート）の上に鉄筋コンクリート造の床を設けた構

造とし，地震による剥落のない構造とする。また，原子

炉建屋オペレーティングフロアの床面より上部を構成

する壁は，鉄筋コンクリート造の耐震壁であり，原子炉
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 4.1.2  重大事故等時 

4.1.2.1  概要 

4. 使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備 

4.2 使用済燃料貯蔵プールへの注水 

4.2.1 燃料プール代替注水系による常設スプレイヘ

ッダを使用した使用済燃料貯蔵プールへの注水 

  

使用済燃料プールは，残留熱除去系（燃料プール冷却

モード）及び燃料プール冷却浄化系の有する使用済燃

料プールの冷却機能喪失又は残留熱除去系ポンプによ

る使用済燃料プールへの補給機能が喪失し，又は使用

済燃料プール水の小規模な漏えいニ(2)(ⅱ)a.-⑥が発

生した場合において，燃料の貯蔵機能を確保する設計

とする。 

 

使用済燃料プールは，残留熱除去系（燃料プール冷却

モード）及び燃料プール冷却浄化系の有する使用済燃料

プールの冷却機能喪失又は残留熱除去系ポンプによる使

用済燃料プールへの補給機能が喪失し，又は使用済燃料

プール水の小規模な漏えいが発生した場合において，燃

料の貯蔵機能を確保する設計とする。 

＜中略＞ 

 

残留熱除去系（燃料プール冷却モード）及び燃料プー

ル冷却浄化系の有する使用済燃料貯蔵プールの冷却機

能喪失若しくは残留熱除去系ポンプによる使用済燃料

貯蔵プールへの補給機能が喪失し，又は使用済燃料貯

蔵プールに接続する配管の破損等により使用済燃料貯

蔵プール水の小規模な漏えいニ(2)(ⅱ)a.-⑥により使

用済燃料貯蔵プールの水位が低下した場合に，使用済

燃料貯蔵プール内の燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽

し，及び臨界を防止するための重大事故等対処設備と

して使用する燃料プール代替注水系（常設スプレイヘ

ッダを使用した使用済燃料貯蔵プールへの注水）は，可

搬型代替注水ポンプ（A-1級）（「6,7号機共用」（以下同

じ。））及び可搬型代替注水ポンプ（A-2級）（「6,7号機

共用」（以下同じ。）），又は可搬型代替注水ポンプ（A-2

級）により，代替淡水源の水を燃料プール代替注水系配

管等を経由して常設スプレイヘッダから使用済燃料貯

蔵プールへ注水することにより，使用済燃料貯蔵プー

ルの水位を維持できる設計とする。 

また，使用済燃料貯蔵プールは，使用済燃料貯蔵ラッ

クの形状を維持した状態において，燃料プール代替注

水系（常設スプレイヘッダを使用した使用済燃料貯蔵

プールへの注水）による冷却及び水位確保により使用

済燃料貯蔵プールの機能を維持し，実効増倍率が最も

高くなる冠水状態においても実効増倍率は不確定性を

含めて 0.95以下で臨界を防止できる設計とする。 

＜中略＞ 

設計及び工事の計画のニ(2) 

(ⅱ)a.-⑥は，設置変更許可申

請書（本文（五号））のニ(2) 

(ⅱ)a.-⑥を具体的に記載し

ており，整合している。 

 

 

  4.2.1 燃料プール代替注水系による常設スプレイヘ

ッダを使用した使用済燃料貯蔵プールへの注水 

  

使用済燃料プールの冷却機能又はニ(2)(ⅱ)a.-⑦注

水機能が喪失し，又はニ(2)(ⅱ)a.-⑧使用済燃料プー

ルからの水の漏えいその他の要因により使用済燃料プ

ールの水位が低下した場合及び使用済燃料プールから

の大量の水の漏えいニ(2)(ⅱ)a.-⑨その他の要因によ

使用済燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し，

又は使用済燃料プールからの水の漏えいその他の要因に

より使用済燃料プールの水位が低下した場合及び使用済

燃料プールからの大量の水の漏えいその他の要因により

使用済燃料プールの水位が異常に低下した場合に，臨界

残留熱除去系（燃料プール冷却モード）及び燃料プー

ル冷却浄化系の有する使用済燃料貯蔵プールの冷却機

能喪失若しくはニ(2)(ⅱ)a.-⑦a 残留熱除去系ポンプ

による使用済燃料貯蔵プールへの補給機能が喪失し，

又はニ(2)(ⅱ)a.-⑧a 使用済燃料貯蔵プールに接続す

設計及び工事の計画のニ(2) 

(ⅱ)a.-⑦a 及びニ(2)(ⅱ)a. 

-⑦b は，設置変更許可申請書

（本文（五号））のニ(2)(ⅱ) 

a.-⑦を具体的に記載してお
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り使用済燃料プールの水位が異常に低下した場合に，

ニ(2)(ⅱ)a.-⑩臨界にならないよう配慮した使用済燃

料貯蔵ラックの形状により臨界を防止できる設計とす

る。 

にならないよう配慮した使用済燃料貯蔵ラックの形状に

より臨界を防止できる設計とする。 

る配管の破損等により使用済燃料貯蔵プール水の小規

模な漏えいにより使用済燃料貯蔵プールの水位が低下

した場合に，使用済燃料貯蔵プール内の燃料体等を冷

却し，放射線を遮蔽し，及び臨界を防止するための重大

事故等対処設備として使用する燃料プール代替注水系

（常設スプレイヘッダを使用した使用済燃料貯蔵プー

ルへの注水）は，可搬型代替注水ポンプ（A-1級）（「6,7

号機共用」（以下同じ。））及び可搬型代替注水ポンプ（A-

2級）（「6,7号機共用」（以下同じ。）），又は可搬型代替

注水ポンプ（A-2級）により，代替淡水源の水を燃料プ

ール代替注水系配管等を経由して常設スプレイヘッダ

から使用済燃料貯蔵プールへ注水することにより，使

用済燃料貯蔵プールの水位を維持できる設計とする。 

また，使用済燃料貯蔵プールは，使用済燃料貯蔵ラッ

クの形状ニ(2)(ⅱ)a.-⑩a を維持した状態において，燃

料プール代替注水系（常設スプレイヘッダを使用した

使用済燃料貯蔵プールへの注水）による冷却及び水位

確保により使用済燃料貯蔵プールの機能を維持し，実

効増倍率が最も高くなる冠水状態においても実効増倍

率は不確定性を含めて 0.95以下で臨界を防止できる設

計とする。 

＜中略＞ 

り，整合している。 

 

設計及び工事の計画のニ(2) 

(ⅱ)a.-⑧a 及びニ(2)(ⅱ)a. 

-⑧b は，設置変更許可申請書

（本文（五号））のニ(2)(ⅱ) 

a.-⑧と同義であり，整合して

いる。 

 

設計及び工事の計画のニ(2) 

(ⅱ)a.-⑨a 及びニ(2)(ⅱ)a. 

-⑨b は，設置変更許可申請書

（本文（五号））のニ(2)(ⅱ) 

a.-⑨と同義であり，整合して

いる。 

  4.2.2 燃料プール代替注水系による可搬型スプレイ

ヘッダを使用した使用済燃料貯蔵プールへの注水 

  

  残留熱除去系（燃料プール冷却モード）及び燃料プー

ル冷却浄化系の有する使用済燃料貯蔵プールの冷却機

能喪失若しくはニ(2)(ⅱ)a.-⑦b 残留熱除去系ポンプ

による使用済燃料貯蔵プールへの補給機能が喪失し，

又はニ(2)(ⅱ)a.-⑧b 使用済燃料貯蔵プールに接続す

る配管の破損等により使用済燃料貯蔵プール水の小規

模な漏えいにより使用済燃料貯蔵プールの水位が低下

した場合に，使用済燃料貯蔵プール内の燃料体等を冷

却し，放射線を遮蔽し，及び臨界を防止するための重大

事故等対処設備として使用する燃料プール代替注水系

（可搬型スプレイヘッダを使用した使用済燃料貯蔵プ

ールへの注水）は，可搬型代替注水ポンプ（A-1級）及

び可搬型代替注水ポンプ（A-2 級），又は可搬型代替注

設計及び工事の計画のニ(2) 

(ⅱ)a.-⑩a～ニ(2)(ⅱ)a.-

⑩d は，設置変更許可申請書

（本文（五号））のニ(2)(ⅱ) 

a.-⑩を具体的に記載してお

り，整合している。 

 

 



 

                                                                   ニ-12 

  

K7
 ①

 Ⅴ
-1
-1
-1
-1
 R
1 

設置変更許可申請書（本文（五号）） 設置変更許可申請書（添付書類八） 該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

水ポンプ（A-2級）により代替淡水源の水をホース等を

経由して可搬型スプレイヘッダから使用済燃料貯蔵プ

ールへ注水することにより，使用済燃料貯蔵プールの

水位を維持できる設計とする。 

また，使用済燃料貯蔵プールは，使用済燃料貯蔵ラッ

クの形状ニ(2)(ⅱ)a.-⑩b を維持した状態において，燃

料プール代替注水系（可搬型スプレイヘッダを使用し

た使用済燃料貯蔵プールへの注水）による冷却及び水

位確保により使用済燃料貯蔵プールの機能を維持し，

実効増倍率が最も高くなる冠水状態においても実効増

倍率は不確定性を含めて 0.95以下で臨界を防止できる

設計とする。 

＜中略＞ 

  4.3.1 燃料プール代替注水系による常設スプレイヘ

ッダを使用した使用済燃料貯蔵プールへのスプレイ 

  

  使用済燃料貯蔵プールからの大量の水の漏えいニ

(2)(ⅱ)a.-⑨a 等により使用済燃料貯蔵プールの水位

が異常に低下した場合に，燃料損傷を緩和するととも

に，燃料損傷時には使用済燃料貯蔵プール内の燃料体

等の上部全面にスプレイすることによりできる限り環

境への放射性物質の放出を低減するための重大事故等

対処設備として使用する燃料プール代替注水系（常設

スプレイヘッダを使用した使用済燃料貯蔵プールへの

スプレイ）は，可搬型代替注水ポンプ（A-1級）及び可

搬型代替注水ポンプ（A-2級）により，代替淡水源の水

を燃料プール代替注水系配管等を経由して常設スプレ

イヘッダから使用済燃料貯蔵プール内の燃料体等に直

接スプレイすることにより，燃料損傷を緩和するとと

もに，環境への放射性物質の放出をできる限り低減で

きるよう，使用済燃料貯蔵プールの全面に向けてスプ

レイし，使用済燃料貯蔵プール内に貯蔵している燃料

体等からの崩壊熱による蒸発量を上回る量をスプレイ

できる設計とする。 

使用済燃料貯蔵プールは，ニ(2)(ⅱ)a.-⑩c 燃料プー

ル代替注水系（常設スプレイヘッダを使用した使用済

燃料貯蔵プールへのスプレイ）にて，使用済燃料貯蔵ラ

ック及び燃料体等を冷却し，臨界にならないように配
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慮したラック形状において，いかなる一様な水密度で

あっても実効増倍率は不確定性を含めて 0.95以下で臨

界を防止できる設計とする。 

＜中略＞ 

  4.3.2 燃料プール代替注水系による可搬型スプレイ

ヘッダを使用した使用済燃料貯蔵プールへのスプレイ 

  

  使用済燃料貯蔵プールからの大量の水の漏えいニ

(2)(ⅱ)a.-⑨b 等により使用済燃料貯蔵プールの水位

が異常に低下した場合に，燃料損傷を緩和するととも

に，燃料損傷時には使用済燃料貯蔵プール内の燃料体

等の上部全面にスプレイすることによりできる限り環

境への放射性物質の放出を低減するための重大事故等

対処設備として使用する燃料プール代替注水系（可搬

型スプレイヘッダを使用した使用済燃料貯蔵プールへ

のスプレイ）は，可搬型代替注水ポンプ（A-1級）及び

可搬型代替注水ポンプ（A-2 級），又は可搬型代替注水

ポンプ（A-2級）により，代替淡水源の水をホース等を

経由して可搬型スプレイヘッダから使用済燃料貯蔵プ

ール内の燃料体等に直接スプレイすることにより，燃

料損傷を緩和するとともに，環境への放射性物質の放

出をできる限り低減できるよう使用済燃料貯蔵プール

の全面に向けてスプレイし，使用済燃料貯蔵プール内

に貯蔵している燃料体等からの崩壊熱による蒸発量を

上回る量をスプレイできる設計とする。 

使用済燃料貯蔵プールは，ニ(2)(ⅱ)a.-⑩d 燃料プー

ル代替注水系（可搬型スプレイヘッダを使用した使用

済燃料貯蔵プールへのスプレイ）にて，使用済燃料貯蔵

ラック及び燃料体等を冷却し，臨界にならないように

配慮したラック形状において，いかなる一様な水密度

であっても実効増倍率は不確定性を含めて 0.95以下で

臨界を防止できる設計とする。 

＜中略＞ 
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b. 貯蔵能力 第 4.1－1表 使用済燃料プール主要仕様 【核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設】 

（基本設計方針） 

第 2章 個別項目 

2. 燃料貯蔵設備 

＜中略＞ 

  

ニ(2)(ⅱ)b.-①全炉心燃料の約 390%相当分（1号，2号，

5号及び 7号炉共用，既設） 

(1) 種類 ステンレス鋼内張りプール形（ラック貯蔵方

式） 

(2) 貯蔵能力 6号炉 6号炉全炉心の約 390%相当分 

       7号炉 7号炉全炉心の約 390%相当分 

使用済燃料貯蔵プールは，約 390%ニ(2)(ⅱ)b.-①炉

心分の燃料の貯蔵が可能であり，さらに放射化された

機器等の貯蔵及び取扱いができるスペースを確保した

設計とする。なお，通常運転中，全炉心の燃料体等を貯

蔵できる容量を確保できる設計とする。 

＜中略＞ 

設計及び工事の計画のニ(2) 

(ⅱ)b.-①は，設置変更許可申

請書（本文（五号））のニ(2) 

(ⅱ)b.-①と同義であり，整合

している。 

 

  1. 燃料取扱設備 

＜中略＞ 

 新燃料は，原子炉建屋原子炉区域（二次格納施設）内

に設ける新燃料貯蔵設備から原子炉建屋クレーン及び

燃料チャンネル着脱機を介して使用済燃料貯蔵プール

（「設計基準対象施設としてのみ 1,2,5,7号機共用」（以

下同じ。））に移し，燃料取替機により発電用原子炉に装

荷できる設計とする。 

＜中略＞ 

  

     

(3) 核燃料物質貯蔵用冷却設備の構造及び冷却能力 

(ⅰ) 燃料プール冷却浄化系 

4.2  使用済燃料貯蔵プールの冷却等のための設備 

4.2.1 燃料プール冷却浄化系（7号炉原子炉建屋原子炉

区域内 1号，2号，5号及び 7号炉共用，既設） 

4.2.1.1  概要 

【核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設】 

（基本設計方針） 

第 2章 個別項目 

4. 使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備 

4.1 燃料プール冷却浄化系による使用済燃料貯蔵プ

ール水の冷却 

  

燃料プール冷却浄化系は，ニ(3)(ⅰ)-①ポンプ，ろ

過脱塩装置，熱交換器等で構成し，使用済燃料からの崩

壊熱を除去するとともに使用済燃料プール水を浄化で

きる設計とする。さらに，全炉心燃料を取り出した場合

ニ(3)(ⅰ)-②においても，残留熱除去系を併用して，

使用済燃料プール水の十分な冷却が可能な設計とす

る。 

 

燃料プール冷却浄化系は，燃料プール水を冷却すると

ともに，ろ過脱塩して，使用済燃料プール，キャスクピッ

ト，原子炉ウェル及び蒸気乾燥器・気水分離器ピット水

の純度，透明度を維持する。 

4.2.1.2  設計方針 

燃料プール冷却浄化系は，使用済燃料プール内に貯蔵

する使用済燃料からの崩壊熱を除去でき，かつ使用済燃

料プールの水中及び水面上の不純物を除去できる設計と

する。 

計画取り出し量以上の使用済燃料を使用済燃料プール

使用済燃料貯蔵プールは，ニ(3)(ⅰ)-①燃料プール

冷却浄化系ポンプ，燃料プール冷却浄化系熱交換器，燃

料プール冷却浄化系ろ過脱塩器等で構成する燃料プー

ル冷却浄化系（「設計基準対象施設としてのみ 1,2,5,7

号機共用」（以下同じ。））を設け，通常運転時，運転時

の異常な過渡変化時及び設計基準事故時において，使

用済燃料からの崩壊熱を除去するとともに，使用済燃

料貯蔵プール水を浄化できる設計とする。また，補給水

ラインを設け，使用済燃料貯蔵プール水の補給が可能

な設計とする。 

設計及び工事の計画のニ(3) 

(ⅰ)-①は，設置変更許可申請

書（本文（五号））のニ(3)(ⅰ)-

①と同義であり，整合してい

る。 

 

設計及び工事の計画のニ(3) 

(ⅰ)-②は，設置変更許可申請

書（本文（五号））のニ(3)(ⅰ)-

②と同義であり，整合してい
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に貯蔵した場合，又は燃料プール冷却浄化系の機能が喪

失した場合等には残留熱除去系を使用できる設計とす

る。 

＜中略＞ 

 

さらに，全炉心燃料を使用済燃料貯蔵プールに取り

出した場合や燃料プール冷却浄化系で使用済燃料貯蔵

プール水の冷却ができない場合ニ(3)(ⅰ)-②は，残留

熱除去系（燃料プール冷却モード）を用いて使用済燃料

からの崩壊熱を除去できる設計とする。 

＜中略＞ 

る。 

 4.1 燃料体等の取扱設備及び貯蔵設備 

4.1.1  通常運転時等 

4.1.1.2  設計方針 

(2) 非常用補給能力 

2. 燃料貯蔵設備 

＜中略＞ 

  

また，残留熱除去系を用いて，ニ(3)(ⅰ)-③使用済

燃料プール水の補給も可能な設計とする。 

使用済燃料プール水の補給に復水貯蔵槽の水が使用で

きない場合には，残留熱除去系を用いてサプレッション・

チェンバの水を補給できる設計とする。 

ニ(3)(ⅰ)-③万一，使用済燃料貯蔵プールからの水

の漏えいが発生し，かつ，使用済燃料貯蔵プール水の補

給に復水貯蔵槽の水が使用できない場合には，残留熱

除去系を用いてサプレッションチェンバのプール水を

補給できる設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画のニ(3) 

(ⅰ)-③は，設置変更許可申請

書（本文（五号））のニ(3)(ⅰ)-

③を具体的に記載しており，

整合している。 

 

 4.2  使用済燃料貯蔵プールの冷却等のための設備 

4.2.1 燃料プール冷却浄化系（7号炉原子炉建屋原子炉

区域内 1号，2号，5号及び 7号炉共用，既設） 

4.2.1.4  主要設備 

＜中略＞ 

4. 使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備 

4.1 燃料プール冷却浄化系による使用済燃料貯蔵プ

ール水の冷却 

＜中略＞ 

  

燃料プール冷却浄化系及び残留熱除去系の熱交換器

で除去した熱は，ニ(3)(ⅰ)-④原子炉補機冷却系を経

て，最終ヒートシンクである海へ輸送できる設計とす

る。 

 

燃料プール冷却浄化系及び残留熱除去系の熱交換器で

除去した熱は，原子炉補機冷却系を経て，最終的な熱の

逃がし場である海へ輸送する。 

燃料プール冷却浄化系熱交換器で除去した熱は，ニ

(3)(ⅰ)-④a 原子炉補機冷却水系及び原子炉補機冷却

海水系を経て，最終的な熱の逃がし場である海へ輸送

できる設計とする。 

 

設計及び工事の計画のニ(3) 

(ⅰ)-④a 及びニ(3)(ⅰ)-④b

は，設置変更許可申請書（本

文（五号））のニ(3)(ⅰ)-④と

同義であり，整合している。 

 

 

 

 

 

 







 

                                                                   ニ-19 

  

K7
 ①

 Ⅴ
-1
-1
-1
-1
 R
1 

設置変更許可申請書（本文（五号）） 設置変更許可申請書（添付書類八） 該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

(ⅱ) 使用済燃料貯蔵プールの冷却等のための設備 4.3  使用済燃料プールの冷却等のための設備 

4.3.1  概要 

【核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設】 

（基本設計方針） 

第 2章 個別項目 

4. 使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備 

4.2 使用済燃料貯蔵プールへの注水 

  

使用済燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失

し，又は使用済燃料プールからの水の漏えいその他の

要因により当該使用済燃料プールの水位が低下した場

合において使用済燃料プール内燃料体等を冷却し，放

射線を遮蔽し，及び臨界を防止するために必要な重大

事故等対処設備ニ(3)(ⅱ)-①を設置及び保管する。 

 

使用済燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し，

又は使用済燃料プールからの水の漏えいその他の要因に

より当該使用済燃料プールの水位が低下した場合におい

て使用済燃料プール内燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽

し，及び臨界を防止するために必要な重大事故等対処設

備を設置及び保管する。 

使用済燃料貯蔵プールの冷却機能又は注水機能が喪

失し，又は使用済燃料貯蔵プールからの水の漏えいそ

の他の要因により当該使用済燃料貯蔵プールの水位が

低下した場合において使用済燃料貯蔵プール内の燃料

体等を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨界を防止するた

めに必要な重大事故等対処設備ニ(3)(ⅱ)-①として燃

料プール代替注水系を設ける設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画のニ(3) 

(ⅱ)-①は，設置変更許可申請

書（本文（五号））のニ(3)(ⅱ)-

①と同義であり，整合してい

る。 

 

  4.3 使用済燃料貯蔵プールへのスプレイ   

使用済燃料プールからの大量の水の漏えいその他の

要因により使用済燃料プールの水位が異常に低下した

場合において，使用済燃料プール内燃料体等の著しい

損傷の進行を緩和し，及び臨界を防止するために必要

な重大事故等対処設備ニ(3)(ⅱ)-②を設置及び保管す

る。 

使用済燃料プールからの大量の水の漏えいその他の要

因により使用済燃料プールの水位が異常に低下した場合

において，使用済燃料プール内燃料体等の著しい損傷の

進行を緩和し，及び臨界を防止するために必要な重大事

故等対処設備を設置及び保管する。 

＜中略＞ 

使用済燃料貯蔵プールからの大量の水の漏えいその

他の要因により使用済燃料貯蔵プールの水位が異常に

低下した場合において，使用済燃料貯蔵プール内の燃

料体等の著しい損傷の進行を緩和し，及び臨界を防止

するために必要な重大事故等対処設備ニ(3)(ⅱ)-②と

して燃料プール代替注水系を設ける設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

設計及び工事の計画のニ(3) 

(ⅱ)-②は，設置変更許可申請

書（本文（五号））のニ(3)(ⅱ)-

②と同義であり，整合してい

る。 

 

 4.3.2  設計方針 4.2 使用済燃料貯蔵プールへの注水   

ニ(3)(ⅱ)-③使用済燃料プールの冷却等のための設

備のうち，使用済燃料プールの冷却機能又は注水機能

が喪失し，又は使用済燃料プールからの小規模な水の

漏えいその他の要因により使用済燃料プールの水位が

低下した場合においても使用済燃料プール内燃料体等

を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨界を防止できるよう

使用済燃料プールの水位を維持するための設備，並び

に使用済燃料プールからの大量の水の漏えいその他の

要因により使用済燃料プールの水位が異常に低下した

場合においても使用済燃料プール内燃料体等の著しい

損傷を緩和し，及び臨界を防止するための設備として，

使用済燃料プールの冷却等のための設備のうち，使用

済燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し，又は使

用済燃料プールからの小規模な水の漏えいその他の要因

により使用済燃料プールの水位が低下した場合において

も使用済燃料プール内燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽

し，及び臨界を防止できるよう使用済燃料プールの水位

を維持するための設備，並びに使用済燃料プールからの

大量の水の漏えいその他の要因により使用済燃料プール

の水位が異常に低下した場合においても使用済燃料プー

ル内燃料体等の著しい損傷を緩和し，及び臨界を防止す

るための設備として，燃料プール代替注水系を設ける。 

使用済燃料貯蔵プールの冷却機能又は注水機能が喪

失し，又は使用済燃料貯蔵プールからのニ(3)(ⅱ)-③

水の漏えいその他の要因により当該使用済燃料貯蔵プ

ールの水位が低下した場合において使用済燃料貯蔵プ

ール内の燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨界

を防止するために必要な重大事故等対処設備として燃

料プール代替注水系を設ける設計とする。 

＜中略＞ 

設計及び工事の計画のニ(3) 

(ⅱ)-③は，設置変更許可申請

書（本文（五号））のニ(3)(ⅱ)-

③と同義であり，整合してい

る。 
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燃料プール代替注水系を設ける。 

  4.3 使用済燃料貯蔵プールへのスプレイ   

  使用済燃料貯蔵プールからの大量の水の漏えいその

他の要因により使用済燃料貯蔵プールの水位が異常に

低下した場合において，使用済燃料貯蔵プール内の燃

料体等の著しい損傷を緩和し，及び臨界を防止するた

めの設備として，燃料プール代替注水系を設ける。 

＜中略＞ 

  

  4.2 使用済燃料貯蔵プールへの注水 

＜中略＞ 

  

使用済燃料プールに接続する配管の破損等により，

使用済燃料プールディフューザ配管からサイフォン現

象による水の漏えいが発生した場合に，漏えいの継続

を防止ニ(3)(ⅱ)-④するため，ディフューザ配管上部

にサイフォンブレーク孔を設ける。また，現場での弁の

隔離操作によっても漏えいを停止できる設計とする。 

 

使用済燃料プールに接続する配管の破損等により，使

用済燃料プールディフューザ配管からサイフォン現象に

よる水の漏えいが発生した場合に，漏えいの継続を防止

するため，ディフューザ配管上部にサイフォンブレーク

孔を設ける。また，現場での手動弁の隔離操作によって

も漏えいを停止できる設計とする。 

＜中略＞ 

 

使用済燃料貯蔵プールに接続する配管の破損等によ

り，使用済燃料貯蔵プールディフューザ配管からサイ

フォン現象による水の漏えいが発生した場合に，原子

炉建屋原子炉区域（二次格納施設）4階における線量率

が放射線被ばくを管理する上で定めた線量率を満足で

きるよう，漏えいの継続を防止ニ(3)(ⅱ)-④し，燃料体

等からの放射線の遮蔽に必要となる水位を維持するた

め，ディフューザ配管上部にサイフォンブレーク孔を

設ける設計とする。また，現場で燃料プール冷却浄化系

使用済燃料貯蔵プール入口弁（G41-F017）の隔離操作に

よっても漏えいを停止できる設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

設計及び工事の計画のニ(3) 

(ⅱ)-④は，設置変更許可申請

書（本文（五号））のニ(3)(ⅱ)-

④と同義であり，整合してい

る。 

 

 4.1  燃料体等の取扱設備及び貯蔵設備 

4.1.1  通常運転時等 

4.1.1.2  設計方針 

(5)漏えい防止，漏えい監視及び崩壊熱の除去能力の喪失

に至る状態の監視 

4.6 使用済燃料貯蔵プール接続配管 

 

  

 使用済燃料プール水の漏えいを防止するため，使用済

燃料プールには排水口を設けない設計とする。また，使

用済燃料プールに接続された配管には逆止弁を設け，配

管が破損しても，使用済燃料プール水が流出しない設計

とする。 

＜中略＞ 

 使用済燃料貯蔵プール水の漏えいを防止するため，

使用済燃料貯蔵プールには排水口を設けない設計と

し，使用済燃料貯蔵プールに接続された配管には逆止

弁を設け，配管が破損しても，サイフォン現象により，

使用済燃料貯蔵プール水が継続的に流出しない設計と

する。 
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 4.3  使用済燃料プールの冷却等のための設備 

4.3.2  設計方針 

＜中略＞ 

4.4 発電所外への放射性物質の拡散抑制 

4.4.1 大気への放射性物質の拡散抑制 

 

  

ニ(3)(ⅱ)-⑤使用済燃料プールの冷却等のための設

備のうち，使用済燃料プール内燃料体等の著しい損傷

に至った場合において大気への放射性物質の拡散を抑

制するための設備として原子炉建屋放水設備を設け

る。 

 

使用済燃料プールの冷却等のための設備のうち，使用

済燃料プール内燃料体等の著しい損傷に至った場合にお

いて大気への放射性物質の拡散を抑制するための設備と

して原子炉建屋放水設備を設ける。 

 使用済燃料貯蔵プールからの大量の水の漏えい等に

よる使用済燃料貯蔵プールの水位の異常な低下によ

り，使用済燃料貯蔵プール内の燃料体等の著しい損傷

に至った場合において，燃料損傷時にはできる限りニ

(3)(ⅱ)-⑤環境への放射性物質の放出を低減するため

の重大事故等対処設備として，原子炉建屋放水設備を

設ける設計とする。 

＜中略＞ 

設計及び工事の計画のニ(3) 

(ⅱ)-⑤は，設置変更許可申請

書（本文（五号））のニ(3)(ⅱ)-

⑤と同義であり，整合してい

る。 

 

 

  3. 計測装置等 

＜中略＞ 

  

ニ(3)(ⅱ)-⑥使用済燃料プールの冷却等のための設

備のうち，重大事故等時において，使用済燃料プールの

状態を監視するための設備として，使用済燃料プール

の監視設備を設ける。 

使用済燃料プールの冷却等のための設備のうち，重大

事故等時において，使用済燃料プールの状態を監視する

ための設備として，使用済燃料プールの監視設備を設け

る。 

重大事故等時にニ(3)(ⅱ)-⑥a 使用済燃料貯蔵プー

ルの監視設備として，使用済燃料貯蔵プール水位・温度

（SA）及び使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA広域）

を設け，想定される重大事故等により変動する可能性

のある範囲にわたり測定可能な設計とする。 

使用済燃料貯蔵プール監視カメラ（個数 1）は，想定

される重大事故等時において赤外線機能により使用済

燃料貯蔵プールの状態を監視できる設計とする。 

＜中略＞ 

設計及び工事の計画のニ(3) 

(ⅱ)-⑥a 及びニ(3)(ⅱ)-⑥b

は，設置変更許可申請書（本

文（五号））のニ(3)(ⅱ)-⑥を

具体的に記載しており，整合

している。 

 

 

  【放射線管理施設】 

（基本設計方針） 

第 2章 個別項目 

1. 放射線管理施設 

1.1 放射線管理用計測装置 

1.1.2 エリアモニタリング設備 

＜中略＞ 

  

  重大事故等時にニ(3)(ⅱ)-⑥b 使用済燃料貯蔵プー

ルの監視設備として，使用済燃料貯蔵プール放射線モ

ニタ（低レンジ）及び使用済燃料貯蔵プール放射線モニ

タ（高レンジ）を設け，想定される重大事故等により変

動する可能性のある範囲にわたり測定可能な設計とす

る。 

＜中略＞ 
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a. 使用済燃料プールの冷却機能若しくは注水機能の

喪失時又は使用済燃料プール水の小規模な漏えい発生

時に用いる設備 

(1) 使用済燃料プールの冷却機能若しくは注水機能の喪

失時又は使用済燃料プール水の小規模な漏えい発生時に

用いる設備 

【核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設】 

（基本設計方針） 

第 2章 個別項目 

4. 使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備 

  

(a) 燃料プール代替注水 a. 燃料プール代替注水 4.2 使用済燃料貯蔵プールへの注水   

(a-1) 燃料プール代替注水系による常設スプレイヘッ

ダを使用した使用済燃料プールへの注水 

(a) 燃料プール代替注水系による常設スプレイヘッダを

使用した使用済燃料プールへの注水 

4.2.1 燃料プール代替注水系による常設スプレイヘ

ッダを使用した使用済燃料貯蔵プールへの注水 

  

残留熱除去系（燃料プール冷却モード）及び燃料プー

ル冷却浄化系の有する使用済燃料プールの冷却機能喪

失又は残留熱除去系ポンプによる使用済燃料プールへ

の補給機能が喪失し，又は使用済燃料プールに接続す

る配管の破損等により使用済燃料プール水の小規模な

漏えいにより使用済燃料プールの水位が低下した場合

に，使用済燃料プール内燃料体等を冷却し，放射線を遮

蔽し，及び臨界を防止するための重大事故等対処設備

として，燃料プール代替注水系は，可搬型代替注水ポン

プ（A-1級）及び可搬型代替注水ポンプ（A-2級）又は

可搬型代替注水ポンプ（A-2級）により，代替淡水源の

水を燃料プール代替注水系配管等を経由して常設スプ

レイヘッダから使用済燃料プールへ注水することで，

使用済燃料プールの水位を維持できる設計とする。 

 

残留熱除去系（燃料プール冷却モード）及び燃料プー

ル冷却浄化系の有する使用済燃料プールの冷却機能喪失

又は残留熱除去系ポンプによる使用済燃料プールへの補

給機能が喪失し，又は使用済燃料プールに接続する配管

の破損等により使用済燃料プール水の小規模な漏えいに

より使用済燃料プールの水位が低下した場合に，使用済

燃料プール内燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，及び

臨界を防止するための重大事故等対処設備として，燃料

プール代替注水系を使用する。 

燃料プール代替注水系は，可搬型代替注水ポンプ（A-1

級），可搬型代替注水ポンプ（A-2級），常設スプレイヘッ

ダ，配管・ホース・弁類，計測制御装置等で構成し，可搬

型代替注水ポンプ（A-1 級）及び可搬型代替注水ポンプ

（A-2級）又は可搬型代替注水ポンプ（A-2級）により，

代替淡水源の水を燃料プール代替注水系配管等を経由し

て常設スプレイヘッダから使用済燃料プールへ注水する

ことで，使用済燃料プールの水位を維持できる設計とす

る。 

残留熱除去系（燃料プール冷却モード）及び燃料プー

ル冷却浄化系の有する使用済燃料貯蔵プールの冷却機

能喪失若しくは残留熱除去系ポンプによる使用済燃料

貯蔵プールへの補給機能が喪失し，又は使用済燃料貯

蔵プールに接続する配管の破損等により使用済燃料貯

蔵プール水の小規模な漏えいにより使用済燃料貯蔵プ

ールの水位が低下した場合に，使用済燃料貯蔵プール

内の燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨界を防

止するための重大事故等対処設備として使用する燃料

プール代替注水系（常設スプレイヘッダを使用した使

用済燃料貯蔵プールへの注水）は，可搬型代替注水ポン

プ（A-1級）（「6,7号機共用」（以下同じ。））及び可搬型

代替注水ポンプ（A-2級）（「6,7号機共用」（以下同じ。）），

又は可搬型代替注水ポンプ（A-2級）により，代替淡水

源の水を燃料プール代替注水系配管等を経由して常設

スプレイヘッダから使用済燃料貯蔵プールへ注水する

ことにより，使用済燃料貯蔵プールの水位を維持でき

る設計とする。 

  

また，使用済燃料貯蔵ラックの形状を維持ニ(3)(ⅱ) 

a.(a)(a-1)-①することにより臨界を防止できる設計

とする。 

 

また，使用済燃料貯蔵ラックの形状を維持することに

より臨界を防止できる設計とする。 

また，使用済燃料貯蔵プールは，使用済燃料貯蔵ラッ

クの形状を維持ニ(3)(ⅱ)a.(a)(a-1)-①した状態にお

いて，燃料プール代替注水系（常設スプレイヘッダを使

用した使用済燃料貯蔵プールへの注水）による冷却及

び水位確保により使用済燃料貯蔵プールの機能を維持

し，実効増倍率が最も高くなる冠水状態においても実

効増倍率は不確定性を含めて 0.95以下で臨界を防止で

きる設計とする。 

＜中略＞ 

燃料プール代替注水系（常設スプレイヘッダを使用

した使用済燃料貯蔵プールへの注水）の流路として，設

計基準対象施設である使用済燃料貯蔵プール及びキャ

設計及び工事の計画のニ(3) 

(ⅱ)a.(a)(a-1)-①は，設置変

更許可申請書（本文（五号））

のニ(3)(ⅱ)a.(a)(a-1)-①と

同義であり，整合している。 
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スクピットを重大事故等対処設備として使用すること

から，流路に係る機能について重大事故等対処設備と

しての設計を行う。 

  【原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）】 

（基本設計方針） 

第 2章 個別項目 

5．非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備 

5.5 水の供給設備 

5.5.1 重大事故等の収束に必要となる水源 

  

ニ(3)(ⅱ)a.(a)(a-1)-②常設スプレイヘッダを使用

した燃料プール代替注水系は，ニ(3)(ⅱ)a.(a)(a-1)-

③代替淡水源が枯渇した場合において，重大事故等の

収束に必要となる水の供給設備である大容量送水車

（海水取水用）により海を利用できる設計とする。 

常設スプレイヘッダを使用した燃料プール代替注水系

は，代替淡水源が枯渇した場合において，重大事故等の

収束に必要となる水の供給設備である大容量送水車（海

水取水用）により海を利用できる設計とする。 

＜中略＞ 

設計基準事故の収束に必要な水源とは別に，重大事

故等の収束に必要となる十分な量の水を有する水源を

確保することに加えて，設計基準事故対処設備及び重

大事故等対処設備に対して重大事故等の収束に必要と

なる十分な量の水を供給するために必要な重大事故等

対処設備として，復水貯蔵槽，サプレッションチェンバ

及びほう酸水注入系貯蔵タンクを重大事故等の収束に

必要となる水源として設ける設計とする。 

これら重大事故等の収束に必要となる水源とは別

に，代替淡水源として防火水槽及び淡水貯水池を設け

る設計とする。 

また，淡水が枯渇した場合に，海を水源として利用で

きる設計とする。 

＜中略＞ 

設計及び工事の計画のニ(3) 

(ⅱ)a.(a)(a-1)-②は，設置変

更許可申請書（本文（五号））

のニ(3)(ⅱ)a.(a)(a-1)-②を

全て含んでおり，整合してい

る。 

 

設計及び工事の計画のニ(3) 

( ⅱ )a.(a)(a-1)- ③ a ～ ニ

(3)(ⅱ)a.(a)(a-1)-③c は，

設置変更許可申請書（本文（五

号））のニ(3)(ⅱ)a.(a)(a-1)-

③と同義であり，整合してい

る。 

 

 5. 原子炉冷却系統施設 

5.7 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

5.7.2 設計方針 

   

 e. 海を水源とした場合に用いる設備 

想定される重大事故等時において，淡水が枯渇した場

合に，復水貯蔵槽へ水を供給するための水源であるとと

もに，原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水に使

用する設計基準事故対処設備が機能喪失した場合の代替

手段である低圧代替注水系（可搬型），代替格納容器スプ

レイ冷却系（可搬型）及び格納容器下部注水系（可搬型）

の水源として，また，使用済燃料プールの冷却又は注水

に使用する設計基準事故対処設備が機能喪失した場合の

代替手段である燃料プール代替注水系の水源として海を

利用するための重大事故等対処設備として，大容量送水

(5) 海からの水の供給 

海は，想定される重大事故等時において，ニ(3)(ⅱ) 

a.(a)(a-1)-③a 淡水が枯渇した場合に，復水貯蔵槽へ

水を供給するための水源であるとともに，原子炉圧力

容器への注水及び原子炉格納容器へのスプレイに使用

する設計基準事故対処設備が機能喪失した場合の代替

手段である低圧代替注水系（可搬型），代替格納容器ス

プレイ冷却系（可搬型）及び格納容器下部注水系（可搬

型）の水源として，また，使用済燃料貯蔵プールの冷却

又は注水に使用する設計基準事故対処設備が機能喪失

した場合の代替手段であるニ(3)(ⅱ)a.(a)(a-1)-②燃
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車（海水取水用）を使用する。 

大容量送水車（海水取水用）は，海水を各系統へ供給

できる設計とする。 

また，代替原子炉補機冷却系の大容量送水車（熱交換

器ユニット用）及び原子炉建屋放水設備の大容量送水車

（原子炉建屋放水設備用）の水源として，海を使用する。 

料プール代替注水系の水源として，さらに，代替原子炉

補機冷却系及び原子炉建屋放水設備の水源として利用

できる設計とする。 

大容量送水車（海水取水用）（「6,7 号機共用」（以下同

じ。））ニ(3)(ⅱ)a.(a)(a-1)-③b は，海水を各系統へ供

給できる設計とする。 

 

  5.5.2 水源へ水を供給するための設備 

設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備に対

して，重大事故等の収束に必要となる十分な量のニ

(3)(ⅱ)a.(a)(a-1)-③c 水を供給するために必要な設

備として，可搬型代替注水ポンプ（A-2級）を設ける設

計とする。 

また，海を利用するために必要な設備として，大容量送

水車（海水取水用）を設ける設計とする。 

＜中略＞ 

  

 4. 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 

4.3  使用済燃料プールの冷却等のための設備 

4.3.2  設計方針 

(1) 使用済燃料プールの冷却機能若しくは注水機能の喪

失時又は使用済燃料プール水の小規模な漏えい発生時に

用いる設備 

a. 燃料プール代替注水 

(a) 燃料プール代替注水系による常設スプレイヘッダを

使用した使用済燃料プールへの注水 

＜中略＞ 

【核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設】 

（基本設計方針） 

第 2章 個別項目 

4. 使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備 

4.2 使用済燃料貯蔵プールへの注水 

4.2.1 燃料プール代替注水系による常設スプレイヘ

ッダを使用した使用済燃料貯蔵プールへの注水 

＜中略＞ 

  

また，可搬型代替注水ポンプ（A-1級）及び可搬型代

替注水ポンプ（A-2級）は，ディーゼルエンジンにより

駆動できる設計とする。 

また，可搬型代替注水ポンプ（A-1級）及び可搬型代替

注水ポンプ（A-2級）は，ディーゼルエンジンにより駆動

できる設計とする。燃料は，燃料補給設備である軽油タ

ンク及びタンクローリ（4kL）により補給できる設計とす

る。 

＜中略＞ 

可搬型代替注水ポンプ（A-1級）及び可搬型代替注水

ポンプ（A-2級）は，ディーゼルエンジンにより駆動で

きる設計とする。 

  

 4.3.2.3  容量等 

＜中略＞ 

   

 燃料プール代替注水系の可搬型代替注水ポンプ（A-1

級）及び可搬型代替注水ポンプ（A-2級）は，想定される

重大事故等時において，使用済燃料プール内燃料体等を

可搬型代替注水ポンプ（A-1級）及び可搬型代替注水

ポンプ（A-2級）は，想定される重大事故等時において，

使用済燃料貯蔵プール内の燃料体等を冷却し，放射線
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冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨界を防止するために必

要な注水流量を有するものとして，可搬型スプレイヘッ

ダ又は常設スプレイヘッダを使用する場合は，可搬型代

替注水ポンプ（A-1級）を１セット１台及び可搬型代替注

水ポンプ（A-2級）を１セット 3台，又は可搬型代替注水

ポンプ（A-2級）を 1セット 4台使用する。保有数は，6

号及び 7号炉共用で可搬型代替注水ポンプ（A-2級）の場

合に 4セット 16台に加えて，故障時及び保守点検による

待機除外時のバックアップ用として 1 台（6 号及び 7 号

炉共用）の合計 17台，可搬型代替注水ポンプ（A-1級）

の場合に 6 号及び 7 号炉共用で 1 セット 1 台に加えて，

故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用

として 1 台（6 号及び 7 号炉共用）の合計 2 台を保管す

る。 

＜中略＞ 

を遮蔽し，及び臨界を防止するために必要な注水流量

を有する設計とする。 

 

(a-2) 燃料プール代替注水系による可搬型スプレイヘ

ッダを使用した使用済燃料プールへの注水 

4.3.2  設計方針 

(1) 使用済燃料プールの冷却機能若しくは注水機能の喪

失時又は使用済燃料プール水の小規模な漏えい発生時に

用いる設備 

a. 燃料プール代替注水 

(b) 燃料プール代替注水系による可搬型スプレイヘッダ

を使用した使用済燃料プールへの注水 

4.2.2 燃料プール代替注水系による可搬型スプレイ

ヘッダを使用した使用済燃料貯蔵プールへの注水 

  

残留熱除去系（燃料プール冷却モード）及び燃料プー

ル冷却浄化系の有する使用済燃料プールの冷却機能喪

失又は残留熱除去系ポンプによる使用済燃料プールへ

の補給機能が喪失し，又は使用済燃料プールに接続す

る配管の破損等により使用済燃料プール水の小規模な

漏えいにより使用済燃料プールの水位が低下した場合

に，使用済燃料プール内燃料体等を冷却し，放射線を遮

蔽し，及び臨界を防止するための重大事故等対処設備

として，燃料プール代替注水系は，可搬型代替注水ポン

プ（A-1級）及び可搬型代替注水ポンプ（A-2級）又は

可搬型代替注水ポンプ（A-2級）により代替淡水源の水

をホースを経由して可搬型スプレイヘッダから使用済

燃料プールへ注水することで，使用済燃料プールの水

位を維持できる設計とする。 

 

残留熱除去系（燃料プール冷却モード）及び燃料プー

ル冷却浄化系の有する使用済燃料プールの冷却機能喪失

又は残留熱除去系ポンプによる使用済燃料プールへの補

給機能が喪失し，又は使用済燃料プールに接続する配管

の破損等により使用済燃料プール水の小規模な漏えいに

より使用済燃料プールの水位が低下した場合に，使用済

燃料プール内燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，及び

臨界を防止するための重大事故等対処設備として，燃料

プール代替注水系を使用する。 

燃料プール代替注水系は，可搬型代替注水ポンプ（A-1

級），可搬型代替注水ポンプ（A-2級），可搬型スプレイヘ

ッダ，ホース・弁類，計測制御装置等で構成し，可搬型代

替注水ポンプ（A-1級）及び可搬型代替注水ポンプ（A-2

級）又は可搬型代替注水ポンプ（A-2級）により代替淡水

源の水をホースを経由して可搬型スプレイヘッダから使

残留熱除去系（燃料プール冷却モード）及び燃料プー

ル冷却浄化系の有する使用済燃料貯蔵プールの冷却機

能喪失若しくは残留熱除去系ポンプによる使用済燃料

貯蔵プールへの補給機能が喪失し，又は使用済燃料貯

蔵プールに接続する配管の破損等により使用済燃料貯

蔵プール水の小規模な漏えいにより使用済燃料貯蔵プ

ールの水位が低下した場合に，使用済燃料貯蔵プール

内の燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨界を防

止するための重大事故等対処設備として使用する燃料

プール代替注水系（可搬型スプレイヘッダを使用した

使用済燃料貯蔵プールへの注水）は，可搬型代替注水ポ

ンプ（A-1級）及び可搬型代替注水ポンプ（A-2級），又

は可搬型代替注水ポンプ（A-2級）により代替淡水源の

水をホース等を経由して可搬型スプレイヘッダから使

用済燃料貯蔵プールへ注水することにより，使用済燃
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用済燃料プールへ注水することで，使用済燃料プールの

水位を維持できる設計とする。 

料貯蔵プールの水位を維持できる設計とする。 

また，使用済燃料貯蔵ラックの形状を維持ニ(3)(ⅱ) 

a.(a)(a-2)-①することにより臨界を防止できる設計

とする。 

また，使用済燃料貯蔵ラックの形状を維持することに

より臨界を防止できる設計とする。 

また，使用済燃料貯蔵プールは，使用済燃料貯蔵ラッ

クの形状を維持ニ(3)(ⅱ)a.(a)(a-2)-①した状態にお

いて，燃料プール代替注水系（可搬型スプレイヘッダを

使用した使用済燃料貯蔵プールへの注水）による冷却

及び水位確保により使用済燃料貯蔵プールの機能を維

持し，実効増倍率が最も高くなる冠水状態においても

実効増倍率は不確定性を含めて 0.95以下で臨界を防止

できる設計とする。 

＜中略＞ 

燃料プール代替注水系（可搬型スプレイヘッダを使

用した使用済燃料貯蔵プールへの注水）の流路として，

設計基準対象施設である使用済燃料貯蔵プール及びキ

ャスクピットを重大事故等対処設備として使用するこ

とから，流路に係る機能について重大事故等対処設備

としての設計を行う。 

設計及び工事の計画のニ(3) 

(ⅱ)a.(a)(a-2)-①は，設置変

更許可申請書（本文（五号））

のニ(3)(ⅱ)a.(a)(a-2)-①と

同義であり，整合している。 

 

 

  【原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）】 

（基本設計方針） 

第 2章 個別項目 

5．非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備 

5.5 水の供給設備 

5.5.1 重大事故等の収束に必要となる水源 

  

ニ(3)(ⅱ)a.(a)(a-2)-②可搬型スプレイヘッダを使

用した燃料プール代替注水系は，ニ(3)(ⅱ)a.(a)(a-

2)-③代替淡水源が枯渇した場合において，重大事故等

の収束に必要となる水の供給設備である大容量送水車

（海水取水用）により海を利用できる設計とする。 

可搬型スプレイヘッダを使用した燃料プール代替注水

系は，代替淡水源が枯渇した場合において，重大事故等

の収束に必要となる水の供給設備である大容量送水車

（海水取水用）により海を利用できる設計とする。 

＜中略＞ 

設計基準事故の収束に必要な水源とは別に，重大事

故等の収束に必要となる十分な量の水を有する水源を

確保することに加えて，設計基準事故対処設備及び重

大事故等対処設備に対して重大事故等の収束に必要と

なる十分な量の水を供給するために必要な重大事故等

対処設備として，復水貯蔵槽，サプレッションチェンバ

及びほう酸水注入系貯蔵タンクを重大事故等の収束に

必要となる水源として設ける設計とする。 

これら重大事故等の収束に必要となる水源とは別

に，代替淡水源として防火水槽及び淡水貯水池を設け

る設計とする。 

また，淡水が枯渇した場合に，海を水源として利用で

きる設計とする。 

＜中略＞ 

設計及び工事の計画のニ(3) 

(ⅱ)a.(a)(a-2)-②は，設置変

更許可申請書（本文（五号））

のニ(3)(ⅱ)a.(a)(a-2)-②を

全て含んでおり，整合してい

る。 

 

設計及び工事の計画のニ(3) 

( ⅱ )a.(a)(a-2)- ③ a ～ ニ

(3)(ⅱ)a.(a)(a-2)-③c は，

設置変更許可申請書（本文（五

号））のニ(3)(ⅱ)a.(a)(a-2)-

③と同義であり，整合してい

る。 
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 5. 原子炉冷却系統施設 

5.7 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

5.7.2 設計方針 

   

 e. 海を水源とした場合に用いる設備 

想定される重大事故等時において，淡水が枯渇した場

合に，復水貯蔵槽へ水を供給するための水源であるとと

もに，原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水に使

用する設計基準事故対処設備が機能喪失した場合の代替

手段である低圧代替注水系（可搬型），代替格納容器スプ

レイ冷却系（可搬型）及び格納容器下部注水系（可搬型）

の水源として，また，使用済燃料プールの冷却又は注水

に使用する設計基準事故対処設備が機能喪失した場合の

代替手段である燃料プール代替注水系の水源として海を

利用するための重大事故等対処設備として，大容量送水

車（海水取水用）を使用する。 

大容量送水車（海水取水用）は，海水を各系統へ供給

できる設計とする。 

また，代替原子炉補機冷却系の大容量送水車（熱交換

器ユニット用）及び原子炉建屋放水設備の大容量送水車

（原子炉建屋放水設備用）の水源として，海を使用する。 

(5) 海からの水の供給 

海は，想定される重大事故等時において，ニ(3)(ⅱ) 

a.(a)(a-2)-③a 淡水が枯渇した場合に，復水貯蔵槽へ

水を供給するための水源であるとともに，原子炉圧力

容器への注水及び原子炉格納容器へのスプレイに使用

する設計基準事故対処設備が機能喪失した場合の代替

手段である低圧代替注水系（可搬型），代替格納容器ス

プレイ冷却系（可搬型）及び格納容器下部注水系（可搬

型）の水源として，また，使用済燃料貯蔵プールの冷却

又は注水に使用する設計基準事故対処設備が機能喪失

した場合の代替手段であるニ(3)(ⅱ)a.(a)(a-2)-②燃

料プール代替注水系の水源として，さらに，代替原子炉

補機冷却系及び原子炉建屋放水設備の水源として利用

できる設計とする。 

大容量送水車（海水取水用）（「6,7 号機共用」（以下

同じ。））ニ(3)(ⅱ)a.(a)(a-2)-③b は，海水を各系統へ

供給できる設計とする。 

  

  5.5.2 水源へ水を供給するための設備 

設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備に対

して，重大事故等の収束に必要となる十分な量のニ

(3)(ⅱ)a.(a)(a-2)-③c 水を供給するために必要な設

備として，可搬型代替注水ポンプ（A-2級）を設ける設

計とする。 

また，海を利用するために必要な設備として，大容量

送水車（海水取水用）を設ける設計とする。 

＜中略＞ 

  

 4. 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 

4.3  使用済燃料プールの冷却等のための設備 

4.3.2  設計方針 

(1) 使用済燃料プールの冷却機能若しくは注水機能の喪

失時又は使用済燃料プール水の小規模な漏えい発生時に

用いる設備 

a. 燃料プール代替注水 

(b) 燃料プール代替注水系による可搬型スプレイヘッダ

【核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設】 

（基本設計方針） 

第 2章 個別項目 

4. 使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備 

4.2 使用済燃料貯蔵プールへの注水 

4.2.2 燃料プール代替注水系による可搬型スプレイ

ヘッダを使用した使用済燃料貯蔵プールへの注水 

＜中略＞ 
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を使用した使用済燃料プールへの注水 

＜中略＞ 

また，可搬型代替注水ポンプ（A-1級）及び可搬型代

替注水ポンプ（A-2級）は，ディーゼルエンジンにより

駆動できる設計とする。 

また，可搬型代替注水ポンプ（A-1級）及び可搬型代替

注水ポンプ（A-2級）は，ディーゼルエンジンにより駆動

できる設計とする。燃料は，燃料補給設備である軽油タ

ンク及びタンクローリ（4kL）により補給できる設計とす

る。 

＜中略＞ 

可搬型代替注水ポンプ（A-1級）及び可搬型代替注水

ポンプ（A-2級）は，ディーゼルエンジンにより駆動で

きる設計とする。 

 

  

 4.3.2.3  容量等 

＜中略＞ 

   

 燃料プール代替注水系の可搬型代替注水ポンプ（A-1

級）及び可搬型代替注水ポンプ（A-2級）は，想定される

重大事故等時において，使用済燃料プール内燃料体等を

冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨界を防止するために必

要な注水流量を有するものとして，可搬型スプレイヘッ

ダ又は常設スプレイヘッダを使用する場合は，可搬型代

替注水ポンプ（A-1級）を１セット１台及び可搬型代替注

水ポンプ（A-2級）を１セット 3台，又は可搬型代替注水

ポンプ（A-2級）を 1セット 4台使用する。保有数は，6

号及び 7号炉共用で可搬型代替注水ポンプ（A-2級）の場

合に 4セット 16台に加えて，故障時及び保守点検による

待機除外時のバックアップ用として 1 台（6 号及び 7 号

炉共用）の合計 17台，可搬型代替注水ポンプ（A-1級）

の場合に 6 号及び 7 号炉共用で 1 セット 1 台に加えて，

故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用

として 1 台（6 号及び 7 号炉共用）の合計 2 台を保管す

る。 

＜中略＞ 

可搬型代替注水ポンプ（A-1級）及び可搬型代替注水

ポンプ（A-2級）は，想定される重大事故等時において，

使用済燃料貯蔵プール内の燃料体等を冷却し，放射線

を遮蔽し，及び臨界を防止するために必要な注水流量

を有する設計とする。 

＜中略＞ 

  

b. 使用済燃料プールからの大量の水の漏えい発生時

に用いる設備 

(a) 燃料プールスプレイ 

4.3.2  設計方針 

(2) 使用済燃料プールからの大量の水の漏えい発生時に

用いる設備 

a. 燃料プールスプレイ 

4.3 使用済燃料貯蔵プールへのスプレイ   

(a-1) 燃料プール代替注水系による常設スプレイヘッ

ダを使用した使用済燃料プールへのスプレイ 

(a) 燃料プール代替注水系による常設スプレイヘッダを

使用した使用済燃料プールへのスプレイ 

4.3.1 燃料プール代替注水系による常設スプレイヘ

ッダを使用した使用済燃料貯蔵プールへのスプレイ 

  

使用済燃料プールからの大量の水の漏えい等により

使用済燃料プールの水位が異常に低下した場合に，燃

料損傷を緩和するとともに，燃料損傷時には使用済燃

使用済燃料プールからの大量の水の漏えい等により使

用済燃料プールの水位が異常に低下した場合に，燃料損

傷を緩和するとともに，燃料損傷時には使用済燃料プー

使用済燃料貯蔵プールからの大量の水の漏えい等に

より使用済燃料貯蔵プールの水位が異常に低下した場

合に，燃料損傷を緩和するとともに，燃料損傷時には使
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料プール内燃料体等の上部全面にスプレイすることに

よりできる限り環境への放射性物質の放出を低減する

ための重大事故等対処設備として，燃料プール代替注

水系は，可搬型代替注水ポンプ（A-1級）及び可搬型代

替注水ポンプ（A-2級）により，代替淡水源の水を燃料

プール代替注水系配管等を経由して常設スプレイヘッ

ダから使用済燃料プール内燃料体等に直接スプレイす

ることで，燃料損傷を緩和するとともに，環境への放射

性物質の放出をできる限り低減できる設計とする。 

 

ル内燃料体等の上部全面にスプレイすることによりでき

る限り環境への放射性物質の放出を低減するための重大

事故等対処設備として，燃料プール代替注水系を使用す

る。 

燃料プール代替注水系は，可搬型代替注水ポンプ（A-1

級），可搬型代替注水ポンプ（A-2級），常設スプレイヘッ

ダ，配管・ホース・弁類，計測制御装置等で構成し，可搬

型代替注水ポンプ（A-1 級）及び可搬型代替注水ポンプ

（A-2級）により，代替淡水源の水を燃料プール代替注水

系配管等を経由して常設スプレイヘッダから使用済燃料

プール内燃料体等に直接スプレイすることで，燃料損傷

を緩和するとともに，環境への放射性物質の放出をでき

る限り低減できる設計とする。 

用済燃料貯蔵プール内の燃料体等の上部全面にスプレ

イすることによりできる限り環境への放射性物質の放

出を低減するための重大事故等対処設備として使用す

る燃料プール代替注水系（常設スプレイヘッダを使用

した使用済燃料貯蔵プールへのスプレイ）は，可搬型代

替注水ポンプ（A-1級）及び可搬型代替注水ポンプ（A-

2級）により，代替淡水源の水を燃料プール代替注水系

配管等を経由して常設スプレイヘッダから使用済燃料

貯蔵プール内の燃料体等に直接スプレイすることによ

り，燃料損傷を緩和するとともに，環境への放射性物質

の放出をできる限り低減できるよう，使用済燃料貯蔵

プールの全面に向けてスプレイし，使用済燃料貯蔵プ

ール内に貯蔵している燃料体等からの崩壊熱による蒸

発量を上回る量をスプレイできる設計とする。 

また，ニ(3)(ⅱ)b.(a)(a-1)-①スプレイや蒸気条件

下でも臨界にならないよう配慮したラック形状によっ

て，臨界を防止することができる設計とする。 

また，スプレイや蒸気条件下でも臨界にならないよう

配慮したラック形状によって，臨界を防止することがで

きる設計とする。 

ニ(3)(ⅱ)b.(a)(a-1)-①使用済燃料貯蔵プールは，

燃料プール代替注水系（常設スプレイヘッダを使用し

た使用済燃料貯蔵プールへのスプレイ）にて，使用済燃

料貯蔵ラック及び燃料体等を冷却し，臨界にならない

ように配慮したラック形状において，いかなる一様な

水密度であっても実効増倍率は不確定性を含めて 0.95

以下で臨界を防止できる設計とする。 

＜中略＞ 

燃料プール代替注水系（常設スプレイヘッダを使用

した使用済燃料貯蔵プールへのスプレイ）の流路とし

て，設計基準対象施設である使用済燃料貯蔵プール及

びキャスクピットを重大事故等対処設備として使用す

ることから，流路に係る機能について重大事故等対処

設備としての設計を行う。 

設計及び工事の計画のニ(3) 

(ⅱ)b.(a)(a-1)-①は，設置変

更許可申請書（本文（五号））

のニ(3)(ⅱ)b.(a)(a-1)-①を

具体的に記載しており，整合

している。 

 

 

  【原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）】 

（基本設計方針） 

第 2章 個別項目 

5．非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備 

5.5 水の供給設備 

5.5.1 重大事故等の収束に必要となる水源 

  

ニ(3)(ⅱ)b.(a)(a-1)-②常設スプレイヘッダを使用

した燃料プール代替注水系は，ニ(3)(ⅱ)b.(a)(a-1)-

③代替淡水源が枯渇した場合において，重大事故等の

常設スプレイヘッダを使用した燃料プール代替注水系

は，代替淡水源が枯渇した場合において，重大事故等の

収束に必要となる水の供給設備である大容量送水車（海

設計基準事故の収束に必要な水源とは別に，重大事

故等の収束に必要となる十分な量の水を有する水源を

確保することに加えて，設計基準事故対処設備及び重

設計及び工事の計画のニ(3) 

(ⅱ)b.(a)(a-1)-②は，設置変

更許可申請書（本文（五号））
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収束に必要となる水の供給設備である大容量送水車

（海水取水用）により海を利用できる設計とする。 

水取水用）により海を利用できる設計とする。 

＜中略＞ 

 

大事故等対処設備に対して重大事故等の収束に必要と

なる十分な量の水を供給するために必要な重大事故等

対処設備として，復水貯蔵槽，サプレッションチェンバ

及びほう酸水注入系貯蔵タンクを重大事故等の収束に

必要となる水源として設ける設計とする。 

これら重大事故等の収束に必要となる水源とは別

に，代替淡水源として防火水槽及び淡水貯水池を設け

る設計とする。 

また，淡水が枯渇した場合に，海を水源として利用で

きる設計とする。 

＜中略＞ 

のニ(3)(ⅱ)b.(a)(a-1)-②を

全て含んでおり，整合してい

る。 

 

設計及び工事の計画のニ(3) 

( ⅱ )b.(a)(a-1)- ③ a ～ ニ

(3)(ⅱ)b.(a)(a-1)-③c は，

設置変更許可申請書（本文（五

号））のニ(3)(ⅱ)b.(a)(a-1)-

③と同義であり，整合してい

る。 

 5. 原子炉冷却系統施設 

5.7 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

5.7.2 設計方針 

   

 e. 海を水源とした場合に用いる設備 

想定される重大事故等時において，淡水が枯渇した場

合に，復水貯蔵槽へ水を供給するための水源であるとと

もに，原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水に使

用する設計基準事故対処設備が機能喪失した場合の代替

手段である低圧代替注水系（可搬型），代替格納容器スプ

レイ冷却系（可搬型）及び格納容器下部注水系（可搬型）

の水源として，また，使用済燃料プールの冷却又は注水

に使用する設計基準事故対処設備が機能喪失した場合の

代替手段である燃料プール代替注水系の水源として海を

利用するための重大事故等対処設備として，大容量送水

車（海水取水用）を使用する。 

大容量送水車（海水取水用）は，海水を各系統へ供給

できる設計とする。 

また，代替原子炉補機冷却系の大容量送水車（熱交換

器ユニット用）及び原子炉建屋放水設備の大容量送水車

（原子炉建屋放水設備用）の水源として，海を使用する。 

(5) 海からの水の供給 

海は，想定される重大事故等時において，ニ(3)(ⅱ) 

b.(a)(a-1)-③a 淡水が枯渇した場合に，復水貯蔵槽へ

水を供給するための水源であるとともに，原子炉圧力

容器への注水及び原子炉格納容器へのスプレイに使用

する設計基準事故対処設備が機能喪失した場合の代替

手段である低圧代替注水系（可搬型），代替格納容器ス

プレイ冷却系（可搬型）及び格納容器下部注水系（可搬

型）の水源として，また，使用済燃料貯蔵プールの冷却

又は注水に使用する設計基準事故対処設備が機能喪失

した場合の代替手段であるニ(3)(ⅱ)b.(a)(a-1)-②燃

料プール代替注水系の水源として，さらに，代替原子炉

補機冷却系及び原子炉建屋放水設備の水源として利用

できる設計とする。 

大容量送水車（海水取水用）（「6,7 号機共用」（以下

同じ。））ニ(3)(ⅱ)b.(a)(a-1)-③b は，海水を各系統へ

供給できる設計とする。 

 

  

  5.5.2 水源へ水を供給するための設備 

設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備に対

して，重大事故等の収束に必要となる十分な量のニ

(3)(ⅱ)b.(a)(a-1)-③c 水を供給するために必要な設

備として，可搬型代替注水ポンプ（A-2級）を設ける設
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計とする。 

また，海を利用するために必要な設備として，大容量

送水車（海水取水用）を設ける設計とする。 

＜中略＞ 

 4. 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 

4.3  使用済燃料プールの冷却等のための設備 

4.3.2  設計方針 

(2) 使用済燃料プールからの大量の水の漏えい発生時に

用いる設備 

a. 燃料プールスプレイ 

(a) 燃料プール代替注水系による常設スプレイヘッダを

使用した使用済燃料プールへのスプレイ 

＜中略＞ 

【核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設】 

（基本設計方針） 

第 2章 個別項目 

4. 使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備 

4.3 使用済燃料貯蔵プールへのスプレイ 

4.3.1 燃料プール代替注水系による常設スプレイヘ

ッダを使用した使用済燃料貯蔵プールへのスプレイ 

＜中略＞ 

  

また，可搬型代替注水ポンプ（A-1級）及び可搬型代

替注水ポンプ（A-2級）は，ディーゼルエンジンにより

駆動できる設計とする。 

また，可搬型代替注水ポンプ（A-1級）及び可搬型代替

注水ポンプ（A-2級）は，ディーゼルエンジンにより駆動

できる設計とする。燃料は，燃料補給設備である軽油タ

ンク及びタンクローリ（4kL）により補給できる設計とす

る。 

＜中略＞ 

可搬型代替注水ポンプ（A-1級）及び可搬型代替注水

ポンプ（A-2級）は，ディーゼルエンジンにより駆動で

きる設計とする。 

＜中略＞ 

  

(a-2) 燃料プール代替注水系による可搬型スプレイヘ

ッダを使用した使用済燃料プールへのスプレイ 

(b) 燃料プール代替注水系による可搬型スプレイヘッダ

を使用した使用済燃料プールへのスプレイ 

4.3.2 燃料プール代替注水系による可搬型スプレイ

ヘッダを使用した使用済燃料貯蔵プールへのスプレイ 

  

使用済燃料プールからの大量の水の漏えい等により

使用済燃料プールの水位が異常に低下した場合に，燃

料損傷を緩和するとともに，燃料損傷時にはできる限

り環境への放射性物質の放出を低減するための重大事

故等対処設備として，燃料プール代替注水系は，可搬型

代替注水ポンプ（A-1級）及び可搬型代替注水ポンプ（A-

2級）又は可搬型代替注水ポンプ（A-2級）により，代

替淡水源の水をホース等を経由して可搬型スプレイヘ

ッダから使用済燃料プール内燃料体等に直接スプレイ

することで，燃料損傷を緩和するとともに，環境への放

射性物質の放出をできる限り低減できる設計とする。 

 

使用済燃料プールからの大量の水の漏えい等により使

用済燃料プールの水位が異常に低下した場合に，燃料損

傷を緩和するとともに，燃料損傷時には使用済燃料プー

ル内燃料体等の上部全面にスプレイすることによりでき

る限り環境への放射性物質の放出を低減するための重大

事故等対処設備として，燃料プール代替注水系を使用す

る。 

燃料プール代替注水系は，可搬型代替注水ポンプ（A-1

級），可搬型代替注水ポンプ（A-2級），可搬型スプレイヘ

ッダ，ホース・弁類，計測制御装置等で構成し，可搬型代

替注水ポンプ（A-1級）及び可搬型代替注水ポンプ（A-2

級）又は可搬型代替注水ポンプ（A-2級）により，代替淡

水源の水をホース等を経由して可搬型スプレイヘッダか

ら使用済燃料プール内燃料体等に直接スプレイすること

で，燃料損傷を緩和するとともに，環境への放射性物質

の放出をできる限り低減できる設計とする。 

使用済燃料貯蔵プールからの大量の水の漏えい等に

より使用済燃料貯蔵プールの水位が異常に低下した場

合に，燃料損傷を緩和するとともに，燃料損傷時には使

用済燃料貯蔵プール内の燃料体等の上部全面にスプレ

イすることによりできる限り環境への放射性物質の放

出を低減するための重大事故等対処設備として使用す

る燃料プール代替注水系（可搬型スプレイヘッダを使

用した使用済燃料貯蔵プールへのスプレイ）は，可搬型

代替注水ポンプ（A-1級）及び可搬型代替注水ポンプ（A-

2級）又は可搬型代替注水ポンプ（A-2級）により，代

替淡水源の水をホース等を経由して可搬型スプレイヘ

ッダから使用済燃料貯蔵プール内の燃料体等に直接ス

プレイすることにより，燃料損傷を緩和するとともに，

環境への放射性物質の放出をできる限り低減できるよ

う使用済燃料貯蔵プールの全面に向けてスプレイし，

使用済燃料貯蔵プール内に貯蔵している燃料体等から
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の崩壊熱による蒸発量を上回る量をスプレイできる設

計とする。 

また，ニ(3)(ⅱ)b.(a)(a-2)-①スプレイや蒸気条件

下でも臨界にならないよう配慮したラック形状によっ

て，臨界を防止することができる設計とする。 

 

また，スプレイや蒸気条件下でも臨界にならないよう

配慮したラック形状によって，臨界を防止することがで

きる設計とする。 

ニ(3)(ⅱ)b.(a)(a-2)-①使用済燃料貯蔵プールは，

燃料プール代替注水系（可搬型スプレイヘッダを使用

した使用済燃料貯蔵プールへのスプレイ）にて，使用済

燃料貯蔵ラック及び燃料体等を冷却し，臨界にならな

いように配慮したラック形状において，いかなる一様

な水密度であっても実効増倍率は不確定性を含めて

0.95以下で臨界を防止できる設計とする。 

＜中略＞ 

燃料プール代替注水系（可搬型スプレイヘッダを使

用した使用済燃料貯蔵プールへのスプレイ）の流路と

して，設計基準対象施設である使用済燃料貯蔵プール

及びキャスクピットを重大事故等対処設備として使用

することから，流路に係る機能について重大事故等対

処設備としての設計を行う。 

設計及び工事の計画のニ(3) 

(ⅱ)b.(a)(a-2)-①は，設置変

更許可申請書（本文（五号））

のニ(3)(ⅱ)b.(a)(a-2)-①を

具体的に記載しており，整合

している。 

 

 

  【原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）】 

（基本設計方針） 

第 2章 個別項目 

5．非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備 

5.5 水の供給設備 

5.5.1 重大事故等の収束に必要となる水源 

  

ニ(3)(ⅱ)b.(a)(a-2)-②可搬型スプレイヘッダを使

用した燃料プール代替注水系は，ニ(3)(ⅱ)b.(a)(a-

2)-③代替淡水源が枯渇した場合において，重大事故等

の収束に必要となる水の供給設備である大容量送水車

（海水取水用）により海を利用できる設計とする。 

可搬型スプレイヘッダを使用した燃料プール代替注水

系は，代替淡水源が枯渇した場合において，重大事故等

の収束に必要となる水の供給設備である大容量送水車

（海水取水用）により海を利用できる設計とする。 

＜中略＞ 

設計基準事故の収束に必要な水源とは別に，重大事

故等の収束に必要となる十分な量の水を有する水源を

確保することに加えて，設計基準事故対処設備及び重

大事故等対処設備に対して重大事故等の収束に必要と

なる十分な量の水を供給するために必要な重大事故等

対処設備として，復水貯蔵槽，サプレッションチェンバ

及びほう酸水注入系貯蔵タンクを重大事故等の収束に

必要となる水源として設ける設計とする。 

これら重大事故等の収束に必要となる水源とは別

に，代替淡水源として防火水槽及び淡水貯水池を設け

る設計とする。 

また，淡水が枯渇した場合に，海を水源として利用で

きる設計とする。 

＜中略＞ 

設計及び工事の計画のニ(3) 

(ⅱ)b.(a)(a-2)-②は，設置変

更許可申請書（本文（五号））

のニ(3)(ⅱ)b.(a)(a-2)-②を

全て含んでおり，整合してい

る。 

 

設計及び工事の計画のニ(3) 

( ⅱ )b.(a)(a-2)- ③ a ～ ニ

(3)(ⅱ)b.(a)(a-2)-③c は，

設置変更許可申請書（本文（五

号））のニ(3)(ⅱ)b.(a)(a-2)-

③と同義であり，整合してい

る。 
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 5. 原子炉冷却系統施設 

5.7 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

5.7.2 設計方針 

   

 e. 海を水源とした場合に用いる設備 

想定される重大事故等時において，淡水が枯渇した場

合に，復水貯蔵槽へ水を供給するための水源であるとと

もに，原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水に使

用する設計基準事故対処設備が機能喪失した場合の代替

手段である低圧代替注水系（可搬型），代替格納容器スプ

レイ冷却系（可搬型）及び格納容器下部注水系（可搬型）

の水源として，また，使用済燃料プールの冷却又は注水

に使用する設計基準事故対処設備が機能喪失した場合の

代替手段である燃料プール代替注水系の水源として海を

利用するための重大事故等対処設備として，大容量送水

車（海水取水用）を使用する。 

大容量送水車（海水取水用）は，海水を各系統へ供給

できる設計とする。 

また，代替原子炉補機冷却系の大容量送水車（熱交換

器ユニット用）及び原子炉建屋放水設備の大容量送水車

（原子炉建屋放水設備用）の水源として，海を使用する。 

(5) 海からの水の供給 

海は，想定される重大事故等時において，ニ(3)(ⅱ) 

b.(a)(a-2)-③a 淡水が枯渇した場合に，復水貯蔵槽へ

水を供給するための水源であるとともに，原子炉圧力

容器への注水及び原子炉格納容器へのスプレイに使用

する設計基準事故対処設備が機能喪失した場合の代替

手段である低圧代替注水系（可搬型），代替格納容器ス

プレイ冷却系（可搬型）及び格納容器下部注水系（可搬

型）の水源として，また，使用済燃料貯蔵プールの冷却

又は注水に使用する設計基準事故対処設備が機能喪失

した場合の代替手段であるニ(3)(ⅱ)ｂ.(a)(a-2)-②

燃料プール代替注水系の水源として，さらに，代替原子

炉補機冷却系及び原子炉建屋放水設備の水源として利

用できる設計とする。 

大容量送水車（海水取水用）（「6,7 号機共用」（以下

同じ。））ニ(3)(ⅱ)b.(a)(a-2)-③b は，海水を各系統へ

供給できる設計とする。 

  

  5.5.2 水源へ水を供給するための設備 

設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備に対

して，重大事故等の収束に必要となる十分な量のニ

(3)(ⅱ)b.(a)(a-2)-③c 水を供給するために必要な設

備として，可搬型代替注水ポンプ（A-2級）を設ける設

計とする。 

また，海を利用するために必要な設備として，大容量送

水車（海水取水用）を設ける設計とする。 
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 4. 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 

4.3  使用済燃料プールの冷却等のための設備 

4.3.2  設計方針 

(2) 使用済燃料プールからの大量の水の漏えい発生時に

用いる設備 

a. 燃料プールスプレイ 

(b) 燃料プール代替注水系による可搬型スプレイヘッダ

を使用した使用済燃料プールへのスプレイ 

＜中略＞ 

【核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設】 

（基本設計方針） 

第 2章 個別項目 

4. 使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備 

4.3 使用済燃料貯蔵プールへのスプレイ 

4.3.2 燃料プール代替注水系による可搬型スプレイ

ヘッダを使用した使用済燃料貯蔵プールへのスプレイ 

＜中略＞ 

  

また，可搬型代替注水ポンプ（A-1級）及び可搬型代

替注水ポンプ（A-2級）は，ディーゼルエンジンにより

駆動できる設計とする。 

また，可搬型代替注水ポンプ（A-1級）及び可搬型代替

注水ポンプ（A-2級）は，ディーゼルエンジンにより駆動

できる設計とする。 

＜中略＞ 

可搬型代替注水ポンプ（A-1級）及び可搬型代替注水

ポンプ（A-2級）は，ディーゼルエンジンにより駆動で

きる設計とする。 

＜中略＞ 

  

(b) 大気への放射性物質の拡散抑制 

(b-1) 原子炉建屋放水設備による大気への放射性物質

の拡散抑制 

b. 大気への放射性物質の拡散抑制 

(a) 原子炉建屋放水設備による大気への放射性物質の拡

散抑制 

4.4 発電所外への放射性物質の拡散抑制 

4.4.1 大気への放射性物質の拡散抑制 

 

  

使用済燃料プールからの大量の水の漏えい等により

使用済燃料プールの水位の異常な低下により，使用済

燃料プール内燃料体等の著しい損傷に至った場合にお

いて，燃料損傷時にはできる限り環境への放射性物質

の放出を低減するための重大事故等対処設備として，

原子炉建屋放水設備は，大容量送水車（原子炉建屋放水

設備用）により海水をホースを経由して放水砲から原

子炉建屋へ放水することで，環境への放射性物質の放

出を可能な限り低減できる設計とする。 

 

使用済燃料プールからの大量の水の漏えい等により使

用済燃料プールの水位の異常な低下により，使用済燃料

プール内燃料体等の著しい損傷に至った場合において，

燃料損傷時にはできる限り環境への放射性物質の放出を

低減するための重大事故等対処設備として，原子炉建屋

放水設備を使用する。 

原子炉建屋放水設備は，大容量送水車（原子炉建屋放

水設備用），放水砲，ホース等で構成し，大容量送水車（原

子炉建屋放水設備用）により海水をホースを経由して放

水砲から原子炉建屋へ放水することで，環境への放射性

物質の放出を可能な限り低減できる設計とする。 

使用済燃料貯蔵プールからの大量の水の漏えい等に

よる使用済燃料貯蔵プールの水位の異常な低下によ

り，使用済燃料貯蔵プール内の燃料体等の著しい損傷

に至った場合において，燃料損傷時にはできる限り環

境への放射性物質の放出を低減するための重大事故等

対処設備として，原子炉建屋放水設備を設ける設計と

する。 

原子炉建屋放水設備は，大容量送水車（原子炉建屋放

水設備用）（「6,7 号機共用」（以下同じ。））により海水

を取水し，ホースを経由して放水砲から原子炉建屋へ

放水することにより，環境への放射性物質の放出を可

能な限り低減できる設計とする。 

大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）及び放水砲

は，設置場所を任意に設定し，複数の方向から原子炉建

屋に向けて放水できる設計とする。 

  

本系統の詳細については，リ,(3),(ⅲ),e．発電所外

への放射性物質の拡散を抑制するための設備に記載す

る。 

本系統の詳細については，「9.7 発電所外への放射性

物質の拡散を抑制するための設備」に記載する。 

 設置変更許可申請書（本文（五

号））「リ,(3),(ⅲ),e．発電所

外への放射性物質の拡散を抑

制するための設備」に示す。 
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c. 重大事故等時の使用済燃料プールの監視に用いる

設備 

(3) 重大事故等時の使用済燃料プールの監視に用いる設

備 

   

(a) 使用済燃料プールの監視設備による使用済燃料プ

ールの状態監視 

a. 使用済燃料プールの監視設備による使用済燃料プー

ルの状態監視 

3. 計測装置等 

＜中略＞ 

  

使用済燃料プールの監視設備として，使用済燃料貯

蔵プール水位・温度（SA），使用済燃料貯蔵プール水位・

温度（SA 広域）及び使用済燃料貯蔵プール放射線モニ

タ（高レンジ・低レンジ）は，想定される重大事故等に

より変動する可能性のある範囲にわたり測定可能な設

計とする。 

また，使用済燃料貯蔵プール監視カメラは，想定され

る重大事故等時の使用済燃料プールの状態を監視でき

る設計とする。 

使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA），使用済燃料

貯蔵プール水位・温度（SA 広域）及び使用済燃料貯蔵

プール放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）は，ニ(3) 

(ⅱ)c.(a)-①所内蓄電式直流電源設備及び可搬型直流

電源設備から給電が可能であり，使用済燃料貯蔵プー

ル監視カメラは，常設代替交流電源設備又は可搬型代

替交流電源設備から給電が可能な設計とする。 

使用済燃料プールの監視設備として，使用済燃料貯蔵

プール水位・温度（SA），使用済燃料貯蔵プール水位・温

度（SA広域），使用済燃料貯蔵プール放射線モニタ（高レ

ンジ・低レンジ）及び使用済燃料貯蔵プール監視カメラ

（使用済燃料貯蔵プール監視カメラ用空冷装置を含む。）

を使用する。 

使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA），使用済燃料貯

蔵プール水位・温度（SA広域）及び使用済燃料貯蔵プー

ル放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）は，想定される重

大事故等により変動する可能性のある範囲にわたり測定

可能な設計とする。 

また，使用済燃料貯蔵プール監視カメラは，想定され

る重大事故等時の使用済燃料プールの状態を監視できる

設計とする。 

使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA），使用済燃料貯

蔵プール水位・温度（SA広域）及び使用済燃料貯蔵プー

ル放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）は，所内蓄電式直

流電源設備及び可搬型直流電源設備から給電が可能であ

り，使用済燃料貯蔵プール監視カメラは，常設代替交流

電源設備又は可搬型代替交流電源設備から給電が可能な

設計とする。 

＜中略＞ 

重大事故等時に使用済燃料貯蔵プールの監視設備と

して，使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA）及び使用

済燃料貯蔵プール水位・温度（SA 広域）を設け，想定

される重大事故等により変動する可能性のある範囲に

わたり測定可能な設計とする。 

使用済燃料貯蔵プール監視カメラ（個数 1）は，想定

される重大事故等時において赤外線機能により使用済

燃料貯蔵プールの状態を監視できる設計とする。 

使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA）は，ニ(3)(ⅱ) 

c.(a)-①a 常設代替直流電源設備又は可搬型直流電源

設備から給電が可能な設計とする。 

使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA 広域）は，所内

蓄電式直流電源設備又は可搬型直流電源設備から給電

が可能な設計とする。 

使用済燃料貯蔵プール監視カメラは，常設代替交流

電源設備又は可搬型代替交流電源設備から給電が可能

な設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画のニ(3) 

(ⅱ)c.(a)-①a 及びニ(3) 

(ⅱ)c.(a)-①b は，設置変更

許可申請書（本文（五号））の

ニ(3)(ⅱ)c.(a)-①と同義で

あり，整合している。 

 

 

  【放射線管理施設】 

（基本設計方針） 

第 2章 個別項目 

1. 放射線管理施設 

1.1 放射線管理用計測装置 

1.1.2 エリアモニタリング設備 

＜中略＞ 

  

  重大事故等時に使用済燃料貯蔵プールの監視設備と

して，使用済燃料貯蔵プール放射線モニタ（低レンジ）

及び使用済燃料貯蔵プール放射線モニタ（高レンジ）を

設け，想定される重大事故等により変動する可能性の
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ある範囲にわたり測定可能な設計とする。 

使用済燃料貯蔵プール放射線モニタ（低レンジ）及び

使用済燃料貯蔵プール放射線モニタ（高レンジ）は，ニ

(3)(ⅱ)c.(a)-①b 常設代替直流電源設備又は可搬型直

流電源設備から給電が可能な設計とする。 

＜中略＞ 

d. 使用済燃料プールから発生する水蒸気による悪影

響を防止するための設備 

(4) 使用済燃料プールから発生する水蒸気による悪影響

を防止するための設備 

   

(a) 燃料プール冷却浄化系による使用済燃料プールの

除熱 

a. 燃料プール冷却浄化系による使用済燃料プールの除

熱 

【核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設】 

（基本設計方針） 

第 2章 個別項目 

4. 使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備 

4.1 燃料プール冷却浄化系による使用済燃料貯蔵プ

ール水の冷却 

＜中略＞ 

  

使用済燃料プールから発生する水蒸気による悪影響

を防止するための重大事故等対処設備として，燃料プ

ール冷却浄化系は，使用済燃料プールの水をニ(3)(ⅱ) 

d.(a)-①ポンプにより熱交換器等を経由して循環させ

ることで，使用済燃料プールを冷却できる設計とする。 

燃料プール冷却浄化系は，非常用交流電源設備及び

原子炉補機冷却系が機能喪失した場合でも，常設代替

交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備，及び代替

原子炉補機冷却系を用いて，使用済燃料プールを除熱

できる設計とする。 

使用済燃料プールから発生する水蒸気による悪影響を

防止するための重大事故等対処設備として，燃料プール

冷却浄化系を使用する。 

燃料プール冷却浄化系は，ポンプ，熱交換器，配管・弁

類，計測制御装置等で構成し，使用済燃料プールの水を

ポンプにより熱交換器等を経由して循環させることで，

使用済燃料プールを冷却できる設計とする。 

燃料プール冷却浄化系は，非常用交流電源設備及び原

子炉補機冷却系が機能喪失した場合でも，常設代替交流

電源設備又は可搬型代替交流電源設備及び代替原子炉補

機冷却系を用いて，使用済燃料プールを除熱できる設計

とする。 

使用済燃料貯蔵プールから発生する水蒸気による悪

影響を防止するための重大事故等対処設備として使用

する燃料プール冷却浄化系は，燃料プール冷却浄化系

ポンプ，燃料プール冷却浄化系熱交換器，配管・弁類，

計測制御装置等で構成し，使用済燃料貯蔵プールの水

をニ(3)(ⅱ)d.(a)-①燃料プール冷却浄化系ポンプに

より燃料プール冷却浄化系熱交換器等を経由して循環

させることで，使用済燃料貯蔵プールを冷却できる設

計とする。 

燃料プール冷却浄化系は，非常用ディーゼル発電設

備並びに原子炉補機冷却水系及び原子炉補機冷却海水

系が機能喪失した場合でも，常設代替交流電源設備又

は可搬型代替交流電源設備及び代替原子炉補機冷却系

を用いて，使用済燃料貯蔵プールを除熱できる設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画のニ(3) 

(ⅱ)d.(a)-①は，設置変更許

可申請書（本文（五号））のニ

(3)(ⅱ)d.(a)-①と同義であ

り，整合している。 
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  【原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）】 

（基本設計方針） 

第 2章 個別項目 

7. 原子炉補機冷却設備 

7.2 代替原子炉補機冷却系の機能 

7.2.2 使用済燃料貯蔵プール除熱のための代替原子

炉補機冷却系による最終ヒートシンクへの熱の輸送 

  

燃料プール冷却浄化系で使用する代替原子炉補機冷

却系は，熱交換器ユニットをニ(3)(ⅱ)d.(a)-②原子炉

補機冷却系に接続し，大容量送水車（熱交換器ユニット

用）により熱交換器ユニットに海水を送水することで，

燃料プール冷却浄化系のニ(3)(ⅱ)d.(a)-③熱交換器

等で発生した熱を最終的な熱の逃がし場である海へ輸

送できる設計とする。 

 

燃料プール冷却浄化系で使用する代替原子炉補機冷却

系は，代替原子炉補機冷却水ポンプ及び熱交換器を搭載

した熱交換器ユニット，大容量送水車（熱交換器ユニッ

ト用），配管・ホース・弁類，計測制御装置等で構成し，

熱交換器ユニットを原子炉補機冷却系に接続し，大容量

送水車（熱交換器ユニット用）により熱交換器ユニット

に海水を送水することで，燃料プール冷却浄化系の熱交

換器等で発生した熱を最終的な熱の逃がし場である海へ

輸送できる設計とする。 

＜中略＞ 

 燃料プール冷却浄化系の流路として，配管，弁，スキマ

サージタンク及びディフューザを重大事故等対処設備と

して使用する。 

 代替原子炉補機冷却系の流路として，原子炉補機冷却

系の配管，弁及びサージタンク並びにホースを重大事故

等対処設備として使用する。 

 その他，設計基準事故対処設備である使用済燃料プー

ル並びに非常用取水設備の海水貯留堰，スクリーン室及

び取水路を重大事故等対処設備として使用する。 

＜中略＞ 

燃料プール冷却浄化系で使用する代替原子炉補機冷

却系は，熱交換器ユニットをニ(3)(ⅱ)d.(a)-②原子炉

補機冷却水系に接続し，大容量送水車（熱交換器ユニッ

ト用）により熱交換器ユニットに海水を送水すること

で，燃料プール冷却浄化系のニ(3)(ⅱ)d.(a)-③熱交換

器で除去した熱を最終的な熱の逃がし場である海へ輸

送できる設計とする。 

 熱交換器ユニットは，可搬型代替交流電源設備から

の給電が可能な設計とする。また，大容量送水車（熱交

換器ユニット用）は，ディーゼルエンジンにより駆動で

きる設計とする。 

＜中略＞ 

燃料プール冷却浄化系の流路として，設計基準対象

施設である使用済燃料貯蔵プール及びキャスクピット

を重大事故等対処設備として使用することから，流路

に係る機能について重大事故等対処設備としての設計

を行う。 

 

設計及び工事の計画のニ(3) 

(ⅱ)d.(a)-②は，設置変更許

可申請書（本文（五号））のニ

(3)(ⅱ)d.(a)-②と同義であ

り，整合している。 

 

設計及び工事の計画のニ(3) 

(ⅱ)d.(a)-③は，設置変更許

可申請書（本文（五号））のニ

(3)(ⅱ)d.(a)-③を詳細設計

した結果であり，整合してい

る。 

 

 

常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，所

内蓄電式直流電源設備，可搬型直流電源設備について

は，ヌ,(2),(ⅳ)代替電源設備に記載する。 

常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，所

内蓄電式直流電源設備，可搬型直流電源設備及び燃料補

給設備については，「10.2 代替電源設備」に記載する。 

＜中略＞ 

 設置変更許可申請書（本文（五

号））「ヌ,(2),(ⅳ)代替電源設

備」に示す。 
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［常設重大事故等対処設備］ 

燃料プール代替注水系 

第 4.3－1 表 使用済燃料プールの冷却等のための設備

の主要機器仕様 

(1) 燃料プール代替注水系 

【核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設】 

（要目表） 

4 使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備に係る次の事項 

  

常設スプレイヘッダ 

数量 ニ(3)(ⅱ)d.-①1 

d. 常設スプレイヘッダ 

数量 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ニ(3)(ⅱ)d.-① 

整合性 

・設計及び工事の計画のニ(3)(ⅱ)d.-①は，設置変更許可申請書（本文（五号））のニ(3)(ⅱ)d.-①と同義であり，整合している。 
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使用済燃料プール監視設備 (3) 使用済燃料プール監視設備 3 使用済燃料貯蔵設備に係る次の事項   

使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA広域） 

ニ(3)(ⅱ)d.-②（「計測制御系統施設」と兼用） 

 

個数 1 

a. 使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA広域） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・計装設備（重大事故等対処設備） 

個数 1（検出点 14箇所） 

計測範囲 水位 6号炉 T.M.S.L. 20,180～31,170mm 

        7号炉 T.M.S.L. 20,180～31,123mm 

     温度 0～150℃ 

   

     

使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA） 

ニ(3)(ⅱ)d.-②（「計測制御系統施設」と兼用） 

 

個数 1 

b. 使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・計装設備（重大事故等対処設備） 

個数 1（検出点 8箇所） 

計測範囲 水位 6号炉 T.M.S.L. 23,420～30,420mm 

        7号炉 T.M.S.L. 23,373～30,373mm 

     温度 0～150℃ 

 

   

 第 8.1－2表 放射線管理設備（重大事故等時）の主要機

器仕様 

【放射線管理施設】 

（要目表） 

  

 (3) エリア放射線モニタリング設備 1 放射線管理用計測装置に係る次の事項   

使用済燃料貯蔵プール放射線モニタ（高レンジ・低レン

ジ）ニ(3)(ⅱ)d.-③（チ,(1),(ⅲ)他と兼用） 

 

a. 使用済燃料貯蔵プール放射線モニタ（高レンジ・低

レンジ） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・使用済燃料プールの冷却等のための設備 

・計装設備（重大事故等対処設備） 

＜中略＞ 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合性 

・「使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA 広域）」及び「使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA）」は，

設置変更許可申請書（本文（五号））におけるニ(3)(ⅱ)d.-②を設計及び工事の計画の「核燃料物質の取

扱施設及び貯蔵施設」のうち「使用済燃料貯蔵設備」に整理しており，整合している。 

整合性 

・「使用済燃料貯蔵プール放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）」は，設置変更許可申請書（本文（五号））

におけるニ(3)(ⅱ)d.-③を設計及び工事の計画の「放射線管理施設」のうち「放射線管理用計測装置」

に整理しており，整合している。 
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 第 4.3－1 表 使用済燃料プールの冷却等のための設備

の主要機器仕様 

(3) 使用済燃料プール監視設備 

【核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設】 

（基本設計方針） 

第 2章 個別項目 

3. 計測装置等 

＜中略＞ 

  

使用済燃料貯蔵プール監視カメラ（使用済燃料貯蔵プ

ール監視カメラ用空冷装置ニ(3)(ⅱ)d.-④を含む。） 

ニ(3)(ⅱ)d.-⑤（「計測制御系統施設」と兼用） 

種類 ニ(3)(ⅱ)d.-⑥赤外線カメラ 

個数 1 

d.  使用済燃料貯蔵プール監視カメラ（使用済燃料貯蔵

プール監視カメラ用空冷装置を含む。） 

 

兼用する設備は以下のとおり。 

・計装設備（重大事故等対処設備） 

個数 1 

 使用済燃料貯蔵プール監視カメラ（個数 1）は，想定

される重大事故等時においてニ(3)(ⅱ)d.-⑥赤外線機

能により使用済燃料貯蔵プールの状態を監視できる設

計とする。 

 使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA）は，常設代替

直流電源設備又は可搬型直流電源設備から給電が可能

な設計とする。 

使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA 広域）は，所

内蓄電式直流電源設備又は可搬型直流電源設備から給

電が可能な設計とする。 

使用済燃料貯蔵プール監視カメラは，常設代替交流

電源設備又は可搬型代替交流電源設備から給電が可能

な設計とする。 

 使用済燃料貯蔵プール監視カメラの耐環境性向上の

ため，使用済燃料貯蔵プール監視カメラ用空冷装置（個

数 1，容量 141.5L/min 以上）ニ(3)(ⅱ)d.-④を設ける

設計とする。 

使用済燃料貯蔵プール監視カメラ用空冷装置は，常

設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

給電が可能な設計とする。 

＜中略＞ 

 重大事故等に対処するために監視することが必要な

パラメータは，炉心損傷防止対策及び格納容器破損防

止対策等を成功させるために必要な発電用原子炉施設

の状態を把握するためのパラメータとし，計測する装

置は「表 1 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の主要

設備リスト」の「使用済燃料貯蔵設備 使用済燃料貯蔵

槽の温度，水位及び漏えいを監視する装置」に示す重大

事故等対処設備の他，使用済燃料貯蔵プール監視カメ

ラ（個数 1）とする。 

＜中略＞ 

 

設計及び工事の計画のニ(3) 

(ⅱ)d.-④は，設置変更許可申

請書（本文（五号））のニ

(3)(ⅱ)d.-④と同義であり，

整合している。 

 

「使用済燃料貯蔵プール監視

カメラ」及び「使用済燃料貯

蔵プール監視カメラ用空冷装

置」は，設置変更許可申請書

（本文（五号））におけるニ

(3)(ⅱ)d.-⑤を設計及び工事

の計画の「核燃料物質の取扱

施設及び貯蔵施設」のうち「基

本設計方針」に整理しており，

整合している。 

 

設計及び工事の計画のニ(3) 

(ⅱ)d.-⑥は，設置変更許可申

請書（本文（五号））のニ

(3)(ⅱ)d.-⑥と同義であり，

整合している。 
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整合性 

・設計及び工事の計画のニ(3)(ⅱ)d.-⑬は，設置変更許可申請書（本文（五号））のニ(3)(ⅱ)d.-⑬と同義であり，整合している。 

・設置変更許可申請書（本文（五号））のニ(3)(ⅱ)d.-⑭a 及びニ(3)(ⅱ)d.-⑭b は，「動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令」で定められた「A-2級」の

放水性能を記載しており，設計及び工事の計画ニ(3)(ⅱ)d.-⑭の「A-2級」と整合している。 
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原子炉建屋放水設備 

 

(2) 原子炉建屋放水設備 

 

【核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設】 

（要目表） 

4 使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備に係る次の事項 

  

大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）（6 号及び 7 号

炉共用） 

ニ(3)(ⅱ)d.-⑱（リ,(3),(ⅲ),e.と兼用） 

 

a. 大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）（6 号及び 7

号炉共用） 

第 9.7－1 表 発電所外への放射性物質の拡散を抑制す

るための設備の主要機器仕様に記載する。 

兼用する設備は以下のとおり。 

・使用済燃料プールの冷却等のための設備 

 

   

放水砲（6号及び 7号炉共用） 

ニ(3)(ⅱ)d.-⑲（リ,(3),(ⅲ),e.と兼用） 

b. 放水砲（6号及び 7号炉共用） 

第 9.7－1 表 発電所外への放射性物質の拡散を抑制す

るための設備の主要機器仕様に記載する。 

兼用する設備は以下のとおり。 

・使用済燃料プールの冷却等のための設備 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

整合性 

・設計及び工事の計画のニ(3)(ⅱ)d.-⑱は，設置変更許可申請書（本文（五号））のニ(3)(ⅱ)d.-⑱と同義であり，整合し

ている。 

・設計及び工事の計画のニ(3)(ⅱ)d.-⑲は，設置変更許可申請書（本文（五号））のニ(3)(ⅱ)d.-⑲と同義であり，整合し

ている。 

 

ニ(3)(ⅱ)d.-⑱ 

ニ(3)(ⅱ)d.-⑲ 
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ホ 原子炉冷却系統施設の構造及び設備   設置変更許可申請書（本文（五

号））ホ項において，設計及び

工事の計画の内容は，以下の

とおり整合している。 

 

(1) 一次冷却材設備 

(ⅰ) 冷却材の種類 

 

 

 【原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）】 

（基本設計方針） 

第 2章 個別項目 

1. 原子炉冷却材 

  

ホ(1)(ⅰ)-①軽水  ホ(1)（ⅰ）-①原子炉冷却材は，通常運転時における

圧力，温度及び放射線によって起こる最も厳しい条件に

おいて，核的性質として核反応断面積が核反応維持のた

めに適切であり，熱水力的性質として冷却能力が適切で

あることを保持し，かつ，燃料体及び構造材の健全性を

妨げることのない性質であり，通常運転時において放射

線に対して化学的に安定であることを保持し得る設計

とする。 

設計及び工事の計画のホ(1) 

(ⅰ)-①は，設置変更許可申

請書（本文（五号））ホ(1) 

(ⅰ)-①を具体的に記載して

おり，整合している。 

 

 

(ⅱ) 主要な機器及び管の個数及び構造 5. 原子炉冷却系統施設 

5.1  原子炉圧力容器及び一次冷却材設備 

5.1.1  通常運転時等 

5.1.1.1  概要 

＜中略＞ 

2. 原子炉冷却材再循環設備 

 

 

  

ホ(1)(ⅱ)-①原子炉冷却系は，原子炉圧力容器へ冷却

材を補給する復水・給水系，冷却材を循環させる原子炉冷

却材再循環系（以下「冷却材再循環系」という。），炉心で

発生した蒸気をタービンへ送る主蒸気系，蒸気タービン，

復水器等からなる。 

また，一次冷却材設備は，主蒸気系，再循環系，復水・

給水系，タービン，復水器等で構成する。 

＜中略＞ 

原子炉冷却材再循環系ホ(1)(ⅱ)-①a は，原子炉圧力

容器底部に設けられた原子炉冷却材再循環ポンプによ

り，炉水を原子炉圧力容器内に循環させて，炉心から熱

除去を行う。 

原子炉冷却材再循環ポンプ 3 台が電源喪失した場合

でも，燃料棒が十分な熱的余裕を有し，かつ，タービン

トリップ又は負荷遮断直後の原子炉出力を抑制できる

ように，原子炉冷却材再循環系は適切な慣性を有する設

計とする。 

設計及び工事の計画のホ(1) 

(ⅱ)-①a 及びホ(1)(ⅱ)-①b

は，設置変更許可申請書（本

文（五号））ホ(1)(ⅱ)-①を

具体的に記載しており，整合

している。 

 

  3.  原子炉冷却材の循環設備 

3.1 原子炉冷却材の循環設備の機能 

  

  炉心で発生した蒸気ホ(1)(ⅱ)-①b は，原子炉圧力容

器内の気水分離器及び蒸気乾燥器を経た後，主蒸気管で

蒸気タービンに導く設計とする。 

なお，主蒸気管には，主蒸気逃がし安全弁及び主蒸気

隔離弁を取り付ける。 
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蒸気タービンを出た蒸気は復水器で復水する。復水は

復水ポンプ，復水浄化系，給水加熱器を通り，原子炉給

水ポンプにより発電用原子炉に戻す設計とする。 

復水給水系には復水中の核分裂生成物及び腐食生成

物を除去するために復水浄化系を設け，高純度の給水を

発電用原子炉へ供給できる設計とする。また，4段の低

圧給水加熱器及び 2段の高圧給水加熱器を設け，発電用

原子炉への適切な給水温度を確保できる設計とする。 

タービンバイパス系は，原子炉起動時，停止時，通常

運転時及び過渡状態において，原子炉蒸気を直接復水器

に導き，原子炉定格蒸気流量の約 33%を処理できる設計

とする。 

  2. 原子炉冷却材再循環設備   

ホ(1)(ⅱ)-②冷却材再循環系は，原子炉圧力容器底部

に設けるホ(1)(ⅱ)-③原子炉冷却材再循環ポンプ（以下

「冷却材再循環ポンプ」という。）により，ホ(1)(ⅱ)-④

冷却材を炉心内に循環させて炉心の熱除去を行う。 

原子炉圧力容器及び一次冷却材設備は，次の機能を有

している。 

(1)冷却材を炉心に強制循環させ，炉心から熱を除去す

る。 

ホ(1)(ⅱ)-②原子炉冷却材再循環系は，原子炉圧力容

器底部に設けられたホ(1)(ⅱ)-③原子炉冷却材再循環

ポンプにより，ホ(1)(ⅱ)-④炉水を原子炉圧力容器内に

循環させて，炉心から熱除去を行う。 

原子炉冷却材再循環ポンプ 3 台が電源喪失した場合

でも，燃料棒が十分な熱的余裕を有し，かつ，タービン

トリップ又は負荷遮断直後の原子炉出力を抑制できる

ように，原子炉冷却材再循環系は適切な慣性を有する設

計とする。 

設計及び工事の計画のホ(1) 

(ⅱ)-②は，設置変更許可申

請書（本文（五号））ホ(1) 

(ⅱ)-②と同義であり，整合

している。 

 

設計及び工事の計画のホ(1) 

(ⅱ)-③は，設置変更許可申

請書（本文（五号））ホ(1) 

(ⅱ)-③と同義であり，整合

している。 

以下，同一の用語については，

説明を省略する。 

 

設計及び工事の計画のホ(1) 

(ⅱ)-④は，設置変更許可申

請書（本文（五号））ホ(1) 

(ⅱ)-④と同義であり，整合

している。 

 

  3.  原子炉冷却材の循環設備 

3.1 原子炉冷却材の循環設備の機能 

  

炉心で発生した蒸気は，原子炉圧力容器内の気水分離

器及び蒸気乾燥器を経た後，主蒸気管ホ(1)(ⅱ)-⑤を通

りタービンに入り復水器に導く。復水器で凝縮した復水

(2)炉心で発生した高温，高圧の蒸気をタービンに導き，

タービンを駆動させる。更にタービンを駆動させた後の

蒸気を凝縮させて復水にし，復水を再び炉心へ供給する。 

炉心で発生した蒸気は，原子炉圧力容器内の気水分離

器及び蒸気乾燥器を経た後，主蒸気管ホ(1)(ⅱ)-⑤で蒸

気タービンに導く設計とする。 

 

設計及び工事の計画のホ(1) 
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は，復水ポンプ，復水浄化系及び給水加熱器を通り，原子

炉給水ポンプ（以下「給水ポンプ」という。）により給水

として原子炉圧力容器にもどす。 

なお，主蒸気管には，主蒸気逃がし安全弁及び主蒸気

隔離弁を取り付ける。 

蒸気タービンを出た蒸気は復水器で復水する。復水は

復水ポンプ，復水浄化系，給水加熱器を通り，原子炉給

水ポンプにより発電用原子炉に戻す設計とする。 

＜中略＞ 

(ⅱ)-⑤は，設置変更許可申

請書（本文（五号））ホ(1) 

(ⅱ)-⑤と同義であり，整合

している。 

 

 5.12 蒸気タービン及び附属設備 

5.12.2 設計方針 

＜中略＞ 

   

 (4)復水・給水系には，復水浄化系を設け，高純度の給水

を発電用原子炉へ供給できるようにする。また，4段の低

圧給水加熱器及び 2 段の高圧給水加熱器を設け，発電用

原子炉への適切な給水温度を確保できるような設計とす

る。 

(5)復水浄化系は，復水ろ過装置と復水脱塩装置で構成

し，復水中の核分裂生成物及び腐食生成物を除去し，復水

の水質を以下の値に保つことを目標とする。 

出口水質 Cℓ- O.1ppm以下 

SiO2 O.1ppm以下 

電導度 0.1μS/cm以下（25℃） 

復水給水系には復水中の核分裂生成物及び腐食生成

物を除去するために復水浄化系を設け，高純度の給水を

発電用原子炉へ供給できる設計とする。また，4段の低

圧給水加熱器及び 2段の高圧給水加熱器を設け，発電用

原子炉への適切な給水温度を確保できる設計とする。 

  

 5.12.2 設計方針 【蒸気タービン】 

（基本設計方針） 

第 2章 個別項目 

1. 蒸気タービン 

  

 ホ(1)(ⅱ)-⑥蒸気タービンは，想定される環境条件に

おいて材料に及ぼす化学的及び物理的影響に対し，耐性

を有する材料が用いられ，かつ，蒸気タービンの振動対策

及び過速度対策を含み，十分な構造強度を有する設計と

し，その運転状態を中央制御室及び現場において監視可

能な設備を設ける。 

(1) タービンの定格出力は，復水器真空度 702mmHg，補給

水率 0%において発電端で約 1,356MWとなるようにする。 

蒸気タービンは，想定される環境条件において材料に

及ぼす化学的及び物理的影響に対し，耐性を有する材料

が用いられ，かつ，蒸気タービンの振動対策及び過速度対

策を含み，十分な構造強度を有する設計とし，その運転状

態を監視可能な設備を設ける。 

ホ(1)(ⅱ)-⑥a 設計基準対象施設に施設する蒸気タ

ービン及び蒸気タービンの付属設備は，想定される環境

条件において，材料に及ぼす化学的及び物理的影響を考

慮した設計とする。また，振動対策，過速度対策等各種

の保護装置及び監視制御装置により，中央制御室及び現

場において運転状態の監視を行い，発電用原子炉施設の

安全性を損なわないよう，以下の事項を考慮して設計す

る。 

設計及び工事の計画のホ(1) 

(ⅱ)-⑥a 及びホ(1)(ⅱ)-⑥b

は，設置変更許可申請書（本

文（五号））ホ(1)(ⅱ)-⑥と

同義であり，整合している。 

 

  1.1 蒸気タービン本体   

 (1) タービンの定格出力は，復水器真空度 702mmHg，補給

水率 0%において発電端で約 1,356MWとなるようにする。 

蒸気タービンは，想定される環境条件において材料に

及ぼす化学的及び物理的影響に対し，耐性を有する材料

蒸気タービンの定格出力は，復水器真空度 93.6kPa，

補給水率 0%にて，発電端で 1,356,000kW となる設計と

する。 

定格熱出力一定運転の実施においても，蒸気タービ
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が用いられ，かつ，蒸気タービンの振動対策及び過速度対

策を含み，十分な構造強度を有する設計とし，その運転状

態を監視可能な設備を設ける。 

ン設備の保安が確保できるように定格熱出力一定運転

を考慮した設計とする。 

蒸気タービンは，非常調速装置が作動したときに達

する回転速度並びに蒸気タービンの起動時及び停止過

程を含む運転中に主要な軸受又は軸に発生しうる最大

の振動に対して構造上十分なホ(1)(ⅱ)-⑥b 機械的強

度を有する設計とする。 

＜中略＞ 

 5.12.4 主要設備 

5.12.4.1 蒸気タービン 

(4) タービン・バイパス系 

【原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）】 

（基本設計方針） 

第 2章 個別項目 

3. 原子炉冷却材の循環設備 

3.1 原子炉冷却材の循環設備の機能 

＜中略＞ 

  

主蒸気管には，タービン・バイパス系を設け，蒸気を復

水器へバイパスできるホ(1)(ⅱ)-⑦ようにする。 

タービン・バイパス系は，主蒸気をタービンを通さずに

直接復水器へ放出させる配管及び弁で構成され,定格蒸

気流量の約 33%を処理する能力があり,原子炉起動時,停

止時,通常運転時及び過渡状態に原子炉ドーム圧力の調

整を行う。 

主蒸気管には，タービンバイパス系を設け，蒸気を復

水器へバイパスできるホ(1)(ⅱ)-⑦設計とする。 

＜中略＞ 

タービンバイパス系は，原子炉起動時，停止時，通常

運転時及び過渡状態において，原子炉蒸気を直接復水器

に導き，原子炉定格蒸気流量の約 33%を処理できる設計

とする。 

 

設計及び工事の計画のホ(1) 

(ⅱ)-⑦は，設置変更許可申

請書（本文（五号））ホ(1) 

(ⅱ)-⑦と同義であり，整合

している。 

 

 

 5.1  原子炉圧力容器及び一次冷却材設備 

5.1.1  通常運転時等 

5.1.1.4  主要設備 

5.1.1.4.3  主蒸気系 

5.1.1.4.3.3  逃がし安全弁 

3.4 主蒸気逃がし安全弁の機能 

 

  

また，ホ(1)(ⅱ)-⑧原子炉冷却材系の過度の圧力上昇

を防止するため，アクチュエータ作動の逃がし弁機能及

びバネ作動の安全弁機能を有するホ(1)(ⅱ)-⑨主蒸気逃

がし安全弁（以下「逃がし安全弁」という。）をホ(1)(ⅱ)-

⑩主蒸気管に設け，蒸気をサプレッション・チェンバの

プール水中に導ける設計とする。 

逃がし安全弁は，原子炉冷却材圧力バウンダリの過度

の圧力上昇を防止するため原子炉格納容器内の主蒸気管

に取付ける。排気は，排気管によりサプレッション・チェ

ンバのプール水面下に導き凝縮するようにする。逃がし

安全弁は，バネ式（アクチュエータ付）で，アクチュエー

タにより逃がし弁として作動させることもできるバネ式

安全弁である。 

すなわち，逃がし安全弁は，バネ式の安全弁に，外部か

ら強制的に開閉を行うアクチュエータを取付けたもの

で，蒸気圧力がスプリングの設定圧力に達すると自動開

放するほか，外部信号によってアクチュエータのピスト

ホ(1)(ⅱ)-⑨主蒸気逃がし安全弁は，アクチュエータ

作動の逃がし弁機能及びバネ作動の安全弁機能を有し，

蒸気をサプレッションチェンバのプール水中に導き，ホ

(1)(ⅱ)-⑧原子炉冷却系統の過度の圧力上昇を防止で

きる設計とする。 

＜中略＞ 

3.1 原子炉冷却材の循環設備の機能 

＜中略＞ 

なお，ホ(1)(ⅱ)-⑩主蒸気管には，主蒸気逃がし安全

弁及び主蒸気隔離弁を取り付ける。 

＜中略＞ 

設計及び工事の計画のホ(1) 

(ⅱ)-⑧は，設置変更許可申

請書（本文（五号））ホ(1) 

(ⅱ)-⑧と同義であり，整合

している。 

 

設計及び工事の計画のホ(1) 

(ⅱ)-⑨は，設置変更許可申

請書（本文（五号））ホ(1) 

(ⅱ)-⑨と同義であり，整合

している。以下，同一の用語
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ンに窒素を供給して弁を強制的に開放することができ

る。 

＜中略＞ 

 

 

 

については，説明を省略す

る。 

 

設計及び工事の計画のホ(1) 

(ⅱ)-⑩は，設置変更許可申

請書（本文（五号））ホ(1) 

(ⅱ)-⑩と同義であり，整合し

ている。 

  3.4 主蒸気逃がし安全弁の機能   

 

 ホ(1)(ⅱ)-⑪主蒸気逃がし安全弁は，アクチュエータ

作動の逃がし弁機能及びバネ作動の安全弁機能を有し，

蒸気をサプレッションチェンバのプール水中に導き，原

子炉冷却系統の過度の圧力上昇を防止できる設計とす

る。 

＜中略＞ 

設計及び工事の計画のホ(1) 

(ⅱ)-⑪は，設置変更許可申請

書（本文（十号））ホ(1)(ⅱ)-

⑪と同義であり，整合してい

る。 

 

  3.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ   

ホ(1)(ⅱ)-⑫原子炉冷却材圧力バウンダリは，原子炉

圧力容器及びそれに接続される配管系等から構成され，

通常運転時，運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事

故時において，原子炉停止系等の作動等とあいまって，圧

力及び温度変化に対し十分耐え，その健全性を確保する

設計とする。 

 ホ(1)(ⅱ)-⑫原子炉冷却材圧力バウンダリを構成す

る機器は，通常運転時，運転時の異常な過渡変化時及び

設計基準事故時に生ずる衝撃，炉心の反応度の変化によ

る荷重の増加その他の原子炉冷却材圧力バウンダリを

構成する機器に加わる負荷に耐える設計とする。 

設計における衝撃荷重として，原子炉冷却材喪失事故

に伴うジェット反力等，安全弁等の開放に伴う荷重を考

慮するとともに，反応度が炉心に投入されることにより

原子炉冷却系の圧力が増加することに伴う荷重の増加

（浸水燃料の破損に加えて，ペレット／被覆管機械的相

互作用を原因とする破損による衝撃圧力等に伴う荷重

設計及び工事の計画のホ(1) 

(ⅱ)-⑫は，設置変更許可申

請書（本文（五号））ホ(1) 

(ⅱ)-⑫を具体的に記載して

おり，整合している。 

 

 

本文（十号） 

ホ(1)(ⅱ)-⑪逃がし安全弁の逃がし弁機能にて，原

子炉冷却材圧力バウンダリの過度の圧力上昇を抑

えるものとする。 

 

・記載箇所 

ハ(2)(ⅱ)b.(a)(a-6)，ハ(2)(ⅱ)b.(b)(b-6)， 

ハ(2)(ⅱ)b.(c)(c-1)(c-1-6)，ハ(2)(ⅱ)b.(c)(c-

2)(c-2-6)， 

ハ(2)(ⅱ)b.(c)(c-4)(c-4-6)， 

ハ(2)(ⅱ)b.(d)(d-1)(d-1-6)， 

ハ(2)(ⅱ)b.(d)(d-2)(d-2-8)，ハ(2)(ⅱ)b.(e)(e-

7)，ハ(2)(ⅱ)b.(f)(f-5)，ハ(2)(ⅱ)c.(b)(b-7) 
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の増加を含む）を考慮した設計とする。 

＜中略＞ 

 5.1.1.4  主要設備 

5.1.1.4.5  弁類 

＜中略＞ 

3.3 原子炉冷却材圧力バウンダリの隔離装置等   

原子炉冷却材圧力バウンダリに接続するホ(1)(ⅱ)-⑬

配管系には，適切に隔離弁を設ける設計とする。 

  

原子炉圧力容器及び一次冷却材設備に接続され，その

一部が原子炉冷却材圧力バウンダリを形成する配管系に

関して原則として，次のとおり隔離弁を設ける。 

a. 通常時開及び事故時閉の場合は 2個の隔離弁 

b. 通常時開又は事故時開となるおそれがある通常時閉

及び事故時閉の場合は 2個の隔離弁 

c. 通常時閉及び事故時閉のうち b．以外の場合は 1 個

の隔離弁 

d. 通常時閉及び事故時開の非常用炉心冷却系等は a．に

準じる。 

ここで「隔離弁」とは，自動隔離弁，逆止弁，通常時ロ

ックされた閉止弁及び遠隔操作閉止弁をいう。 

原子炉冷却材圧力バウンダリには，原子炉冷却材圧力

バウンダリに接続するホ(1)(ⅱ)-⑬配管等が破損する

ことによって，原子炉冷却材の流出を制限するために配

管系の通常運転時の状態及び使用目的を考慮し，適切に

隔離装置として隔離弁を設ける設計とする。 

＜中略＞ 

設計及び工事の計画のホ(1) 

(ⅱ)-⑬は，設置変更許可申

請書（本文（五号））ホ(1) 

(ⅱ)-⑬を具体的に記載して

おり，整合している。 

 

 

  9. 原子炉格納容器内の原子炉冷却材漏えいを監視す

る装置 

  

 また，原子炉冷却材圧力バウンダリからのホ(1)(ⅱ)-

⑭一次冷却材の漏えいを早期に検出するため，漏えい監

視設備を設ける。 

 原子炉冷却材圧力バウンダリからのホ(1)(ⅱ)-⑭原

子炉冷却材の漏えいに対して，ドライウェル内ガス冷却

装置凝縮水量，ドライウェル高電導度廃液サンプ水位，

ドライウェル低電導度廃液サンプ水位及びドライウェ

ル内雰囲気放射能濃度の測定により検出する装置を設

ける設計とする。 

＜中略＞ 

設計及び工事の計画のホ(1) 

(ⅱ)-⑭は，設置変更許可申

請書（本文（五号））ホ(1) 

(ⅱ)-⑭を具体的に記載して

おり，整合している。 

 

 

 5.1.2  重大事故等時 

5.1.2.1 概要 

4. 残留熱除去設備 

4.1 残留熱除去系の機能 

＜中略＞ 

  

原子炉圧力容器は，ホ(1)(ⅱ)-⑮想定される重大事故

等時において，重大事故等対処設備として使用する。 

原子炉圧力容器（炉心支持構造物を含む。）については，

重大事故に至るおそれのある事故時において，重大事故

等対処設備としてその健全性を確保できる設計とする。

＜中略＞ 

ホ(1)(ⅱ)-⑮a 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時

に発電用原子炉を冷却するための設備として，想定され

る重大事故等時において，設計基準事故対処設備である

残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）が使用できる

場合は，重大事故等対処設備（設計基準拡張）として使

用できる設計とする。 

＜中略＞ 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）の流路とし

設計及び工事の計画のホ(1) 

(ⅱ)-⑮a～ホ(1)(ⅱ)-⑮h

は，設置変更許可申請書（本

文（五号））ホ(1)(ⅱ)-⑮を

具体的に記載しており，整合

している。 
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て，設計基準対象施設である原子炉圧力容器，炉心支持

構造物，原子炉圧力容器内部構造物及び配管貫通部を重

大事故等対処設備として使用することから，流路に係る

機能について重大事故等対処設備としての設計を行う。 

＜中略＞ 

  5. 非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備 

5.2 高圧注水機能 

5.2.1 高圧炉心注水系の機能 

＜中略＞ 

ホ(1)(ⅱ)-⑮b 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時

に発電用原子炉を冷却するための設備として，想定され

る重大事故等時において，設計基準事故対処設備である

高圧炉心注水系が使用できる場合は重大事故等対処設

備（設計基準拡張）として使用できる設計とする。 

高圧炉心注水系の流路として，設計基準対象施設であ

る原子炉圧力容器，炉心支持構造物，原子炉圧力容器内

部構造物，原子炉格納容器（サプレッションチェンバ）

及び配管貫通部を重大事故等対処設備として使用する

ことから，流路に係る機能について重大事故等対処設備

としての設計を行う。 

高圧炉心注水系は，設計基準事故対処設備であるとと

もに，重大事故等時においても使用するため，重大事故

等対処設備としての基本方針に示す設計方針を適用す

る。ただし，多様性及び独立性並びに位置的分散を考慮

すべき対象の設計基準事故対処設備はないことから，重

大事故等対処設備の基本方針のうち「5.1.2 多様性，

位置的分散等」に示す設計方針は適用しない。 

  

  5.2.2 原子炉隔離時冷却系の機能 

＜中略＞ 

  

  

 

ホ(1)(ⅱ)-⑮c 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時

に発電用原子炉を冷却するための設備として，想定され

る重大事故等時において，設計基準事故対処設備である

原子炉隔離時冷却系が使用できる場合は重大事故等対

処設備（設計基準拡張）として使用できる設計とする。 

＜中略＞ 

原子炉隔離時冷却系の流路として，設計基準対象施設

である原子炉圧力容器，炉心支持構造物，原子炉圧力容
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器内部構造物，原子炉格納容器（サプレッションチェン

バ）及び配管貫通部を重大事故等対処設備として使用す

ることから，流路に係る機能について重大事故等対処設

備としての設計を行う。 

原子炉隔離時冷却系は，設計基準事故対処設備である

とともに，重大事故等時においても使用するため，重大

事故等対処設備としての基本方針に示す設計方針を適

用する。ただし，多様性及び独立性並びに位置的分散を

考慮すべき対象の設計基準事故対処設備はないことか

ら，重大事故等対処設備の基本方針のうち「5.1.2 多

様性，位置的分散等」に示す設計方針は適用しない。 

  5.2.3 高圧代替注水系による原子炉冷却材圧力バウン

ダリ高圧時における発電用原子炉の冷却 

＜中略＞ 

  

  ホ(1)(ⅱ)-⑮d 高圧炉心注水系及び原子炉隔離時冷

却系が機能喪失した場合の重大事故等対処設備として

使用する高圧代替注水系は，蒸気タービン駆動ポンプに

より復水貯蔵槽の水を高圧炉心注水系等を経由して，原

子炉圧力容器へ注水することで炉心を冷却できる設計

とする。 

＜中略＞ 

高圧代替注水系の流路として，設計基準対象施設であ

る原子炉圧力容器，炉心支持構造物，原子炉圧力容器内

部構造物及び配管貫通部を重大事故等対処設備として

使用することから，流路に係る機能について重大事故等

対処設備としての設計を行う。 

  

  5.3 低圧注水機能 

5.3.1 低圧注水系（残留熱除去系（低圧注水モード））

の機能 

  

  ＜中略＞ 

ホ(1)(ⅱ)-⑮e 全交流動力電源喪失により，残留熱除

去系（低圧注水モード）が起動できない場合の重大事故

等対処設備として使用する残留熱除去系（低圧注水モー

ド）は，常設代替交流電源設備からの給電により復旧で

きる設計とする。残留熱除去系（低圧注水モード）は，

常設代替交流電源設備からの給電により機能を復旧し，

残留熱除去系ポンプによりサプレッションチェンバの
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プール水を原子炉圧力容器へ注水することで炉心を冷

却できる設計とする。本系統に使用する冷却水は，原子

炉補機冷却水系及び原子炉補機冷却海水系又は代替原

子炉補機冷却系から供給できる設計とする。 

低圧注水系の流路として，設計基準対象施設である原

子炉圧力容器，炉心支持構造物，原子炉圧力容器内部構

造物，残留熱除去系熱交換器，原子炉格納容器（サプレ

ッションチェンバ）及び配管貫通部を重大事故等対処設

備として使用することから，流路に係る機能について重

大事故等対処設備としての設計を行う。 

＜中略＞ 

  5.3.2 低圧代替注水系による原子炉冷却材圧力バウン

ダリ低圧時における発電用原子炉の冷却 

(1) 低圧代替注水系（常設）による発電用原子炉の冷

却 

ホ(1)(ⅱ)-⑮f 原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧

の状態であって，設計基準事故対処設備が有する発電用

原子炉の冷却機能が喪失した場合においても炉心の著

しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するため，発

電用原子炉を冷却するために必要な重大事故等対処設

備として，炉心の著しい損傷に至るまでの時間的余裕の

ない場合に対応するための低圧代替注水系（常設）を設

ける設計とする。 

＜中略＞ 

低圧代替注水系（常設）の流路として，設計基準対象

施設である原子炉圧力容器，炉心支持構造物，原子炉圧

力容器内部構造物及び配管貫通部を重大事故等対処設

備として使用することから，流路に係る機能について重

大事故等対処設備としての設計を行う。 

  

  (2) 低圧代替注水系（可搬型）による発電用原子炉の

冷却 

ホ(1)(ⅱ)-⑮g 原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧

の状態であって，設計基準事故対処設備が有する発電用

原子炉の冷却機能が喪失した場合においても炉心の著

しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するため，発

電用原子炉を冷却するために必要な重大事故等対処設

備として，低圧代替注水系（可搬型）を設ける設計とす
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る。 

＜中略＞ 

低圧代替注水系（可搬型）の流路として，設計基準対

象施設である原子炉圧力容器，炉心支持構造物，原子炉

圧力容器内部構造物及び配管貫通部を重大事故等対処

設備として使用することから，流路に係る機能について

重大事故等対処設備としての設計を行う。 

  5.4 ほう酸水注入系による原子炉冷却材圧力バウンダ

リ高圧時における事象の進展抑制 

原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉

を冷却するための設備のうち，事象進展抑制のための設

備として，ほう酸水注入系を設ける設計とする。 

ホ(1)(ⅱ)-⑮h 高圧代替注水系及び原子炉隔離時冷

却系を用いた発電用原子炉への高圧注水により原子炉

水位を維持できない場合を想定した重大事故等対処設

備として使用するほう酸水注入系は，ほう酸水注入系ポ

ンプにより，ほう酸水注入系貯蔵タンクのほう酸水を高

圧炉心注水系等を経由して原子炉圧力容器へ注入する

ことで，重大事故等の進展を抑制できる設計とする。 

ほう酸水注入系の流路として，設計基準対象施設であ

る原子炉圧力容器，炉心支持構造物，原子炉圧力容器内

部構造物及び配管貫通部を重大事故等対処設備として

使用することから，流路に係る機能について重大事故等

対処設備としての設計を行う。 
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逃がし安全弁  (4) 逃がし安全弁 【原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）】 

（基本設計方針） 

第 2章 個別項目 

3. 原子炉冷却材の循環設備 

3.4 主蒸気逃がし安全弁の機能 

  

形式 バネ式（アクチュエータ付） 

個数 18 

形式 バネ式（アクチュエータ付） 

個数 18 

 主蒸気逃がし安全弁は，アクチュエータ作動の逃がし

弁機能及びバネ作動の安全弁機能を有し，蒸気をサプレ

ッションチェンバのプール水中に導き，原子炉冷却系統

の過度の圧力上昇を防止できる設計とする。 

 主蒸気逃がし安全弁は，ベローズと補助背圧平衡ピス

トンを備えたバネ式の平衡形安全弁に，外部から強制的

に開閉を行うアクチュエータを取り付けたもので，蒸気

圧力がスプリングの設定圧力に達すると自動開放する

ほか，外部信号によってアクチュエータのピストンに窒

素圧力を供給して弁を強制的に開放することができる

ものを使用し，サプレッションチェンバからの背圧変動

が主蒸気逃がし安全弁の設定圧力に影響を与えない設

計とする。なお，主蒸気逃がし安全弁は，18個設置する

設計とする。 

主蒸気逃がし安全弁の排気は，排気管によりサプレッ

ションチェンバ内のプール水面下に導き凝縮する設計

とする。 
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 第 5.12－1表 タービン設備主要機器仕様    

c. 蒸気タービン 

台数 1 

形式 くし形 6流排気再熱再生復水式 

定格蒸気流量 約 7,600t/h 

(1) 蒸気タービン 

形式 くし形 6流排気再熱再生復水式 

台数 1 

設備容量 定格 約 1,356MW 

 設置変更許可申請書（本文（五

号））の「蒸気タービン」は，

新規制基準対応設備を申請範

囲としている本設工認の対象

 

本文（十号） 

逃がし安全弁の逃がし弁機能の吹出し圧力及び容

量（吹出し圧力における値）は，設計値として以下

の値を用いるものとする。 

 

 

第 1 段：7.51MPa[gage] 1個，363t/h/個 

第 2 段：7.58MPa[gage] 1個，367t/h/個 

第 3 段：7.65MPa[gage] 4個，370t/h/個 

第 4 段：7.72MPa[gage] 4個，373t/h/個 

第 5 段：7.79MPa[gage] 4個，377t/h/個 

第 6 段：7.86MPa[gage] 4個，380t/h/個 

 

・記載箇所 

ハ(2)(ⅱ)a.(b)(b-1)(b-1-3)， 

ハ(2)(ⅱ)a.(b)(b-2)(b-2-3) 

本文（十号） 

逃がし安全弁設定点 

第 1 段：7.66MPa[gage](78.1kg/cm2g)×1個 

第 2 段：7.73MPa[gage](78.8kg/cm2g)×1個 

第 3 段：7.80MPa[gage](79.5kg/cm2g)×4個 

第 4 段：7.87MPa[gage](80.2kg/cm2g)×4個 

第 5 段：7.94MPa[gage](80.9kg/cm2g)×4個 

第 6 段：8.01MPa[gage](81.6kg/cm2g)×4個 

 

・記載箇所 

イ(2)(ⅰ)d.(c) 

ホ(1)(ⅱ)b.-⑩a ホ(1)(ⅱ)b.-⑦b ホ(1)(ⅱ)b.-⑨ 

整合性 

・設計及び工事の計画のホ(1)(ⅱ)b.-⑦は，設置変更許可申請書（本文）のホ(1)(ⅱ)b.-⑦a 及びホ(1)(ⅱ)b.-⑦b を詳細に

記載しており，整合している。 

・設計及び工事の計画のホ(1)(ⅱ)b.-⑧は，設置変更許可申請書（本文（五号））のホ(1)(ⅱ)b.-⑧を詳細に記載しており，

整合している。 

・設計及び工事の計画のホ(1)(ⅱ)b.-⑨は，設置変更許可申請書（本文（十号））のホ(1)(ⅱ)b.-⑨を詳細に記載しており，

整合している。 

・設計及び工事の計画のホ(1)(ⅱ)b.-⑩は，設置変更許可申請書（本文）のホ(1)(ⅱ)b.-⑩a 及びホ(1)(ⅱ)b.-⑩b を詳細に

記載しており，整合している。 

・設置変更許可申請書（本文（十号））のホ(1)(ⅱ)b.-⑪は，設計及び工事の計画のホ(1)(ⅱ)b.-⑪を解析上，保守的に設定

したものであり，整合している。 

 

ホ(1)(ⅱ)b.-⑪ 

 

ホ(1)(ⅱ)b.-⑩b 
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出力   約 1,356MW 回転数 1,500rpm 

蒸気条件 圧力 68.2kg/cm2g 

  温度 284℃ 

  湿り度 0.4% 

蒸気流量 約 7,300t/h 

＜中略＞ 

外である。 

     

d. 復水器 

形式 表面接触単流 3 区分式 

基数 1 

(4)復水器 

基数 1 

真空度 702mmHg 

冷却水量 約 320,000m3/h 

 設置変更許可申請書（本文（五

号））の「復水器」は，新規制

基準対応設備を申請範囲とし

ている本設工認の対象外であ

る。 

 

e. タービン・バイパス系 

 

(2) タービン・バイパス 3.1 原子炉冷却材の循環設備の機能 

＜中略＞ 

  

系統数 ホ(1)(ⅱ)e.-①1 系統数 1  主蒸気管には，ホ(1)(ⅱ)e.-①タービンバイパス系を

設け，蒸気を復水器へバイパスできる設計とする。 

復水給水系には復水中の核分裂生成物及び腐食生成

物を除去するために復水浄化系を設け，高純度の給水を

発電用原子炉へ供給できる設計とする。また，4段の低

圧給水加熱器及び 2段の高圧給水加熱器を設け，発電用

原子炉への適切な給水温度を確保できる設計とする。 

設計及び工事の計画のホ

(1)(ⅱ)e.-①は，設置変更許

可申請書（本文（五号））のホ

(1)(ⅱ)e.-①と同義であり，

整合している。 

 

 

容量 ホ(1)(ⅱ)e.-②約 2,500t/h 容量 約 2,500t/h 

（定格蒸気流量の約 33%） 

 タービンバイパス系は，原子炉起動時，停止時，通常

運転時及び過渡状態において，原子炉蒸気を直接復水器

に導き，ホ(1)(ⅱ)e.-②原子炉定格蒸気流量の約 33%を

処理できる設計とする。 

 

 

 

 

ホ(1)(ⅱ)e.-②: 

7640t/h(原子炉定格蒸気流

量)×0.33＝2521t/h 

     ≒2500t/h 

 

 

本文（十号） 

主蒸気流量の初期値は，定格値(7.64×103 t/h）を

用いるものとする。 

 

・記載箇所 

イ(2)(ⅰ)d.(a)，ハ(2)(ⅱ)a.(b)(b-1)(b-1-1)(b-

1-1-2) 
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f. 給水系 (11)原子炉給水ポンプ    

系統数 2 

給水ポンプ  

駆動方式 タービン駆動 

台数 2 

容量 約 4,600m3/h/台 

給水ポンプ  

駆動方式 電動機駆動 

台数 2 

容量 約 2,300m3/h 

(a) タービン駆動原子炉給水ポンプ 

駆動用蒸気タービン 

台数 2 

容量 6号炉 約 10,600ｋW/台 

7号炉 約 10,700ｋW/台 

給水ポンプ 

形式 うず巻式 

台数 2 

容量 約 4,700m3/h/台 

(b) 電動機駆動原子炉給水ポンプ 

形式 うず巻式 

台数 2 

容量 約 2,300m3/h/台 

 設置変更許可申請書（本文（五

号））の「給水系の系統数」及

び「給水ポンプ」は，新規制基

準対応設備を申請範囲として

いる本設工認の対象外であ

る。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

本文（十号） 

タービン・バイパス弁容量 定格蒸気流量の 33% 

 

・記載箇所 

イ(2)(ⅰ)d.(c)，イ(2)(ⅱ)c.(a)a) 
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(ⅲ) 冷却材の温度及び圧力     

原子炉入口給水温度（定格出力時） 約 216℃ 

原子炉入口給水圧力（定格出力時） 約 75kg/cm2g 

原子炉出口主蒸気温度（定格出力時） 約 287℃ 

  設置変更許可申請書（本文（五

号））の「冷却材の温度及び圧

力」は，新規制基準対応設備

を申請範囲としている本設工

認の対象外である。 

 

 

    

(2) 二次冷却設備     

なし     

(3) 非常用冷却設備  【原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）】 

（基本設計方針） 

第 2章 個別項目 

  

(ⅰ) 冷却材の種類  1. 原子炉冷却材   

ホ(3)(ⅰ)-①軽水  ホ(3)（ⅰ）-①原子炉冷却材は，通常運転時における

圧力，温度及び放射線によって起こる最も厳しい条件に

おいて，核的性質として核反応断面積が核反応維持のた

めに適切であり，熱水力的性質として冷却能力が適切で

あることを保持し，かつ，燃料体及び構造材の健全性を

妨げることのない性質であり，通常運転時において放射

線に対して化学的に安定であることを保持し得る設計

とする。 

設計及び工事の計画のホ(3) 

(ⅰ)-①は，設置変更許可申請

書（本文（五号））のホ(3)(ⅰ)-

①を具体的に記載しており，

整合している。 

 

 

(ⅱ) 主要な機器及び管の個数及び構造 

a. 非常用炉心冷却系 

5. 原子炉冷却系統施設 

5.3  非常用炉心冷却系 

5.3.1  通常運転時等 

5.3.1.1  概要 

5．非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備 

5.1 非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備の機能 

  

ホ(3)(ⅱ)a.-①非常用炉心冷却系は，工学的安全施設

の一設備であって，低圧注水系，高圧炉心注水系，原子炉

隔離時冷却系及び自動減圧系から構成する。これらの各

系統は，冷却材喪失事故等が起こったときは，復水貯蔵槽

水又はサプレッション・チェンバのプール水を発電用原

非常用炉心冷却系は，冷却材喪失事故時に燃料被覆管

の重大な損傷を防止し，ジルコニウム－水反応を極力抑

え，崩壊熱を長期にわたって除去する機能を持ち，低圧注

水系，高圧炉心注水系，原子炉隔離時冷却系及び自動減圧

系で構成する。 

ホ(3)(ⅱ)a.-①非常用炉心冷却設備は，工学的安全施

設の一設備であって，低圧注水系，高圧炉心注水系，原

子炉隔離時冷却系及び自動減圧系から構成する。これら

の各系統は，原子炉冷却材喪失事故等が起こったとき

に，復水貯蔵槽の水又はサプレッションチェンバのプー

設計及び工事の計画のホ(3) 

(ⅱ)a.-①は，設置変更許可申

請書（本文（五号））のホ

(3)(ⅱ)a.-①と同義であり，

整合している。 

 

本文（十号） 

・給水温度の初期値は 215℃とする。 

 

・記載箇所 

ハ(2)(ⅱ)a.(b)(b-1)(b-1-1)(b-1-1-2) 
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子炉に注入し，又は原子炉蒸気をサプレッション・チェン

バのプール水中に逃がし原子炉圧力を速やかに低下させ

るなどにより，炉心を冷却することができる。 

 

 ル水を原子炉圧力容器内に注水し，又は原子炉蒸気をサ

プレッションチェンバのプール水中に逃がし，原子炉圧

力を速やかに低下させるなどにより，炉心を冷却し，燃

料被覆管の温度が燃料材の溶融又は燃料体の著しい破

損を生ずる温度を超えて上昇することを防止できる設

計とするとともに，燃料の過熱による燃料被覆管の大破

損を防ぎ，さらにこれにともなうジルコニウムと水との

反応を極力抑え，著しく多量の水素を生じない設計とす

る。 

 非常用炉心冷却設備は，設置（変更）許可を受けた運

転時の異常な過渡変化及び設計基準事故の評価条件を

満足する設計とする。 

 非常用炉心冷却設備のうち，サプレッションチェンバ

のプール水を水源とするポンプは，原子炉圧力容器内又

は原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに冷却材中の

異物の影響について「非常用炉心冷却設備又は格納容器

熱除去設備に係るろ過装置の性能評価等について（内

規）」（平成 20・02・12 原院第 5 号（平成 20 年 2 月 27

日原子力安全・保安院制定））によるろ過装置の性能評

価により，設計基準事故時又は重大事故等時に想定され

る最も小さい有効吸込水頭においても，正常に機能する

能力を有する設計とする。 

 非常用炉心冷却設備のうち，復水貯蔵槽を水源とする

ポンプは，復水貯蔵槽の圧力及び温度により最も小さい

有効吸込水頭においても，正常に機能する能力を有する

設計とする。 

 非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備のうち，復

水貯蔵槽，ほう酸水注入系貯蔵タンク，淡水貯水池，防

火水槽，海を水源とする非常用炉心冷却系のポンプは，

復水貯蔵槽，ほう酸水注入系貯蔵タンク，淡水貯水池，

防火水槽，海の圧力及び温度により，想定される最も小

さい有効吸込水頭においても，正常に機能する能力を有

する設計とする。 

 自動減圧系を除く非常用炉心冷却設備については，作

動性を確認するため，発電用原子炉の運転中に，テスト・

ラインを用いてポンプの作動試験ができる設計とする

とともに，弁については単体で開閉試験ができる設計と
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する。 

  5.2 高圧注水機能 

5.2.1 高圧炉心注水系の機能 

 高圧炉心注水系は，原子炉冷却材喪失事故時に，非常

用電源設備に結ばれた電動機駆動ポンプにより復水貯

蔵槽の水又はサプレッションチェンバのプール水を炉

心上部より燃料集合体上に注水し，炉心を冷却する設計

とする。 

＜中略＞ 

  

  5.2.2 原子炉隔離時冷却系の機能 

原子炉隔離時冷却系は，全交流動力電源喪失時から重

大事故等に対処するために必要な電力の供給が常設代

替交流電源設備から開始されるまでの間，炉心を冷却す

る機能を有する設計とする。 

 原子炉隔離時冷却系は，原子炉冷却材喪失事故時に，

発電用原子炉で発生する蒸気の一部を用いたタービン

駆動のポンプにより，復水貯蔵槽の水又はサプレッショ

ンチェンバのプール水を復水給水系を経由して原子炉

圧力容器へ注水し，炉心を冷却する設計とする。 

＜中略＞ 

  

 5.6  原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子

炉を冷却するための設備 

5.6.1  概要 

＜中略＞ 

5.3 低圧注水機能 

5.3.1 低圧注水系（残留熱除去系（低圧注水モー

ド））の機能 

＜中略＞ 

  

また，ホ(3)(ⅱ)a.-②低圧注水系，高圧炉心注水系及

び原子炉隔離時冷却系は，想定される重大事故等におい

ても使用する。 

また，想定される重大事故等時において，設計基準事故

対処設備である残留熱除去系（低圧注水モード）及び残留

熱除去系（原子炉停止時冷却モード）が使用できる場合

は，重大事故等対処設備（設計基準拡張）として使用す

る。残留熱除去系（低圧注水モード）及び残留熱除去系

（原子炉停止時冷却モード）については，「5.2 残留熱除

去系」に記載する。 

 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉

を冷却するための設備として，想定される重大事故等時

において，設計基準事故対処設備であるホ(3)(ⅱ)a.-②

残留熱除去系（低圧注水モード）が使用できる場合は，

重大事故等対処設備（設計基準拡張）として使用できる

設計とする。 

＜中略＞ 

設計及び工事の計画のホ(3) 

(ⅱ)a.-②は，設置変更許可申

請書（本文（五号））のホ

(3)(ⅱ)a.-②と同義であり，

整合している。 

 

 

 5.4  原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子

炉を冷却するための設備 

5.4.1  概要 

 原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であって，

設計基準事故対処設備が有する発電用原子炉の冷却機能

が喪失した場合においても炉心の著しい損傷を防止する

5.2 高圧注水機能 

5.2.1 高圧炉心注水系の機能 

＜中略＞ 

 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉

を冷却するための設備として，想定される重大事故等時

において，設計基準事故対処設備である高圧炉心注水系
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ために必要な重大事故等対処設備を設置する。 

＜中略＞ 

また，想定される重大事故等時において，設計基準事故

対処設備である高圧炉心注水系及び原子炉隔離時冷却系

が使用できる場合は重大事故等対処設備（設計基準拡張）

として使用する。高圧炉心注水系及び原子炉隔離時冷却

系については，「5.3 非常用炉心冷却系」に記載する。 

が使用できる場合は重大事故等対処設備（設計基準拡

張）として使用できる設計とする。 

＜中略＞ 

  5.2.2 原子炉隔離時冷却系の機能 

＜中略＞ 

原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉

を冷却するための設備として，想定される重大事故等時

において，設計基準事故対処設備である原子炉隔離時冷

却系が使用できる場合は重大事故等対処設備（設計基準

拡張）として使用できる設計とする。 

＜中略＞ 

  

(a) 低圧注水系 5.6 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子

炉を冷却するための設備 

5.6.1 概要 

＜中略＞ 

5.3 低圧注水機能 

5.3.1 低圧注水系（残留熱除去系（低圧注水モー

ド））の機能 

  

ホ(3)(ⅱ)a.(a)-①この系は，残留熱除去系を低圧注水

モードとして運転するものであり， 

また，想定される重大事故等時において，設計基準事故

対処設備である残留熱除去系（低圧注水モード）及び残留

熱除去系（原子炉停止時冷却モード）が使用できる場合

は，重大事故等対処設備（設計基準拡張）として使用す

る。残留熱除去系（低圧注水モード）及び残留熱除去系

（原子炉停止時冷却モード）については，「5.2 残留熱除

去系」に記載する。 

ホ(3)(ⅱ)a.(a)-①残留熱除去系（低圧注水モード）

は，原子炉冷却材喪失事故時に，非常用電源設備に結ば

れた電動機駆動ポンプによりサプレッションチェンバ

のプール水を炉心シュラウド外に注水し，炉心を冷却す

る設計とする。 

設計及び工事の計画のホ(3) 

(ⅱ)a.(a)-①は，設置変更許

可申請書（本文（五号））のホ

(3)(ⅱ)a.(a)-①を具体的に

記載しており，整合している。 

 

 

主要設備については，(4),(ⅰ)残留熱除去系に記述する。   設置変更許可申請書（本文（五

号））「ホ(4),(ⅰ)残留熱除去

系」にて示す。 
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  また，冷却材喪失事故に至らない原子炉冷却材圧力バ

ウンダリからの小さな漏えい及び原子炉冷却材圧力バウ

ンダリに接続する小口径配管の破断又は小さな機器の損

傷による冷却材の漏えいに対し，補給する能力を有する

ように設計する。 

 また，原子炉冷却材喪失事故に至らない原子炉冷却材

圧力バウンダリからの小さな漏えい及び原子炉冷却材

圧力バウンダリに接続する小口径配管の破断又は小さ

な機器の損傷による冷却材の漏えいに対し，冷却材を補

給する能力を有する設計とする。 

設計及び工事の計画のホ(3) 

(ⅱ)a.(c)-②は，設置変更許

可申請書（本文（五号））のホ

(3)(ⅱ)a.(c)-②を具体的に

記載しており，整合している。 

  5. 非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備 

5.1 非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備の機能 

ホ(3)(ⅱ)a.(c)-②非常用炉心冷却設備は，工学的安

全施設の一設備であって，低圧注水系，高圧炉心注水系，

原子炉隔離時冷却系及び自動減圧系から構成する。これ

らの各系統は，原子炉冷却材喪失事故等が起こったとき

に，復水貯蔵槽の水又はサプレッションチェンバのプー

ル水を原子炉圧力容器内に注水し，又は原子炉蒸気をサ

プレッションチェンバのプール水中に逃がし，原子炉圧

力を速やかに低下させるなどにより，炉心を冷却し，燃

料被覆管の温度が燃料材の溶融又は燃料体の著しい破

損を生ずる温度を超えて上昇することを防止できる設

計とするとともに，燃料の過熱による燃料被覆管の大破

損を防ぎ，さらにこれにともなうジルコニウムと水との

反応を極力抑え，著しく多量の水素を生じない設計とす

る。 

＜中略＞ 

  

主要設備については，(4),(ⅱ)原子炉隔離時冷却系に記

述する。 

  設置変更許可申請書（本文（五

号））「ホ(4),(ⅱ)原子炉隔離

時冷却系」にて示す。 

 

(d) 自動減圧系 第 5.3－1表 非常用炉心冷却系主要機器仕様 

(4) 自動減圧系逃がし安全弁 

3. 原子炉冷却材の循環設備 

3.4 主蒸気逃がし安全弁の機能 

3.4.2 自動減圧系による原子炉圧力容器の減圧 

  

弁個数 ホ(3)(ⅱ)a.(d)-①8（主蒸気系の逃がし安全弁

と共用） 

個数 8  自動減圧系は，中破断の原子炉冷却材喪失事故時に原

子炉蒸気をサプレッションチェンバのプール水中へ逃

がし，原子炉圧力をすみやかに低下させて低圧注水系に

よる注水を早期に可能とし，燃料被覆管の大破損を防止

し，ジルコニウム－水反応を極力抑えることができる設

計とする。 

自動減圧系については，発電用原子炉の運転中に主蒸

気逃がし安全弁の駆動用窒素供給圧力の確認を行うこ

とで，非常用炉心冷却設備の能力の維持状況を確認でき
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b. 重大事故等対処設備 

(a) 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉

を冷却するための設備 

5.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子

炉を冷却するための設備 

5.4.1 概要 

【原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）】 

（基本設計方針） 

第 2章 個別項目 

5．非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備 

5.2 高圧注水機能 

5.2.3 高圧代替注水系による原子炉冷却材圧力バウン

ダリ高圧時における発電用原子炉の冷却 

  

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であって，

設計基準事故対処設備が有する発電用原子炉の冷却機能

が喪失した場合においても炉心の著しい損傷を防止する

ために必要な重大事故等対処設備ホ(3)(ⅱ)b.(a)-①を

設置する。 

原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を

冷却するための設備のうち，炉心を冷却するための設備

として，高圧代替注水系を設ける。また，設計基準事故対

処設備である高圧炉心注水系及び原子炉隔離時冷却系が

全交流動力電源及び常設直流電源系統の機能喪失により

起動できない，かつ，中央制御室からの操作により高圧代

替注水系を起動できない場合に，高圧代替注水系及び原

子炉隔離時冷却系を現場操作により起動させる。 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であって，

設計基準事故対処設備が有する発電用原子炉の冷却機能

が喪失した場合においても炉心の著しい損傷を防止する

ために必要な重大事故等対処設備を設置する。 

＜中略＞ 

5.4.2  設計方針 

原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を

冷却するための設備のうち，炉心を冷却するための設備

として，高圧代替注水系を設ける。また，設計基準事故対

処設備である高圧炉心注水系及び原子炉隔離時冷却系が

全交流動力電源及び常設直流電源系統の機能喪失により

起動できない，かつ，中央制御室からの操作により高圧代

替注水系を起動できない場合に，高圧代替注水系及び原

子炉隔離時冷却系を現場操作により起動させる。 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であって，

設計基準事故対処設備が有する発電用原子炉の冷却機

能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷を防止

するために必要な重大事故等対処設備ホ(3)(ⅱ)b.(a)-

①a として，高圧代替注水系を設ける設計とする。また，

設計基準事故対処設備である高圧炉心注水系及び原子

炉隔離時冷却系が全交流動力電源及び常設直流電源系

統の機能喪失により起動できない，かつ，中央制御室か

らの操作により高圧代替注水系を起動できない場合に，

高圧代替注水系を現場操作により起動できる設計とす

る。 

＜中略＞ 

 

 

 

設計及び工事の計画のホ(3) 

(ⅱ)b.(a)-①a 及びホ(3) 

(ⅱ)b.(a)-①b は，設置変更

許可申請書（本文（五号））の

ホ(3)(ⅱ)b.(a)-①と同義で

あり，整合している。 

 

  5.2.2 原子炉隔離時冷却系の機能 

＜中略＞ 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であって，

設計基準事故対処設備が有する発電用原子炉の冷却機

能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷を防止

するために必要な重大事故等対処設備ホ(3)(ⅱ)b.(a)-

①b として，設計基準事故対処設備である高圧炉心注水

系及び原子炉隔離時冷却系が全交流動力電源及び常設

直流電源系統の機能喪失により起動できない，かつ，中

央制御室からの操作により高圧代替注水系を起動でき

ない場合に，原子炉隔離時冷却系を現場操作により起動

できる設計とする。 

原子炉隔離時冷却系は，全交流動力電源及び常設直流

電源系統が機能喪失した場合においても，現場で原子炉

隔離時冷却系注入弁（E51-F004），原子炉隔離時冷却系

過酷事故時蒸気止め弁（E51-F034），原子炉隔離時冷却
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系タービン止め弁（E51-F037），原子炉隔離時冷却系冷

却水ライン止め弁（E51-F012），原子炉隔離時冷却系真

空タンクドレン弁（E51-F652），原子炉隔離時冷却系真

空タンク水位検出配管ドレン弁（E51-F653）及び原子炉

隔離時冷却系セパレータドレン弁（E51-F655）を人力操

作することにより起動し，蒸気タービン駆動ポンプによ

り復水貯蔵槽の水又はサプレッションチェンバのプー

ル水を原子炉圧力容器へ注水することで原子炉冷却材

圧力バウンダリの減圧対策及び原子炉冷却材圧力バウ

ンダリ低圧時の冷却対策の準備が整うまでの期間にわ

たり，発電用原子炉の冷却を継続できる設計とする。な

お，人力による措置は現場にハンドルを設置することで

容易に行える設計とする。 

＜中略＞ 

(a-1) フロントライン系故障時に用いる設備 

(a-1-1) 高圧代替注水系による発電用原子炉の冷却 

(1) フロントライン系故障時に用いる設備 

a. 高圧代替注水系による発電用原子炉の冷却 

5.2.3 高圧代替注水系による原子炉冷却材圧力バウン

ダリ高圧時における発電用原子炉の冷却 

＜中略＞ 

  

高圧炉心注水系及び原子炉隔離時冷却系が機能喪失し

た場合の重大事故等対処設備として，高圧代替注水系は，

蒸気タービン駆動ポンプにより復水貯蔵槽の水を高圧炉

心注水系等を経由して，原子炉圧力容器へ注水すること

で炉心を冷却できる設計とする。 

 

高圧炉心注水系及び原子炉隔離時冷却系が機能喪失し

た場合の重大事故等対処設備として，高圧代替注水系を

使用する。 

高圧代替注水系は，蒸気タービン駆動ポンプである高

圧代替注水系ポンプ，配管・弁類，計測制御装置等で構成

し，蒸気タービン駆動ポンプにより復水貯蔵槽の水を高

圧炉心注水系等を経由して，原子炉圧力容器へ注水する

ことで炉心を冷却できる設計とする。 

＜中略＞ 

高圧炉心注水系及び原子炉隔離時冷却系が機能喪失

した場合の重大事故等対処設備として使用する高圧代

替注水系は，蒸気タービン駆動ポンプにより復水貯蔵槽

の水を高圧炉心注水系等を経由して，原子炉圧力容器へ

注水することで炉心を冷却できる設計とする。 

  

 (1) フロントライン系故障時に用いる設備 

a. 高圧代替注水系による発電用原子炉の冷却 

＜中略＞ 

   

高圧代替注水系は，常設代替直流電源設備からの給電

が可能な設計とし，中央制御室からの操作が可能な設計

とする。 

高圧代替注水系は，常設代替直流電源設備からの給電

が可能な設計とし，中央制御室からの操作が可能な設計

とする。 

高圧代替注水系は，常設代替交流電源設備，可搬型代

替交流電源設備，常設代替直流電源設備又は可搬型直流

電源設備からの給電が可能な設計とし，中央制御室から

の操作が可能な設計とする。 

＜中略＞ 
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  【原子炉格納施設】 

（基本設計方針） 

第 2章 個別項目 

3. 圧力低減設備その他の安全設備 

3.2 原子炉格納容器安全設備 

3.2.6 溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下遅延・

防止のための原子炉圧力容器への注水及び注入 

(3) 高圧代替注水系による原子炉圧力容器への注水 

＜中略＞ 

高圧代替注水系は，蒸気タービン駆動ポンプにより復

水貯蔵槽の水を高圧炉心注水系等を経由して，原子炉圧

力容器へ注水することで溶融炉心を冷却できる設計と

する。 

高圧代替注水系は，常設代替交流電源設備，可搬型代

替交流電源設備，常設代替直流電源設備又は可搬型直流

電源設備からの給電が可能な設計とし，中央制御室

（「6,7号機共用」（以下同じ。））からの操作が可能な設

計とする。 

高圧代替注水系の流路として，設計基準対象施設であ

る原子炉圧力容器，原子炉圧力容器内部構造物及び配管

貫通部を重大事故等対処設備として使用することから，

流路に係る機能について重大事故等対処設備としての

設計を行う。 

  

  【原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）】 

（基本設計方針） 

第 2章 個別項目 

5．非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備 

5.2 高圧注水機能 

5.2.3 高圧代替注水系による原子炉冷却材圧力バウン

ダリ高圧時における発電用原子炉の冷却 

＜中略＞ 

  

また，高圧代替注水系は，常設代替直流電源設備の機能

喪失により中央制御室からの操作ができない場合におい

ても，現場での人力によるホ(3)(ⅱ)b.(a)(a-1)(a-1-1)-

①弁の操作により，原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧

対策及び原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の冷却対策

の準備が整うまでの期間にわたり，発電用原子炉の冷却

また，高圧代替注水系は，常設代替直流電源設備の機能

喪失により中央制御室からの操作ができない場合におい

ても，現場での人力による弁の操作により，原子炉冷却材

圧力バウンダリの減圧対策及び原子炉冷却材圧力バウン

ダリ低圧時の冷却対策の準備が整うまでの期間にわた

り，発電用原子炉の冷却を継続できる設計とする。なお，

高圧代替注水系は，常設代替直流電源設備の機能喪失

により中央制御室からの操作ができない場合において

も，現場での人力によるホ(3)(ⅱ)b.(a)(a-1)(a-1-1)-

①高圧代替注水系注入弁（E61-F004），高圧代替注水系

タービン止め弁（E51-F065）及び原子炉隔離時冷却系過

酷事故時蒸気止め弁（E51-F034）の操作により，原子炉

 

 

設計及び工事の計画のホ(3) 

( ⅱ )b.(a)(a-1)(a-1-1)- ①

は，設置変更許可申請書（本

文（五号））のホ(3)(ⅱ)b.(a) 
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を継続できる設計とする。なお，人力による措置は容易に

行える設計とする。 

人力による措置は容易に行える設計とする。 

＜中略＞ 

冷却材圧力バウンダリの減圧対策及び原子炉冷却材圧

力バウンダリ低圧時の冷却対策の準備が整うまでの期

間にわたり，発電用原子炉の冷却を継続できる設計とす

る。なお，人力による措置は現場にハンドルを設置する

ことで容易に行える設計とする。 

(a-1)(a-1-1)-①を具体的に

記載しており，整合している。 

(a-2) サポート系故障時に用いる設備 

(a-2-1) 原子炉隔離時冷却系の現場操作による発電用原

子炉の冷却 

(2) サポート系故障時に用いる設備 

a. 原子炉隔離時冷却系の現場操作による発電用原子炉

の冷却 

5.2.2 原子炉隔離時冷却系の機能 

＜中略＞ 

  

全交流動力電源及び常設直流電源系統の機能喪失によ

り，高圧炉心注水系及び原子炉隔離時冷却系ホ(3)(ⅱ)b. 

(a)(a-2)(a-2-1)-①での発電用原子炉の冷却ができない

場合であって，中央制御室からの操作により高圧代替注

水系が起動できない場合の重大事故等対処設備として，

原子炉隔離時冷却系を現場操作により起動させて使用す

る。 

原子炉隔離時冷却系は，全交流動力電源及び常設直流

電源系統が機能喪失した場合においても，現場でホ(3) 

(ⅱ)b.(a)(a-2)(a-2-1)-②弁を人力操作することにより

起動し，蒸気タービン駆動ポンプにより復水貯蔵槽の水

を原子炉圧力容器へ注水することで原子炉冷却材圧力バ

ウンダリの減圧対策及び原子炉冷却材圧力バウンダリ低

圧時の冷却対策の準備が整うまでの期間にわたり，発電

用原子炉の冷却を継続できる設計とする。なお，人力によ

る措置は容易に行える設計とする。 

 

全交流動力電源及び常設直流電源系統の機能喪失によ

り，高圧炉心注水系及び原子炉隔離時冷却系での発電用

原子炉の冷却ができない場合であって，中央制御室から

の操作により高圧代替注水系が起動できない場合の重大

事故等対処設備として，原子炉隔離時冷却系を現場操作

により起動させて使用する。 

原子炉隔離時冷却系は，全交流動力電源及び常設直流

電源系統が機能喪失した場合においても，現場で弁を人

力操作することにより起動し，蒸気タービン駆動ポンプ

により復水貯蔵槽の水を原子炉圧力容器へ注水すること

で原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧対策及び原子炉冷

却材圧力バウンダリ低圧時の冷却対策の準備が整うまで

の期間にわたり，発電用原子炉の冷却を継続できる設計

とする。なお，人力による措置は容易に行える設計とす

る。 

＜中略＞ 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であって，

設計基準事故対処設備が有する発電用原子炉の冷却機

能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷を防止

するために必要な重大事故等対処設備として，設計基準

事故対処設備である高圧炉心注水系及び原子炉隔離時

冷却系が全交流動力電源及び常設直流電源系統の機能

喪失によりホ(3)(ⅱ)b.(a)(a-2)(a-2-1)-①起動できな

い，かつ，中央制御室からの操作により高圧代替注水系

を起動できない場合に，原子炉隔離時冷却系を現場操作

により起動できる設計とする。 

原子炉隔離時冷却系は，全交流動力電源及び常設直流

電源系統が機能喪失した場合においても，現場でホ

(3)(ⅱ)b.(a)(a-2)(a-2-1)-②原子炉隔離時冷却系注入

弁（E51-F004），原子炉隔離時冷却系過酷事故時蒸気止

め弁（E51-F034），原子炉隔離時冷却系タービン止め弁

（E51-F037），原子炉隔離時冷却系冷却水ライン止め弁

（E51-F012），原子炉隔離時冷却系真空タンクドレン弁

（E51-F652），原子炉隔離時冷却系真空タンク水位検出

配管ドレン弁（E51-F653）及び原子炉隔離時冷却系セパ

レータドレン弁（E51-F655）を人力操作することにより

起動し，蒸気タービン駆動ポンプにより復水貯蔵槽の水

又はサプレッションチェンバのプール水を原子炉圧力

容器へ注水することで原子炉冷却材圧力バウンダリの

減圧対策及び原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の冷

却対策の準備が整うまでの期間にわたり，発電用原子炉

の冷却を継続できる設計とする。なお，人力による措置

は現場にハンドルを設置することで容易に行える設計

とする。 

 

 

設計及び工事の計画のホ(3) 

( ⅱ )b.(a)(a-2)(a-2-1)- ①

は，設置変更許可申請書（本

文（五号））のホ(3)(ⅱ)b.(a) 

(a-2)(a-2-1)-①と同義であ

り，整合している。 

 

設計及び工事の計画のホ(3) 

( ⅱ )b.(a)(a-2)(a-2-1)- ②

は，設置変更許可申請書（本

文（五号））のホ(3)(ⅱ)b.(a) 

(a-2)(a-2-1)-②を具体的に

記載しており，整合している。 
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(a-2-2) 代替電源設備による原子炉隔離時冷却系の復旧 b. 代替電源設備による原子炉隔離時冷却系の復旧    

全交流動力電源が喪失し，原子炉隔離時冷却系の起動

又は運転継続に必要な直流電源を所内蓄電式直流電源設

備により給電している場合は，所内蓄電式直流電源設備

の蓄電池が枯渇する前に代替交流電源設備及び可搬型直

流電源設備により原子炉隔離時冷却系の運転継続に必要

な直流電源を確保する。 

原子炉隔離時冷却系は，常設代替交流電源設備，可搬型 

代替交流電源設備又は可搬型直流電源設備からの給電に

より機能を復旧し，蒸気タービン駆動ポンプにより復水

貯蔵槽の水を原子炉圧力容器へ注水することで炉心を冷

却できる設計とする。 

全交流動力電源が喪失し，原子炉隔離時冷却系の起動

又は運転継続に必要な直流電源を所内蓄電式直流電源設

備により給電している場合は，所内蓄電式直流電源設備

の蓄電池が枯渇する前に代替交流電源設備及び可搬型直

流電源設備により原子炉隔離時冷却系の運転継続に必要

な直流電源を確保する。 

原子炉隔離時冷却系は，常設代替交流電源設備，可搬型

代替交流電源設備又は可搬型直流電源設備からの給電に

より機能を復旧し，蒸気タービン駆動ポンプにより復水

貯蔵槽の水を原子炉圧力容器へ注水することで炉心を冷

却できる設計とする。 

＜中略＞ 

全交流動力電源が喪失し，原子炉隔離時冷却系の起動

又は運転継続に必要な直流電源を所内蓄電式直流電源

設備により給電している場合は，所内蓄電式直流電源設

備の蓄電池が枯渇する前に代替交流電源設備及び可搬

型直流電源設備により原子炉隔離時冷却系の運転継続

に必要な直流電源を確保する設計とする。 

原子炉隔離時冷却系は，常設代替交流電源設備，可搬

型代替交流電源設備又は可搬型直流電源設備からの給

電により機能を復旧し，蒸気タービン駆動ポンプにより

復水貯蔵槽の水又はサプレッションチェンバのプール

水を原子炉圧力容器へ注水することで炉心を冷却でき

る設計とする。 

  

(a-3) 監視及び制御に用いる設備 (3) 監視及び制御に用いる設備 【計測制御系統施設】 

（基本設計方針） 

第 2章 個別項目 

2. 計測装置等 

2.1 計測装置 

2.1.1 通常運転時，運転時の異常な過渡変化時,設計基

準事故時及び重大事故等時における計測 

＜中略＞ 

  

ホ(3)(ⅱ)b.(a-3)-①原子炉冷却材圧力バウンダリが

高圧の状態で発電用原子炉を冷却する場合に監視及び制

御に使用する重大事故等対処設備として，原子炉水位（広

帯域），原子炉水位（燃料域）及び原子炉水位（SA）は原

子炉水位を監視又は推定でき，原子炉圧力，原子炉圧力

（SA），高圧代替注水系系統流量及び復水貯蔵槽水位（SA）

は原子炉圧力容器へ注水するための高圧代替注水系の作

動状況を確認できる設計とする。 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態で発電用原

子炉を冷却する場合に監視及び制御に使用する重大事故

等対処設備として，原子炉水位（広帯域），原子炉水位（燃

料域），原子炉水位（SA），原子炉圧力，原子炉圧力（SA），

高圧代替注水系系統流量及び復水貯蔵槽水位（SA）を使用

する。 

原子炉水位（広帯域），原子炉水位（燃料域）及び原子

炉水位（SA）は原子炉水位を監視又は推定でき，原子炉圧

力，原子炉圧力（SA），高圧代替注水系系統流量及び復水

貯蔵槽水位（SA）は原子炉圧力容器へ注水するための高圧

代替注水系の作動状況を確認できる設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

ホ(3)(ⅱ)b.(a-3)-①a 重大事故等が発生し，当該重

大事故等に対処するために監視することが必要なパラ

メータとして，原子炉圧力容器内の温度，圧力及び水位，

原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水量，原子炉

格納容器内の温度，圧力，水位，水素濃度及び酸素濃度，

原子炉建屋内の水素濃度，未臨界の維持又は監視，最終

ヒートシンクの確保の監視，格納容器バイパスの監視並

びに水源の確保の監視に必要なパラメータを計測する

装置を設ける設計とする。 

＜中略＞ 

2.3 計測結果の表示，記録及び保存 

＜中略＞ 

ホ(3)(ⅱ)b.(a-3)-①b 炉心損傷防止対策及び格納容

器破損防止対策等を成功させるために必要な発電用原

子炉施設の状態を把握するためのパラメータを計測す

る装置は，設計基準事故等に想定される変動範囲の最大

設計及び工事の計画のホ(3) 

(ⅱ)b.(a-3)-①a 及びホ(3) 

(ⅱ)b.(a-3)-①b は，設置変

更許可申請書（本文（五号））

のホ(3)(ⅱ)b.(a-3)-①を全

て含んでおり，整合している。 
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 値を考慮し，適切に対応するための計測範囲を有する設

計とする。また，重大事故等が発生し，当該重大事故等

に対処するために監視することが必要な原子炉圧力容

器内の温度，圧力及び水位並びに原子炉圧力容器及び原

子炉格納容器への注水量等のパラメータの計測が困難

となった場合又は計測範囲を超えた場合に，代替パラメ

ータにより推定ができる設計とする。 

＜中略＞ 

(a-4) 事象進展抑制のために用いる設備 

(a-4-1) ほう酸水注入系による進展抑制 

(4) 事象進展抑制のために用いる設備 

a. ほう酸水注入系による進展抑制 

【原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）】 

（基本設計方針） 

第 2章 個別項目 

5. 非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備 

5.4 ほう酸水注入系による原子炉冷却材圧力バウンダ

リ高圧時における事象の進展抑制 

  

高圧代替注水系及び原子炉隔離時冷却系を用いた発電

用原子炉への高圧注水により原子炉水位を維持できない

場合を想定した重大事故等対処設備として，ほう酸水注

入系は，ほう酸水注入系ポンプにより，ほう酸水を高圧炉

心注水系等を経由して原子炉圧力容器へ注入すること

で，重大事故等の進展を抑制できる設計とする。 

 

高圧代替注水系及び原子炉隔離時冷却系を用いた発電

用原子炉への高圧注水により原子炉水位を維持できない

場合を想定した重大事故等対処設備として，ほう酸水注

入系を使用する。 

ほう酸水注入系は，ほう酸水注入系ポンプ，ほう酸水注

入系貯蔵タンク，配管・弁類，計測制御装置等で構成し，

ほう酸水注入系ポンプにより，ほう酸水を高圧炉心注水

系等を経由して原子炉圧力容器へ注入することで，重大

事故等の進展を抑制できる設計とする。 

原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉

を冷却するための設備のうち，事象進展抑制のための設

備として，ほう酸水注入系を設ける設計とする。 

高圧代替注水系及び原子炉隔離時冷却系を用いた発

電用原子炉への高圧注水により原子炉水位を維持でき

ない場合を想定した重大事故等対処設備として使用す

るほう酸水注入系は，ほう酸水注入系ポンプにより，ほ

う酸水注入系貯蔵タンクのほう酸水を高圧炉心注水系

等を経由して原子炉圧力容器へ注入することで，重大事

故等の進展を抑制できる設計とする。 

ほう酸水注入系の流路として，設計基準対象施設であ

る原子炉圧力容器，炉心支持構造物，原子炉圧力容器内

部構造物及び配管貫通部を重大事故等対処設備として

使用することから，流路に係る機能について重大事故等

対処設備としての設計を行う。 

  

本系統の詳細については，へ,(5),(ⅻ) 緊急停止失敗

時に発電用原子炉を未臨界にするための設備に記載す

る。 

 

本系統の詳細については，「6.7 緊急停止失敗時に発

電用原子炉を未臨界にするための設備」に記載する。 

＜中略＞ 

 設置変更許可申請書（本文（五

号））「へ,(5),(ⅻ) 緊急停止

失敗時に発電用原子炉を未臨

界にするための設備」に示す。 
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ほう酸水注入系 

ほう酸水注入系ポンプホ(3)(ⅱ)b.(a)-⑤（ヘ,(4)他と兼

用） 

 

(2) ほう酸水注入系 

ａ．ほう酸水注入系ポンプ 

第 6.1.2－3表 ほう酸水注入系主要仕様に記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

   

ほう酸水注入系貯蔵タンクホ(3)(ⅱ)b.(a)-⑥（ヘ,(4)他

と兼用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．ほう酸水注入系貯蔵タンク 

第 6.1.2－3表 ほう酸水注入系主要仕様に記載する。 

   

ホ(3)(ⅱ)b.(a)-⑤ 

ホ(3)(ⅱ)b.(a)-⑥ 

整合性 

・設計及び工事の計画のホ(3)(ⅱ)b.(a)-⑤は，設置変更許可申請書（本文（五号））のホ(3)(ⅱ)b.(a)-⑤と同義であり，

整合している。 

・設計及び工事の計画のホ(3)(ⅱ)b.(a)-⑥は，設置変更許可申請書（本文（五号））のホ(3)(ⅱ)b.(a)-⑥と同義であり，

整合している。 

整合性 

・設計及び工事の計画のホ(3)(ⅱ)b.(a)-②は，設置変更許可申請書（本文（五号））のホ(3)(ⅱ)b.(a)-②と同義であり，

整合している。 

・設計及び工事の計画のホ(3)(ⅱ)b.(a)-③は，設置変更許可申請書（本文）のホ(3)(ⅱ)b.(a)-③a 及びホ(3)(ⅱ)b.(a)-

③b を詳細に記載しており，整合している。 

尚，設置変更許可申請書（本文（十号））の「182m3/h（8.12MPa[dif]において）～114m3/h（1.03MPa[dif]において）」は，

設計及び工事の計画の「Ⅴ-1-1-5-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（原子炉冷却系統施設）」の記載と同義

であり，整合している。 

・設計及び工事の計画のホ(3)(ⅱ)b.(a)-④は，設置変更許可申請書（本文（五号））のホ(3)(ⅱ)b.(a)-④を詳細に記載

しており，整合している。 
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(b) 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備 5.5 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設

備 

5.5.1 概要 

【原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）】 

（基本設計方針） 

第 2章 個別項目 

3. 原子炉冷却材の循環設備 

3.4 主蒸気 逃がし安全弁の機能 

3.4.3 主蒸気逃がし安全弁による原子炉冷却材圧力バ

ウンダリ高圧時の減圧 

  

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であって，

設計基準事故対処設備が有する発電用原子炉の減圧機能

が喪失した場合においても炉心の著しい損傷及び原子炉

格納容器の破損を防止するため，原子炉冷却材圧力バウ

ンダリを減圧するために必要な重大事故等対処設備ホ

(3)(ⅱ)b.(b)-①を設置及び保管する。 

 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であって，

設計基準事故対処設備が有する発電用原子炉の減圧機能

が喪失した場合においても炉心の著しい損傷及び原子炉

格納容器の破損を防止するため，原子炉冷却材圧力バウ

ンダリを減圧するために必要な重大事故等対処設備を設

置及び保管する。 

＜中略＞ 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であっ

て，設計基準事故対処設備が有する発電用原子炉の減

圧機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷及

び原子炉格納容器の破損を防止するため，原子炉冷却

材圧力バウンダリを減圧するために必要な重大事故等

対処設備ホ(3)(ⅱ)b.(b)-①として，主蒸気逃がし安全

弁を設ける設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

設計及び工事の計画のホ(3) 

(ⅱ)b.(b)-①は，設置変更許

可申請書（本文（五号））のホ

(3)(ⅱ)b.(b)-①と同義であ

り，整合している。 

 

 5.5.2  設計方針 3.4.3 主蒸気逃がし安全弁による原子炉冷却材圧力バ

ウンダリ高圧時の減圧 

  

原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するためのホ(3) 

(ⅱ)b.(b)-②設備のうち，原子炉冷却材圧力バウンダリ

が高圧時に炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損

を防止するための設備として逃がし安全弁を設ける。 

原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備の

うち，原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧時に炉心の著

しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するための設

備として逃がし安全弁を設ける。 

原子炉冷却材圧力バウンダリがホ(3)(ⅱ)b.(b)-②高

圧の状態であって，設計基準事故対処設備が有する発

電用原子炉の減圧機能が喪失した場合においても炉心

の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するた

め，原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するために必

要な重大事故等対処設備として，主蒸気逃がし安全弁

を設ける設計とする。 

設計及び工事の計画のホ(3) 

(ⅱ)b.(b)-②は，設置変更許

可申請書（本文（五号））のホ

(3)(ⅱ)b.(b)-②と同義であ

り，整合している。 

 

(b-1) フロントライン系故障時に用いる設備 

(b-1-1) 原子炉減圧の自動化 

(1)フロントライン系故障時に用いる設備 

a. 原子炉減圧の自動化 

 

 

  

逃がし安全弁の自動減圧機能が喪失した場合の重大事

故等対処設備として，逃がし安全弁は，代替自動減圧ロジ

ック（代替自動減圧機能）からの信号により，自動減圧機

能用アキュムレータに蓄圧された窒素ガスをアクチュエ

ータのピストンに供給することで作動し，蒸気を排気管

によりサプレッション・チェンバのプール水面下に導き

凝縮させることで，原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧

できる設計とする。 

 

逃がし安全弁の自動減圧機能が喪失した場合の重大事

故等対処設備として，逃がし安全弁を代替自動減圧ロジ

ック（代替自動減圧機能）により作動させ使用する。 

逃がし安全弁は，代替自動減圧ロジック（代替自動減圧

機能）からの信号により，自動減圧機能用アキュムレータ

に蓄圧された窒素ガスをアクチュエータのピストンに供

給することで作動し，蒸気を排気管によりサプレッショ

ン・チェンバのプール水面下に導き凝縮させることで，原

子炉冷却材圧力バウンダリを減圧できる設計とする。 

主蒸気逃がし安全弁の自動減圧機能が喪失した場合

の重大事故等対処設備として使用する主蒸気逃がし安

全弁は，代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）か

らの信号により，主蒸気逃がし安全弁自動減圧機能用ア

キュムレータに蓄圧された窒素ガスをアクチュエータ

のピストンに供給することで作動し，蒸気を排気管によ

りサプレッションチェンバのプール水面下に導き凝縮

させることで，原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧でき

る設計とする。 

＜中略＞ 
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  【計測制御系統施設】 

（基本設計方針） 

第 2章 個別項目 

3. 安全保護装置等 

3.2 工学的安全施設等 

3.2.3 自動減圧機能作動阻止 

  

なお，原子炉緊急停止失敗時に自動減圧系が作動する

と，高圧炉心注水系及び低圧注水系から大量の冷水が注

水され出力の急激な上昇につながるため，自動減圧系の

起動阻止スイッチにより自動減圧系及び代替自動減圧ロ

ジック（代替自動減圧機能）による自動減圧を阻止する。 

なお，原子炉緊急停止失敗時に自動減圧系が作動する

と，高圧炉心注水系及び低圧注水系から大量の冷水が注

水され出力の急激な上昇につながるため，自動減圧系の

起動阻止スイッチにより自動減圧系及び代替自動減圧ロ

ジック（代替自動減圧機能）による自動減圧を阻止する。 

＜中略＞ 

運転時の異常な過渡変化時において発電用原子炉の

運転を緊急に停止することができない事象が発生した

場合に，自動減圧系の起動阻止スイッチを 1個作動させ

ることで発電用原子炉の自動による減圧を防止できる

設計とする。原子炉緊急停止失敗時に自動減圧系が作動

すると，高圧炉心注水系及び低圧注水系から大量の冷水

が注水され出力の急激な上昇につながるため，自動減圧

系の起動阻止スイッチにより自動減圧系及び代替自動

減圧ロジック（代替自動減圧機能）による自動減圧を阻

止できる設計とする。 

  

  【原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）】 

（基本設計方針） 

第 2章 個別項目 

3. 原子炉冷却材の循環設備 

3.4 主蒸気 逃がし安全弁の機能 

3.4.3 主蒸気逃がし安全弁による原子炉冷却材圧力バ

ウンダリ高圧時の減圧 

 

 

 

 

 

(b-1-2) 手動による原子炉減圧 b. 手動による原子炉減圧 ＜中略＞   

逃がし安全弁の自動減圧機能が喪失した場合の重大事

故等対処設備として，逃がし安全弁は，中央制御室からの

遠隔手動操作により，逃がし弁機能用アキュムレータ又

は自動減圧機能用アキュムレータに蓄圧された窒素ガス

をアクチュエータのピストンに供給することで作動し，

蒸気を排気管によりサプレッション・チェンバのプール

水面下に導き凝縮させることで，原子炉冷却材圧力バウ

ンダリを減圧できる設計とする。 

逃がし安全弁の自動減圧機能が喪失した場合の重大事

故等対処設備として，逃がし安全弁を手動により作動さ

せて使用する。 

逃がし安全弁は，中央制御室からの遠隔手動操作によ

り，逃がし弁機能用アキュムレータ又は自動減圧機能用

アキュムレータに蓄圧された窒素ガスをアクチュエータ

のピストンに供給することで作動し，蒸気を排気管によ

りサプレッション・チェンバのプール水面下に導き凝縮

させることで，原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧でき

る設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

主蒸気逃がし安全弁の自動減圧機能が喪失した場合

の重大事故等対処設備として使用する主蒸気逃がし安

全弁は，中央制御室からの遠隔手動操作により，主蒸気

逃がし安全弁機能用アキュムレータ又は主蒸気逃がし

安全弁自動減圧機能用アキュムレータに蓄圧された窒

素ガスをアクチュエータのピストンに供給することで

作動し，蒸気を排気管によりサプレッションチェンバの

プール水面下に導き凝縮させることで，原子炉冷却材圧

力バウンダリを減圧できる設計とする。 

＜中略＞ 
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(b-2) サポート系故障時に用いる設備 

(b-2-1) 常設直流電源系統喪失時の減圧 

(2) サポート系故障時に用いる設備 

a. 常設直流電源系統喪失時の減圧 

【非常用電源設備】 

（基本設計方針） 

第 2章 個別項目 

3. 直流電源設備及び計測制御用電源設備 

3.3 逃がし安全弁用可搬型直流電源設備 

  

原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備の

うち，逃がし安全弁の機能回復のための重大事故等対処

設備として，可搬型直流電源設備を使用する。 

原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備の

うち，逃がし安全弁の機能回復のための重大事故等対処

設備として，可搬型直流電源設備を使用する。 

 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備

のうち，主蒸気逃がし安全弁の機能回復のための重大事

故等対処設備として，可搬型直流電源設備及び逃がし安

全弁用可搬型蓄電池を使用できる設計とする。 

  

(b-2-1-1) 可搬型直流電源設備による逃がし安全弁機能

回復 

(a) 可搬型直流電源設備による逃がし安全弁機能回復    

原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備の

うち，逃がし安全弁の機能回復のための重大事故等対処

設備として，可搬型直流電源設備は，逃がし安全弁の作動

に必要な常設直流電源系統が喪失した場合においても，

AM 用切替装置（SRV）を切り替えることにより，逃がし安

全弁（8 個）の作動に必要な電源を供給できる設計とす

る。 

 

原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備の

うち，逃がし安全弁の機能回復のための重大事故等対処

設備として，可搬型直流電源設備及びAM用切替装置（SRV）

を使用する。 

可搬型直流電源設備は，逃がし安全弁の作動に必要な

常設直流電源系統が喪失した場合においても，AM 用切替

装置（SRV）を切り替えることにより，逃がし安全弁（8個）

の作動に必要な電源を供給できる設計とする。 

＜中略＞ 

原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備

のうち，主蒸気逃がし安全弁の機能回復のための重大事

故等対処設備として使用する可搬型直流電源設備は，主

蒸気逃がし安全弁の作動に必要な常設直流電源系統が

喪失した場合においても，AM 用切替装置（SRV）

（125V,50A のものを 1 個）を切り替えることにより，

主蒸気逃がし安全弁（8個）の作動に必要な電源を供給

できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b-2-1-2) 逃がし安全弁用可搬型蓄電池による逃がし安

全弁機能回復 

(b) 逃がし安全弁用可搬型蓄電池による逃がし安全弁機

能回復 

   

 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備の

うち，逃がし安全弁の機能回復のための重大事故等対処

設備として，逃がし安全弁用可搬型蓄電池は，逃がし安全

弁の作動に必要な常設直流電源系統が喪失した場合にお

いても，逃がし安全弁の作動回路に接続することにより，

逃がし安全弁（2個）を一定期間にわたり連続して開状態

を保持できる設計とする。 

原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備の

うち，逃がし安全弁の機能回復のための重大事故等対処

設備として，逃がし安全弁用可搬型蓄電池を使用する。 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池は，逃がし安全弁の作動

に必要な常設直流電源系統が喪失した場合においても，

逃がし安全弁の作動回路に接続することにより，逃がし

安全弁（2個）を一定期間にわたり連続して開状態を保持

できる設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備

のうち，主蒸気逃がし安全弁の機能回復のための重大事

故等対処設備として使用する逃がし安全弁用可搬型蓄

電池は，主蒸気逃がし安全弁の作動に必要な常設直流電

源系統が喪失した場合においても，主蒸気逃がし安全弁

の作動回路に接続することにより，主蒸気逃がし安全弁

（2個）を一定期間にわたり連続して開状態を保持でき

る設計とする。 
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(b-2-2) 逃がし安全弁の作動に必要な窒素ガス喪失時の

減圧 

b. 逃がし安全弁の作動に必要な窒素ガス喪失時の減圧 

 

【計測制御系統施設】 

(基本設計方針) 

第 2章 個別項目 

5. 制御用空気設備 

5.2 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設

備 

＜中略＞ 

  

原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備の

うち，逃がし安全弁の機能回復のための重大事故等対処

設備として，ホ(3)(ⅱ)b.(b)(b-2)(b-2-2)-①高圧窒素ガ

ス供給系は，逃がし安全弁の作動に必要な逃がし弁機能

用アキュムレータ及び自動減圧機能用アキュムレータの

充填圧力が喪失した場合において，逃がし安全弁の作動

に必要な窒素ガスを供給できる設計とする。 

 

 なお，高圧窒素ガスボンベの圧力が低下した場合は，現

場で高圧窒素ガスボンベの切替え及び取替えが可能な設

計とする。 

原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備の

うち，逃がし安全弁の機能回復のための重大事故等対処

設備として，高圧窒素ガス供給系を使用する。 

高圧窒素ガス供給系は，逃がし安全弁の作動に必要な

逃がし弁機能用アキュムレータ及び自動減圧機能用アキ

ュムレータの充填圧力が喪失した場合において，逃がし

安全弁の作動に必要な窒素ガスを供給できる設計とす

る。 

なお，高圧窒素ガスボンベの圧力が低下した場合は，現

場で高圧窒素ガスボンベの切替え及び取替えが可能な設

計とする。 

＜中略＞ 

本系統の流路として，高圧窒素ガス供給系の配管及び

弁並びに逃がし弁機能用アキュムレータ及び自動減圧機

能用アキュムレータを重大事故等対処設備として使用す

る。 

その他，設計基準事故対処設備である逃がし安全弁を

重大事故等対処設備として使用する。 

原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備

のうち，主蒸気逃がし安全弁の機能回復のための重大事

故等対処設備として使用するホ(3)(ⅱ)b.(b)(b-2)(b-

2-2)-①逃がし安全弁の作動に必要な窒素ガス喪失時の

減圧設備は，主蒸気逃がし安全弁の作動に必要な主蒸気

逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ及び主蒸

気逃がし安全弁自動減圧機能用アキュムレータの充填

圧力が喪失した場合において，高圧窒素ガスボンベによ

り主蒸気逃がし安全弁の作動に必要な窒素ガスを供給

できる設計とする。 

高圧窒素ガスボンベの圧力が低下した場合は，現場で

高圧窒素ガスボンベの切替え及び取替えが可能な設計

とする。 

逃がし安全弁の作動に必要な窒素ガス喪失時の減圧

設備の流路として，主蒸気逃がし安全弁逃がし弁機能用

アキュムレータ，主蒸気逃がし安全弁自動減圧機能用ア

キュムレータ及び配管貫通部を重大事故等対処設備と

して使用することから，流路に係る機能について重大事

故等対処設備として設計する。 

 

 

設計及び工事の計画のホ(3) 

( ⅱ )b.(b)(b-2)(b-2-2)- ①

は，設置変更許可申請書（本

文（五号））のホ(3)(ⅱ)b.(b) 

(b-2) (b-2-2)-①と同義であ

り，整合している。 

 

  【原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。)】 

(基本設計方針) 

第 2章 個別項目 

3. 原子炉冷却材の循環設備 

3.4 主蒸気逃がし安全弁の機能 

  

(b-2-3) 代替電源設備を用いた逃がし安全弁の復旧 

(b-2-3-1) 代替直流電源設備による復旧 

 

c. 代替電源設備を用いた逃がし安全弁の復旧 

(a) 代替直流電源設備による復旧 

 

3.4.3 主蒸気逃がし安全弁による原子炉冷却材圧力バ

ウンダリ高圧時の減圧 

＜中略＞ 

  

全交流動力電源又は常設直流電源が喪失した場合の重

大事故等対処設備として，逃がし安全弁は，可搬型直流電

源設備により作動に必要な直流電源が供給されることに

全交流動力電源又は常設直流電源が喪失した場合の重

大事故等対処設備として，可搬型直流電源設備を使用す

る。 

全交流動力電源又は常設直流電源が喪失した場合の

重大事故等対処設備として使用する主蒸気逃がし安全

弁は，可搬型直流電源設備又は逃がし安全弁用可搬型蓄
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より機能を復旧し，原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧

できる設計とする。 

逃がし安全弁は，可搬型直流電源設備により作動に必

要な直流電源が供給されることにより機能を復旧し，原

子炉冷却材圧力バウンダリを減圧できる設計とする。 

＜中略＞ 

電池により作動に必要な直流電源が供給されることに

より機能を復旧し，原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧

できる設計とする。 

(b-2-3-2) 代替交流電源設備による復旧 (b) 代替交流電源設備による復旧    

 全交流動力電源又は常設直流電源が喪失した場合の重

大事故等対処設備として，逃がし安全弁は，常設代替交流

電源設備又は可搬型代替交流電源設備により所内蓄電式

直流電源設備を受電し，作動に必要な直流電源が供給さ

れることにより機能を復旧し，原子炉冷却材圧力バウン

ダリを減圧できる設計とする。 

 

全交流動力電源又は常設直流電源が喪失した場合の重

大事故等対処設備として，常設代替交流電源設備又は可

搬型代替交流電源設備を使用する。 

逃がし安全弁は，常設代替交流電源設備又は可搬型代

替交流電源設備により所内蓄電式直流電源設備を受電

し，作動に必要な直流電源が供給されることにより機能

を復旧し，原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧できる設

計とする。 

＜中略＞ 

全交流動力電源又は常設直流電源が喪失した場合の

重大事故等対処設備として使用する主蒸気逃がし安全

弁は，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設

備により所内蓄電式直流電源設備を受電し，作動に必要

な直流電源が供給されることにより機能を復旧し，原子

炉冷却材圧力バウンダリを減圧できる設計とする。 

＜中略＞ 

  

(b-3) 炉心損傷時における高圧溶融物放出／格納容器雰

囲気直接加熱の防止 

(3) 炉心損傷時における高圧溶融物放出／格納容器雰囲

気直接加熱の防止 

3.4.3 主蒸気逃がし安全弁による原子炉冷却材圧力バ

ウンダリ高圧時の減圧 

＜中略＞ 

  

原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備の

うち，炉心損傷時に原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧

状態である場合において，高圧溶融物放出及び格納容器

雰囲気直接加熱による原子炉格納容器の破損を防止する

ための重大事故等対処設備として，ホ(3)(ⅱ)b.(b)(b-

3)-①本系統は，(b-1-2) 手動による原子炉減圧と同じで

ある。 

 

原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備の

うち，炉心損傷時に原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧

状態である場合において，高圧溶融物放出及び格納容器

雰囲気直接加熱による原子炉格納容器の破損を防止する

ための重大事故等対処設備として，逃がし安全弁を使用

する。 

本系統は，「(1)b．手動による原子炉減圧」と同じであ

る。 

原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備

のうち，炉心損傷時に原子炉冷却材圧力バウンダリが

高圧状態である場合において，高圧溶融物放出及び格

納容器雰囲気直接加熱による原子炉格納容器の破損を

防止するための重大事故等対処設備として使用するホ

(3)(ⅱ)b.(b)(b-3)-①主蒸気逃がし安全弁は，中央制

御室からの遠隔手動操作により，主蒸気逃がし安全弁

逃がし弁機能用アキュムレータ又は主蒸気逃がし安全

弁自動減圧機能用アキュムレータに蓄圧された窒素ガ

スをアクチュエータのピストンに供給することで作動

し，蒸気を排気管によりサプレッションチェンバのプ

ール水面下に導き凝縮させることで，原子炉冷却材圧

力バウンダリを減圧できる設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

設計及び工事の計画のホ(3) 

(ⅱ)b.(b)(b-3)-①は，設置変

更許可申請書（本文（五号））

のホ(3)(ⅱ)b.(b)(b-3)-①を

具体的に記載しており，整合

している。 

 

(b-4) インターフェイスシステム LOCA 発生時に用いる

設備 

(4) インターフェイスシステム LOCA 発生時に用いる設

備 

11. インターフェイスシステム LOCA発生時に用いる

設備 

  

インターフェイスシステムLOCA発生時の重大事故等対

処設備として，逃がし安全弁は，中央制御室からの手動操

作によって作動させ，原子炉冷却材圧力バウンダリを減

圧させることで原子炉冷却材の漏えいを抑制できる設計

インターフェイスシステムLOCA発生時の重大事故等対

処設備として，逃がし安全弁，原子炉建屋ブローアウトパ

ネル及び高圧炉心注水系注入隔離弁を使用する。 

逃がし安全弁は，中央制御室からの手動操作によって

インターフェイスシステム LOCA 発生時の重大事故等

対処設備として使用する主蒸気逃がし安全弁は，中央制

御室からの手動操作によって作動させ，原子炉冷却材圧

力バウンダリを減圧させることで原子炉冷却材の漏え
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とする。 

 

作動させ，原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧させるこ

とで原子炉冷却材の漏えいを抑制できる設計とする。 

いを抑制できる設計とする。 

 

ホ(3)(ⅱ)b.(b)(b-4)-①原子炉建屋ブローアウトパネ

ルは，高圧の原子炉冷却材が原子炉建屋原子炉区域へ漏

えいして蒸気となり，原子炉建屋原子炉区域内の圧力が

上昇した場合において，外気との差圧により自動的に開

放し，原子炉建屋原子炉区域内の圧力及び温度を低下さ

せることができる設計とする。 

高圧炉心注水系注入隔離弁は，現場で弁を操作するこ

とにより原子炉冷却材の漏えい箇所を隔離できる設計と

する。 

原子炉建屋ブローアウトパネルは，高圧の原子炉冷却

材が原子炉建屋原子炉区域へ漏えいして蒸気となり，原

子炉建屋原子炉区域内の圧力が上昇した場合において，

外気との差圧により自動的に開放し，原子炉建屋原子炉

区域内の圧力及び温度を低下させることができる設計と

する。 

高圧炉心注水系注入隔離弁は，現場で弁を操作するこ

とにより原子炉冷却材の漏えい箇所を隔離できる設計と

する。 

＜中略＞ 

インターフェイスシステム LOCA 発生時の重大事故等

対処設備として使用する高圧炉心注水系注入隔離弁

（E22-F003B,C）は，現場で弁を操作することにより原

子炉冷却材の漏えい箇所を隔離できる設計とする。 

なお，設計基準事故対処設備である高圧炉心注水系注

入隔離弁（E22-F003B,C）を重大事故等対処設備（設計

基準拡張）として使用することから，重大事故等対処設

備としての設計を行う。 

 インターフェイスシステム LOCA 発生時の重大事故等

対処設備として使用するホ(3)(ⅱ)b.(b)(b-4)-①燃料

取替床ブローアウトパネル（設置枚数 4 枚，開放差圧

3.43kPa以下）は，高圧の原子炉冷却材が原子炉建屋原

子炉区域へ漏えいして蒸気となり，原子炉建屋原子炉区

域内の圧力が上昇した場合において，外気との差圧によ

り自動的に開放し，原子炉建屋原子炉区域内の圧力及び

温度を低下させることができる設計とする。 

設計及び工事の計画のホ(3) 

(ⅱ)b.(b)(b-4)-①は，設置変

更許可申請書（本文（五号））

のホ(3)(ⅱ)b.(b)(b-4)-①と

同義であり，整合している。 

 

 5.5.2.4  環境条件等 

＜中略＞ 

3.4 主蒸気逃がし安全弁の機能 

3.4.3 主蒸気逃がし安全弁による原子炉冷却材圧力バ

ウンダリ高圧時の減圧 

＜中略＞ 

  

逃がし安全弁は，想定される重大事故等時に確実に作

動するように，原子炉格納容器内に設置し，制御用空気が

喪失した場合に使用するホ(3)(ⅱ)b.(b)(b-4)-②高圧窒

素ガス供給系の高圧窒素ガスボンベの容量の設定も含め

て，想定される重大事故等時における環境条件を考慮し

た設計とする。操作は，中央制御室で可能な設計とする。 

逃がし安全弁は，想定される重大事故等時に確実に作

動するように，原子炉格納容器内に設置し，制御用空気が

喪失した場合に使用する高圧窒素ガス供給系の高圧窒素

ガスボンベの容量の設定も含めて，想定される重大事故

等時における環境条件を考慮した設計とする。 

逃がし安全弁の操作は，想定される重大事故等時にお

いて中央制御室で可能な設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

主蒸気逃がし安全弁は，想定される重大事故等時に確

実に作動するように，原子炉格納容器内に設置し，制御

用空気が喪失した場合に使用するホ(3)(ⅱ)b.(b)(b-

4)-②逃がし安全弁の作動に必要な窒素ガス喪失時の減

圧設備の高圧窒素ガスボンベの容量の設定も含めて，想

定される重大事故等時における環境条件を考慮した設

計とする。操作は，中央制御室で可能な設計とする。 

 

 

設計及び工事の計画のホ(3) 

(ⅱ)b.(b)(b-4)-②は，設置変

更許可申請書（本文（五号））

のホ(3)(ⅱ)b.(b)(b-4)-②と

同義であり，整合している。 
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（125V,50A のものを 1 個）を切り替えることにより，

主蒸気逃がし安全弁（8個）の作動に必要な電源を供給

できる設計とする。 

＜中略＞ 

  【原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）】 

（基本設計方針） 

第 2章 個別項目 

11. インターフェイスシステム LOCA発生時に用いる

設備 

＜中略＞ 

  

ホ(3)(ⅱ)b.(b)-⑥原子炉建屋ブローアウトパネル 

個数 ホ(3)(ⅱ)b.(b)-⑦1式 

 

(6) 原子炉建屋ブローアウトパネル 

個数 1式 

取付箇所 原子炉建屋地上 4階 

インターフェイスシステム LOCA 発生時の重大事故等

対処設備として使用するホ(3)(ⅱ)b.(b)-⑥燃料取替床

ブローアウトパネル（ホ(3)(ⅱ)b.(b)-⑦設置枚数 4枚，

開放差圧 3.43kPa以下）は，高圧の原子炉冷却材が原子

炉建屋原子炉区域へ漏えいして蒸気となり，原子炉建屋

原子炉区域内の圧力が上昇した場合において，外気との

差圧により自動的に開放し，原子炉建屋原子炉区域内の

圧力及び温度を低下させることができる設計とする。 

設計及び工事の計画のホ(3) 

(ⅱ)b.(b)-⑥は，設置変更許

可申請書（本文（五号））のホ

(3)(ⅱ)b.(a)-⑥と同義であ

り，整合している。 

 

設計及び工事の計画のホ(3) 

(ⅱ)b.(b)-⑦は，設置変更許

可申請書（本文（五号））のホ

(3)(ⅱ)b.(a)-⑦を具体的に

記載しており，整合している。 
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［可搬型重大事故等対処設備］  【非常用電源設備】 

（要目表） 

3 その他の電源装置に係る次の事項 

  

逃がし安全弁用可搬型蓄電池 

 

個数 1（予備 1） ただし，予備は 6号及び 7号炉共用 

容量 ホ(3)(ⅱ)b.(b)-⑧約 2,100Wh 

(4) 逃がし安全弁用可搬型蓄電池 

型式 リチウムイオン電池 

個数 1（予備 1） ただし，予備は 6号及び 7 号炉共用 

容量 約 2,100Wh 

電圧 135V 

使用箇所 原子炉建屋地下 1階 

保管場所 原子炉建屋地下 1階 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画のホ(3) 

(ⅱ)b.(b)-⑧は，設置変更許

可申請書（本文（五号））のホ

(3)(ⅱ)b.(b)-⑧を詳細に記

載しており，整合している。 

 

(c) 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉

を冷却するための設備 

 

5.6 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子

炉を冷却するための設備 

5.6.1 概要 

【原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）】 

（基本設計方針） 

第 2章 個別項目 

5．非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備 

5.3 低圧注水機能 

5.3.2 低圧代替注水系による原子炉冷却材圧力バウン

ダリ低圧時における発電用原子炉の冷却 

(1) 低圧代替注水系（常設）による発電用原子炉の冷

却 

  

原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態であって，

設計基準事故対処設備が有する発電用原子炉の冷却機能

が喪失した場合においても炉心の著しい損傷及び原子炉

格納容器の破損を防止するため，発電用原子炉を冷却す

原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態であって，

設計基準事故対処設備が有する発電用原子炉の冷却機能

が喪失した場合においても炉心の著しい損傷及び原子炉

格納容器の破損を防止するため，発電用原子炉を冷却す

原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態であって，

設計基準事故対処設備が有する発電用原子炉の冷却機

能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷及び原

子炉格納容器の破損を防止するため，発電用原子炉を冷

設計及び工事の計画のホ(3) 

(ⅱ)b.(c)-①a 及びホ(3) 

(ⅱ)b.(c)-①b は，設置変更

許可申請書（本文（五号））の

 

ホ(3)(ⅱ)b.(b)-⑧ 
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るために必要な重大事故等対処設備ホ(3)(ⅱ)b.(c)-①

を設置及び保管する。 

 

るために必要な重大事故等対処設備を設置及び保管す

る。 

＜中略＞ 

却するために必要な重大事故等対処設備ホ(3)(ⅱ)b. 

(c)-①a として，炉心の著しい損傷に至るまでの時間的

余裕のない場合に対応するための低圧代替注水系（常

設）を設ける設計とする。 

＜中略＞ 

ホ(3)(ⅱ)b.(c)-①を具体的

に記載しており，整合してい

る。 

  (2) 低圧代替注水系（可搬型）による発電用原子炉の

冷却 

原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態であって，

設計基準事故対処設備が有する発電用原子炉の冷却機

能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷及び原

子炉格納容器の破損を防止するため，発電用原子炉を冷

却するために必要な重大事故等対処設備ホ(3)(ⅱ)b. 

(c)-①b として，低圧代替注水系（可搬型）を設ける設

計とする。 

＜中略＞ 

  

 5.6.2  設計方針 (2) 低圧代替注水系（可搬型）による発電用原子炉の

冷却 

  

原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧ホ(3)(ⅱ)b.(c)-

②時に発電用原子炉を冷却するための設備のうち，発電

用原子炉を冷却し，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容

器の破損を防止するための設備として，低圧代替注水系

（可搬型）を設ける。 

 

 

原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧時に発電用原子炉

を冷却するための設備のうち，発電用原子炉を冷却し，炉

心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するた

めの設備として，低圧代替注水系（可搬型）を設ける。 

 

 

原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧ホ(3)(ⅱ)b.(c)-

②の状態であって，設計基準事故対処設備が有する発電

用原子炉の冷却機能が喪失した場合においても炉心の

著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するため，

発電用原子炉を冷却するために必要な重大事故等対処

設備として，低圧代替注水系（可搬型）を設ける設計と

する。 

＜中略＞ 

設計及び工事の計画のホ(3) 

(ⅱ)b.(c)-②は，設置変更許

可申請書（本文（五号））のホ

(3)(ⅱ)b.(c)-②と同義であ

り，整合している。 

 

また，炉心の著しい損傷に至るまでの時間的余裕のな

い場合に対応するため，低圧代替注水系（常設）を設け

る。 

また，炉心の著しい損傷に至るまでの時間的余裕のな

い場合に対応するため，低圧代替注水系（常設）を設け

る。 

原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態であって，

設計基準事故対処設備が有する発電用原子炉の冷却機

能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷及び原

子炉格納容器の破損を防止するため，発電用原子炉を冷

却するために必要な重大事故等対処設備として，炉心の

著しい損傷に至るまでの時間的余裕のない場合に対応

するための低圧代替注水系（常設）を設ける設計とする。 

＜中略＞ 
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(c-1) 原子炉運転中の場合に用いる設備 

(c-1-1) フロントライン系故障時に用いる設備 

(c-1-1-1) 低圧代替注水系（常設）による発電用原子炉

の冷却 

(1) 原子炉運転中の場合に用いる設備 

a. フロントライン系故障時に用いる設備 

(a) 低圧代替注水系（常設）による発電用原子炉の冷却 

(1) 低圧代替注水系（常設）による発電用原子炉の冷

却 

＜中略＞ 

  

残留熱除去系（低圧注水モード）の機能が喪失した場合

の重大事故等対処設備として，低圧代替注水系（常設）

は，復水移送ポンプにより，復水貯蔵槽の水を残留熱除去

系等を経由して原子炉圧力容器へ注水することで炉心を

冷却できる設計とする。 

低圧代替注水系（常設）は，ホ(3)(ⅱ)b.(c)(c-1)(c-1-

1)(c-1-1-1)-①非常用交流電源設備に加えて，代替所内

電気設備を経由した常設代替交流電源設備又は可搬型代

替交流電源設備からの給電が可能な設計とする。 

残留熱除去系（低圧注水モード）の機能が喪失した場合

の重大事故等対処設備として，低圧代替注水系（常設）を

使用する。 

低圧代替注水系（常設）は，復水移送ポンプ，配管・弁

類，計測制御装置等で構成し，復水移送ポンプにより，復

水貯蔵槽の水を残留熱除去系等を経由して原子炉圧力容

器へ注水することで炉心を冷却できる設計とする。 

低圧代替注水系（常設）は，非常用交流電源設備に加え

て，代替所内電気設備を経由した常設代替交流電源設備

又は可搬型代替交流電源設備からの給電が可能な設計と

する。 

＜中略＞ 

残留熱除去系（低圧注水モード）の機能が喪失した場

合又は全交流動力電源喪失により，残留熱除去系（低圧

注水モード）が起動できない場合の重大事故等対処設備

として使用する低圧代替注水系（常設）は，復水移送ポ

ンプにより，復水貯蔵槽の水を残留熱除去系等を経由し

て原子炉圧力容器へ注水することで炉心を冷却できる

設計とする。 

＜中略＞ 

低圧代替注水系（常設）は，ホ(3)(ⅱ)b.(c)(c-1)(c-

1-1)(c-1-1-1)-①非常用ディーゼル発電設備に加えて，

代替所内電気設備を経由した常設代替交流電源設備又

は可搬型代替交流電源設備からの給電が可能な設計と

する。 

低圧代替注水系（常設）の流路として，設計基準対象

施設である原子炉圧力容器，炉心支持構造物，原子炉圧

力容器内部構造物及び配管貫通部を重大事故等対処設

備として使用することから，流路に係る機能について重

大事故等対処設備としての設計を行う。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画のホ(3) 

(ⅱ)b.(c)(c-1)(c-1-1)(c-1-

1-1)-①は，設置変更許可申請

書（本文（五号））のホ(3)（ⅱ） 

b.(c)(c-1)(c-1-1)(c-1-1-1) 

-①と同義であり，整合してい

る。 

 

(c-1-1-2) 低圧代替注水系（可搬型）による発電用原子

炉の冷却 

(b) 低圧代替注水系（可搬型）による発電用原子炉の冷

却 

(2) 低圧代替注水系（可搬型）による発電用原子炉の

冷却 

＜中略＞ 

  

残留熱除去系（低圧注水モード）の機能が喪失した場合

の重大事故等対処設備として，低圧代替注水系（可搬型）

は，可搬型代替注水ポンプ（A-2級）により，代替淡水源

の水を残留熱除去系等を経由して原子炉圧力容器に注水

することで炉心を冷却できる設計とする。 

低圧代替注水系（可搬型）は，ホ(3)(ⅱ)b.(c)(c-1)(c-

1-1)(c-1-1-2)-①代替淡水源が枯渇した場合において，

重大事故等の収束に必要となる水の供給設備である大容

量送水車（海水取水用）により海を利用できる設計とす

る。 

低圧代替注水系（可搬型）は，ホ(3)(ⅱ)b.(c)(c-1)(c-

残留熱除去系（低圧注水モード）の機能が喪失した場合

の重大事故等対処設備として，低圧代替注水系（可搬型）

を使用する。 

低圧代替注水系（可搬型）は，可搬型代替注水ポンプ

（A-2 級），配管・ホース・弁類，計測制御装置等で構成

し，可搬型代替注水ポンプ（A-2級）により，代替淡水源

の水を残留熱除去系等を経由して原子炉圧力容器に注水

することで炉心を冷却できる設計とする。 

低圧代替注水系（可搬型）は，代替淡水源が枯渇した場

合において，重大事故等の収束に必要となる水の供給設

備である大容量送水車（海水取水用）により海を利用でき

残留熱除去系（低圧注水モード）の機能が喪失した場

合又は全交流動力電源喪失により，残留熱除去系（低圧

注水モード）が起動できない場合の重大事故等対処設備

として使用する低圧代替注水系（可搬型）は，可搬型代

替注水ポンプ（A-2級）により，代替淡水源の水を残留

熱除去系等を経由して原子炉圧力容器に注水すること

で炉心を冷却できる設計とする。 

＜中略＞ 

低圧代替注水系（可搬型）は，ホ(3)(ⅱ)b.(c)(c-1)(c-

1-1)(c-1-1-2)-②非常用ディーゼル発電設備に加えて，

代替所内電気設備を経由した常設代替交流電源設備又

設計及び工事の計画のホ(3) 

(ⅱ)b.(c)(c-1)(c-1-1)(c-1-

1-2)-①a 及びホ(3)(ⅱ)b. 

(c)(c-1)(c-1-1)(c-1-1-2)-

①b は，設置変更許可申請書

（本文（五号））のホ(3)(ⅱ) 

b.(c)(c-1)(c-1-1)(c-1-1-2) 

-①と同義であり，整合してい

る。 

 

設計及び工事の計画のホ(3) 
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1-1)(c-1-1-2)-②非常用交流電源設備に加えて，代替所

内電気設備を経由した常設代替交流電源設備又は可搬型

代替交流電源設備からの給電が可能な設計とする。 

また，可搬型代替注水ポンプ（A-2級）は，ディーゼル

エンジンにより駆動できる設計とする。 

 

 

る設計とする。 

低圧代替注水系（可搬型）は，非常用交流電源設備に加

えて，代替所内電気設備を経由した常設代替交流電源設

備又は可搬型代替交流電源設備からの給電が可能な設計

とする。 

また，可搬型代替注水ポンプ（A-2級）は，ディーゼル

エンジンにより駆動できる設計とする。 

＜中略＞ 

は可搬型代替交流電源設備からの給電が可能な設計と

する。 

可搬型代替注水ポンプ（A-2級）は，ディーゼルエン

ジンにより駆動できる設計とする。 

低圧代替注水系（可搬型）の流路として，設計基準対

象施設である原子炉圧力容器，炉心支持構造物，原子炉

圧力容器内部構造物及び配管貫通部を重大事故等対処

設備として使用することから，流路に係る機能について

重大事故等対処設備としての設計を行う。 

(ⅱ)b.(c)(c-1)(c-1-1)(c-1-

1-2)-②は，設置変更許可申請

書（本文（五号））のホ(3)(ⅱ) 

b.(c)(c-1)(c-1-1)(c-1-1-2) 

-②と同義であり，整合してい

る。 

 

  5.5 水の供給設備 

5.5.1 重大事故等の収束に必要となる水源 

  

  設計基準事故の収束に必要な水源とは別に，重大事

故等の収束に必要となる十分な量の水を有する水源を

確保することに加えて，設計基準事故対処設備及び重大

事故等対処設備に対して重大事故等の収束に必要とな

る十分な量の水を供給するために必要な重大事故等対

処設備として，復水貯蔵槽，サプレッションチェンバ及

びほう酸水注入系貯蔵タンクを重大事故等の収束に必

要となる水源として設ける設計とする。 

これら重大事故等の収束に必要となる水源とは別

に，代替淡水源として防火水槽及び淡水貯水池を設ける

設計とする。 

また，淡水が枯渇した場合に，海を水源として利用で

きる設計とする。 

＜中略＞ 

(5) 海からの水の供給 

 海は，想定される重大事故等時において，ホ(3)(ⅱ) 

b.(c)(c-1)(c-1-1)(c-1-1-2)-①a 淡水が枯渇した場合

に，復水貯蔵槽へ水を供給するための水源であるととも

に，原子炉圧力容器への注水及び原子炉格納容器へのス

プレイに使用する設計基準事故対処設備が機能喪失し

た場合の代替手段である低圧代替注水系（可搬型），代

替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）及び格納容器下部

注水系（可搬型）の水源として，また，使用済燃料貯蔵

プールの冷却又は注水に使用する設計基準事故対処設

備が機能喪失した場合の代替手段である燃料プール代

替注水系の水源として海を利用するための重大事故等
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対処設備として，さらに，代替原子炉補機冷却系及び原

子炉建屋放水設備の水源として利用できる設計とする。 

大容量送水車（海水取水用）（「6,7 号機共用」（以下同

じ。））は，海水を各系統へ供給できる設計とする。 

5.5.2 水源へ水を供給するための設備 

設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備に対

して，重大事故等の収束に必要となる十分な量のホ(3) 

(ⅱ)b.(c)(c-1)(c-1-1)(c-1-1-2)-①b 水を供給するた

めに必要な設備として，可搬型代替注水ポンプ（A-2級）

を設ける設計とする。 

また，海を利用するために必要な設備として，大容量

送水車（海水取水用）を設ける設計とする。 

代替水源からの移送ルートを確保するとともに，可

搬型のホース，可搬型代替注水ポンプ（A-2級）及び大

容量送水車（海水取水用）については，複数箇所に分散

して保管する。 

(c-1-2) サポート系故障時に用いる設備 

(c-1-2-1) 低圧代替注水系（常設）による発電用原子炉

の冷却 

b. サポート系故障時に用いる設備 

(a) 低圧代替注水系（常設）による発電用原子炉の冷却 

5.3 低圧注水機能 

5.3.2 低圧代替注水系による原子炉冷却材圧力バウン

ダリ低圧時における発電用原子炉の冷却 

(1) 低圧代替注水系（常設）による発電用原子炉の冷

却 

＜中略＞ 

  

全交流動力電源喪失により，残留熱除去系（低圧注水モ

ード）が起動できない場合の重大事故等対処設備として

使用する低圧代替注水系（常設）は，ホ(3)(ⅱ)b.(c)(c-

1)(c-1-2)(c-1-2-1)-①(c-1-1-1) 低圧代替注水系（常

設）による発電用原子炉の冷却と同じである。 

全交流動力電源喪失により，残留熱除去系（低圧注水モ

ード）が起動できない場合の重大事故等対処設備として

使用する低圧代替注水系（常設）は，「(1)a.(a) 低圧代替

注水系（常設）による発電用原子炉の冷却」と同じであ

る。 

残留熱除去系（低圧注水モード）の機能が喪失した場

合又は全交流動力電源喪失により，残留熱除去系（低圧

注水モード）が起動できない場合の重大事故等対処設備

として使用する低圧代替注水系（常設）は，ホ(3)(ⅱ)b. 

(c)(c-1)(c-1-2)(c-1-2-1)-①復水移送ポンプにより，

復水貯蔵槽の水を残留熱除去系等を経由して原子炉圧

力容器へ注水することで炉心を冷却できる設計とする。 

＜中略＞ 

低圧代替注水系（常設）は，非常用ディーゼル発電設

備に加えて，代替所内電気設備を経由した常設代替交流

電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電が可

能な設計とする。 

低圧代替注水系（常設）の流路として，設計基準対象

施設である原子炉圧力容器，炉心支持構造物，原子炉圧

力容器内部構造物及び配管貫通部を重大事故等対処設

 

 

設計及び工事の計画のホ(3) 

(ⅱ)b.(c)(c-1)(c-1-2)(c-1-

2-1)-①は，設置変更許可申請

書（本文（五号））のホ(3)(ⅱ) 

b.(c)(c-1)(c-1-2)(c-1-2-1) 

-①を具体的に記載しており，

整合している。 
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備として使用することから，流路に係る機能について重

大事故等対処設備としての設計を行う。 

(c-1-2-2) 低圧代替注水系（可搬型）による発電用原子

炉の冷却 

(b) 低圧代替注水系（可搬型）による発電用原子炉の冷

却 

(2) 低圧代替注水系（可搬型）による発電用原子炉の

冷却 

＜中略＞ 

  

全交流動力電源喪失により，残留熱除去系（低圧注水モ

ード）が起動できない場合の重大事故等対処設備として

使用する低圧代替注水系（可搬型）は，ホ(3)(ⅱ)b.(c)(c-

1)(c-1-2)(c-1-2-2)-①(c-1-1-2) 低圧代替注水系（可搬

型）による発電用原子炉の冷却と同じである。 

全交流動力電源喪失により，残留熱除去系（低圧注水モ

ード）が起動できない場合の重大事故等対処設備として

使用する低圧代替注水系（可搬型）は，「(1)a.(b) 低圧代

替注水系（可搬型）による発電用原子炉の冷却」と同じで

ある。 

 

残留熱除去系（低圧注水モード）の機能が喪失した場

合又は全交流動力電源喪失により，残留熱除去系（低圧

注水モード）が起動できない場合の重大事故等対処設備

として使用する低圧代替注水系（可搬型）は，ホ(3)(ⅱ) 

b.(c)(c-1)(c-1-2)(c-1-2-2)-①a 可搬型代替注水ポン

プ（A-2級）により，代替淡水源の水を残留熱除去系等

を経由して原子炉圧力容器に注水することで炉心を冷

却できる設計とする。 

＜中略＞ 

低圧代替注水系（可搬型）は，非常用ディーゼル発電

設備に加えて，代替所内電気設備を経由した常設代替交

流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電が

可能な設計とする。 

可搬型代替注水ポンプ（A-2級）は，ディーゼルエン

ジンにより駆動できる設計とする。 

低圧代替注水系（可搬型）の流路として，設計基準対

象施設である原子炉圧力容器，炉心支持構造物，原子炉

圧力容器内部構造物及び配管貫通部を重大事故等対処

設備として使用することから，流路に係る機能について

重大事故等対処設備としての設計を行う。 

 

 

設計及び工事の計画のホ(3) 

(ⅱ)b.(c)(c-1)(c-1-2)(c-1-

2-2)-①a～ホ(3)(ⅱ)b.(c) 

(c-1)(c-1-2)(c-1-2-2)- ① c

は，設置変更許可申請書（本

文（五号））のホ(3)（ⅱ）b.(c) 

(c-1)(c-1-2)(c-1-2-2)-①を

具体的に記載しており，整合

している。 

 

 

  5.5 水の供給設備 

5.5.1 重大事故等の収束に必要となる水源 

  

  設計基準事故の収束に必要な水源とは別に，重大事

故等の収束に必要となる十分な量の水を有する水源を

確保することに加えて，設計基準事故対処設備及び重大

事故等対処設備に対して重大事故等の収束に必要とな

る十分な量の水を供給するために必要な重大事故等対

処設備として，復水貯蔵槽，サプレッションチェンバ及

びほう酸水注入系貯蔵タンクを重大事故等の収束に必

要となる水源として設ける設計とする。 

これら重大事故等の収束に必要となる水源とは別

に，代替淡水源として防火水槽及び淡水貯水池を設ける
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設計とする。 

また，淡水が枯渇した場合に，海を水源として利用で

きる設計とする。 

＜中略＞ 

(5) 海からの水の供給 

 海は，想定される重大事故等時において，ホ(3)(ⅱ) 

b.(c)(c-1)(c-1-2)(c-1-2-2)-①b 淡水が枯渇した場合

に，復水貯蔵槽へ水を供給するための水源であるととも

に，原子炉圧力容器への注水及び原子炉格納容器へのス

プレイに使用する設計基準事故対処設備が機能喪失し

た場合の代替手段である低圧代替注水系（可搬型），代

替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）及び格納容器下部

注水系（可搬型）の水源として，また，使用済燃料貯蔵

プールの冷却又は注水に使用する設計基準事故対処設

備が機能喪失した場合の代替手段である燃料プール代

替注水系の水源として海を利用するための重大事故等

対処設備として，さらに，代替原子炉補機冷却系及び原

子炉建屋放水設備の水源として利用できる設計とする。 

大容量送水車（海水取水用）（「6,7号機共用」（以下同

じ。））は，海水を各系統へ供給できる設計とする。 

5.5.2 水源へ水を供給するための設備 

設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備に対

して，ホ(3)(ⅱ)b.(c)(c-1)(c-1-2)(c-1-2-2)-①c 重大

事故等の収束に必要となる十分な量の水を供給するた

めに必要な設備として，可搬型代替注水ポンプ（A-2級）

を設ける設計とする。 

また，海を利用するために必要な設備として，大容量

送水車（海水取水用）を設ける設計とする。 

代替水源からの移送ルートを確保するとともに，可

搬型のホース，可搬型代替注水ポンプ（A-2級）及び大

容量送水車（海水取水用）については，複数箇所に分散

して保管する。 
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(c-1-2-3) 常設代替交流電源設備による残留熱除去系

（低圧注水モード）の復旧 

(c) 常設代替交流電源設備による残留熱除去系（低圧注

水モード）の復旧 

5.3.1 低圧注水系の機能 

＜中略＞ 

  

全交流動力電源喪失により，残留熱除去系（低圧注水モ

ード）が起動できない場合の重大事故等対処設備として，

常設代替交流電源設備ホ(3)(ⅱ)b.(c)(c-1)(c-1-2)(c-

1-2-3)-①を使用し，残留熱除去系（低圧注水モード）を

復旧する。 

 残留熱除去系（低圧注水モード）は，常設代替交流電源

設備からの給電により機能を復旧し，残留熱除去系ポン

プによりサプレッション・チェンバのプール水を原子炉

圧力容器へ注水することで炉心を冷却できる設計とす

る。 

 本系統に使用する冷却水は，原子炉補機冷却系又は代

替原子炉補機冷却系から供給できる設計とする。 

全交流動力電源喪失により，残留熱除去系（低圧注水モ

ード）が起動できない場合の重大事故等対処設備として，

常設代替交流電源設備を使用し，残留熱除去系（低圧注水

モード）を復旧する。 

 残留熱除去系（低圧注水モード）は，常設代替交流電源

設備からの給電により機能を復旧し，残留熱除去系ポン

プによりサプレッション・チェンバのプール水を原子炉

圧力容器へ注水することで炉心を冷却できる設計とす

る。 

 本系統に使用する冷却水は，原子炉補機冷却系又は代

替原子炉補機冷却系から供給できる設計とする。 

＜中略＞ 

全交流動力電源喪失により，残留熱除去系（低圧注水

モード）が起動できない場合の重大事故等対処設備とし

て使用する残留熱除去系（低圧注水モード）は，常設代

替交流電源設備ホ(3)(ⅱ)b.(c)(c-1)(c-1-2)(c-1-2-

3)-①からの給電により復旧できる設計とする。残留熱

除去系（低圧注水モード）は，常設代替交流電源設備か

らの給電により機能を復旧し，残留熱除去系ポンプによ

りサプレッションチェンバのプール水を原子炉圧力容

器へ注水することで炉心を冷却できる設計とする。本系

統に使用する冷却水は，原子炉補機冷却水系及び原子炉

補機冷却海水系又は代替原子炉補機冷却系から供給で

きる設計とする。 

低圧注水系の流路として，設計基準対象施設である原

子炉圧力容器，炉心支持構造物，原子炉圧力容器内部構

造物，残留熱除去系熱交換器，原子炉格納容器（サプレ

ッションチェンバ）及び配管貫通部を重大事故等対処設

備として使用することから，流路に係る機能について重

大事故等対処設備としての設計を行う。 

 

 

設計及び工事の計画のホ(3) 

(ⅱ)b.(c)(c-1)(c-1-2)(c-1-

2-3)-①は，設置変更許可申請

書（本文（五号））のホ(3)（ⅱ）

b.(c)(c-1)(c-1-2)(c-1-2-3) 

-①を具体的に記載しており，

整合している。 

 

 

(c-1-3) 溶融炉心が原子炉圧力容器内に残存する場合に

用いる設備 

(c-1-3-1) 低圧代替注水系（常設）による残留溶融炉心

の冷却 

c. 溶融炉心が原子炉圧力容器内に残存する場合に用い

る設備 

(a) 低圧代替注水系（常設）による残留溶融炉心の冷却 

5.3.2 低圧代替注水系による原子炉冷却材圧力バウン

ダリ低圧時における発電用原子炉の冷却 

(1) 低圧代替注水系（常設）による発電用原子炉の冷

却 

＜中略＞ 

  

炉心の著しい損傷，溶融が発生した場合において，原子

炉圧力容器内に溶融炉心が存在する場合に，溶融炉心を

冷却し，原子炉格納容器の破損を防止するための重大事

故等対処設備として，低圧代替注水系（常設）は，復水移

送ポンプにより，復水貯蔵槽の水を残留熱除去系等を経

由して原子炉圧力容器へ注水することで原子炉圧力容器

内に存在する溶融炉心を冷却できる設計とする。 

 低圧代替注水系（常設）は，ホ(3)(ⅱ)b.(c)(c-1)(c-1-

3)(c-1-3-1)-①非常用交流電源設備に加えて，代替所内

電気設備を経由した常設代替交流電源設備又は可搬型代

替交流電源設備からの給電が可能な設計とする。 

 

 炉心の著しい損傷，溶融が発生した場合において，原子

炉圧力容器内に溶融炉心が存在する場合に，溶融炉心を

冷却し，原子炉格納容器の破損を防止するための重大事

故等対処設備として，低圧代替注水系（常設）を使用す

る。 

低圧代替注水系（常設）は，復水移送ポンプ，配管・弁

類，計測制御装置等で構成し，復水移送ポンプにより，復

水貯蔵槽の水を残留熱除去系等を経由して原子炉圧力容

器へ注水することで原子炉圧力容器内に存在する溶融炉

心を冷却できる設計とする。 

低圧代替注水系（常設）は，非常用交流電源設備に加え

て，代替所内電気設備を経由した常設代替交流電源設備

炉心の著しい損傷，溶融が発生した場合において，原

子炉圧力容器内に溶融炉心が存在する場合に，溶融炉心

を冷却し，原子炉格納容器の破損を防止するための重大

事故等対処設備として使用する低圧代替注水系（常設）

は，復水移送ポンプにより，復水貯蔵槽の水を残留熱除

去系等を経由して原子炉圧力容器へ注水することで原

子炉圧力容器内に存在する溶融炉心を冷却できる設計

とする。 

＜中略＞ 

低圧代替注水系（常設）は，ホ(3)(ⅱ)b.(c)(c-1)(c-

1-3)(c-1-3-1)-①a 非常用ディーゼル発電設備に加え

て，代替所内電気設備を経由した常設代替交流電源設備

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画のホ(3) 

(ⅱ)b.(c)(c-1)(c-1-3)(c-1-

3-1)-①a 及びホ(3)(ⅱ)b. 

(c)(c-1)(c-1-3)(c-1-3-1)-

①b は，設置変更許可申請書
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又は可搬型代替交流電源設備からの給電が可能な設計と

する。 

又は可搬型代替交流電源設備からの給電が可能な設計

とする。 

低圧代替注水系（常設）の流路として，設計基準対象

施設である原子炉圧力容器，炉心支持構造物，原子炉圧

力容器内部構造物及び配管貫通部を重大事故等対処設

備として使用することから，流路に係る機能について重

大事故等対処設備としての設計を行う。 

（本文（五号））のホ(3)（ⅱ）

b.(c)(c-1)(c-1-3)(c-1-3-1) 

-①と同義であり，整合してい

る。 

  【原子炉格納施設】 

（基本設計方針） 

第 2章 個別項目 

3. 圧力低減設備その他の安全設備 

3.2 原子炉格納容器安全設備 

3.2.6 溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下遅延・

防止のための原子炉圧力容器への注水及び注入 

(1) 低圧代替注水系（常設）による原子炉圧力容器へ

の注水 

＜中略＞ 

低圧代替注水系（常設）は，復水移送ポンプにより，

復水貯蔵槽の水を残留熱除去系等を経由して原子炉圧

力容器へ注水することで溶融炉心を冷却できる設計と

する。 

 低圧代替注水系（常設）は，ホ(3)(ⅱ)b.(c)(c-1)(c-

1-3)(c-1-3-1)-①b 非常用ディーゼル発電設備に加え

て，代替所内電気設備を経由した常設代替交流電源設備

又は可搬型代替交流電源設備からの給電が可能な設計

とする。 

低圧代替注水系（常設）の流路として，設計基準対象

施設である原子炉圧力容器，原子炉圧力容器内部構造物

及び配管貫通部を重大事故等対処設備として使用する

ことから，流路に係る機能について重大事故等対処設備

としての設計を行う。 

  

 本系統の詳細については，(c-1-1-1)低圧代替注水系

（常設）による発電用原子炉の冷却に記載する。 

本系統の詳細については，「(1)a.(a) 低圧代替注水系

（常設）による発電用原子炉の冷却」に記載する。 

 設置変更許可申請書（本文（五

号））「(c-1-1-1)低圧代替注水

系（常設）による発電用原子

炉の冷却」に示す。 
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(c-1-3-2) 低圧代替注水系（可搬型）による残留溶融炉

心の冷却 

(b) 低圧代替注水系（可搬型）による残留溶融炉心の冷

却 

【原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）】 

（基本設計方針） 

第 2章 個別項目 

5．非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備 

5.3 低圧注水機能 

5.3.2 低圧代替注水系による原子炉冷却材圧力バウン

ダリ低圧時における発電用原子炉の冷却 

(2) 低圧代替注水系（可搬型）による発電用原子炉の

冷却 

＜中略＞ 

  

 炉心の著しい損傷，溶融が発生した場合において，原子

炉圧力容器内に溶融炉心が存在する場合に，溶融炉心を

冷却し，原子炉格納容器の破損を防止するための重大事

故等対処設備として，低圧代替注水系（可搬型）は，可搬

型代替注水ポンプ（A-2級）により，代替淡水源の水を残

留熱除去系等を経由して原子炉圧力容器に注水すること

で原子炉圧力容器内に存在する溶融炉心を冷却できる設

計とする。 

低圧代替注水系（可搬型）は，ホ(3)（ⅱ）b.(c)(c-1)(c-

1-3)(c-1-3-2)-①代替淡水源が枯渇した場合において，

重大事故等の収束に必要となる水の供給設備である大容

量送水車（海水取水用）からの送水により海を利用できる

設計とする。 

 低圧代替注水系（可搬型）は，ホ(3)（ⅱ）b.(c)(c-1)(c-

1-3)(c-1-3-2)-②非常用交流電源設備に加えて，代替所

内電気設備を経由した常設代替交流電源設備又は可搬型

代替交流電源設備からの給電が可能な設計とする。 

また，可搬型代替注水ポンプ（A-2級）は，ディーゼル

エンジンにより駆動できる設計とする。 

 

 

 炉心の著しい損傷，溶融が発生した場合において，原子

炉圧力容器内に溶融炉心が存在する場合に，溶融炉心を

冷却し，原子炉格納容器の破損を防止するための重大事

故等対処設備として，低圧代替注水系（可搬型）を使用す

る。 

 低圧代替注水系（可搬型）は，可搬型代替注水ポンプ

（A-2 級），配管・ホース・弁類，計測制御装置等で構成

し，可搬型代替注水ポンプ（A-2級）により，代替淡水源

の水を残留熱除去系等を経由して原子炉圧力容器に注水

することで原子炉圧力容器内に存在する溶融炉心を冷却

できる設計とする。 

低圧代替注水系（可搬型）は，代替淡水源が枯渇した場

合において，重大事故等の収束に必要となる水の供給設

備である大容量送水車（海水取水用）からの送水により海

を利用できる設計とする。 

低圧代替注水系（可搬型）は，非常用交流電源設備に加

えて，代替所内電気設備を経由した常設代替交流電源設

備又は可搬型代替交流電源設備からの給電が可能な設計

とする。 

また，可搬型代替注水ポンプ（A-2級）は，ディーゼル

エンジンにより駆動できる設計とする。燃料は，燃料補給

設備である軽油タンク及びタンクローリ（4kL）により補

給できる設計とする。 

炉心の著しい損傷，溶融が発生した場合において，原

子炉圧力容器内に溶融炉心が存在する場合に，溶融炉心

を冷却し，原子炉格納容器の破損を防止するための重大

事故等対処設備として使用する低圧代替注水系（可搬

型）は，可搬型代替注水ポンプ（A-2級）により，代替

淡水源の水を残留熱除去系等を経由して原子炉圧力容

器に注水することで原子炉圧力容器内に存在する溶融

炉心を冷却できる設計とする。 

＜中略＞ 

低圧代替注水系（可搬型）は，ホ(3)（ⅱ）b.(c)(c-

1)(c-1-3)(c-1-3-2)-②a 非常用ディーゼル発電設備に

加えて，代替所内電気設備を経由した常設代替交流電源

設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電が可能な

設計とする。 

可搬型代替注水ポンプ（A-2級）は，ディーゼルエン

ジンにより駆動できる設計とする。 

低圧代替注水系（可搬型）の流路として，設計基準対

象施設である原子炉圧力容器，炉心支持構造物，原子炉

圧力容器内部構造物及び配管貫通部を重大事故等対処

設備として使用することから，流路に係る機能について

重大事故等対処設備としての設計を行う。 

 

 

5.5 水の供給設備 

5.5.1 重大事故等の収束に必要となる水源 

設計基準事故の収束に必要な水源とは別に，重大事

故等の収束に必要となる十分な量の水を有する水源を

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画のホ(3) 

(ⅱ)b.(c)(c-1)(c-1-3)(c-1-

3-2)-①a 及びホ(3)（ⅱ）b. 

(c)(c-1)(c-1-3)(c-1-3-2)-

①b は，設置変更許可申請書

（本文（五号））のホ(3)（ⅱ）

b.(c)(c-1)(c-1-3)(c-1-3-2) 

-①と同義であり，整合してい

る。 

 

設計及び工事の計画のホ(3) 

(ⅱ)b.(c)(c-1)(c-1-3)(c-1-

3-2)-②a 及びホ(3)（ⅱ）b. 

(c)(c-1)(c-1-3)(c-1-3-2)-

②b は，設置変更許可申請書

（本文（五号））のホ(3)（ⅱ）

b.(c)(c-1)(c-1-3)(c-1-3-2) 

-②と同義であり，整合してい

る。 
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確保することに加えて，設計基準事故対処設備及び重大

事故等対処設備に対して重大事故等の収束に必要とな

る十分な量の水を供給するために必要な重大事故等対

処設備として，復水貯蔵槽，サプレッションチェンバ及

びほう酸水注入系貯蔵タンクを重大事故等の収束に必

要となる水源として設ける設計とする。 

 

  これら重大事故等の収束に必要となる水源とは別

に，代替淡水源として防火水槽及び淡水貯水池を設ける

設計とする。 

また，淡水が枯渇した場合に，海を水源として利用で

きる設計とする。 

＜中略＞ 

(5) 海からの水の供給 

 海は，想定される重大事故等時において，ホ(3)（ⅱ）

b.(c)(c-1)(c-1-3)(c-1-3-2)-①a 淡水が枯渇した場合

に，復水貯蔵槽へ水を供給するための水源であるととも

に，原子炉圧力容器への注水及び原子炉格納容器へのス

プレイに使用する設計基準事故対処設備が機能喪失し

た場合の代替手段である低圧代替注水系（可搬型），代

替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）及び格納容器下部

注水系（可搬型）の水源として，また，使用済燃料貯蔵

プールの冷却又は注水に使用する設計基準事故対処設

備が機能喪失した場合の代替手段である燃料プール代

替注水系の水源として海を利用するための重大事故等

対処設備として，さらに，代替原子炉補機冷却系及び原

子炉建屋放水設備の水源として利用できる設計とする。 

大容量送水車（海水取水用）（「6,7 号機共用」（以下

同じ。））は，海水を各系統へ供給できる設計とする。 

5.5.2 水源へ水を供給するための設備 

設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備に対

して，重大事故等の収束に必要となる十分な量のホ(3)

（ⅱ）b.(c)(c-1)(c-1-3)(c-1-3-2)-①b 水を供給する

ために必要な設備として，可搬型代替注水ポンプ（A-2

級）を設ける設計とする。 

また，海を利用するために必要な設備として，大容量

送水車（海水取水用）を設ける設計とする。 

代替水源からの移送ルートを確保するとともに，可
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搬型のホース，可搬型代替注水ポンプ（A-2級）及び大

容量送水車（海水取水用）については，複数箇所に分散

して保管する。 

  【原子炉格納施設】 

（基本設計方針） 

第 2章 個別項目 

3. 圧力低減設備その他の安全設備 

3.2 原子炉格納容器安全設備 

3.2.6 溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下遅延・

防止のための原子炉圧力容器への注水及び注入 

(2) 低圧代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器

への注水 

＜中略＞ 

低圧代替注水系（可搬型）は，可搬型代替注水ポンプ

（A-2級）により，代替淡水源の水を残留熱除去系等を

経由して原子炉圧力容器に注水することで溶融炉心を

冷却できる設計とする。 

 低圧代替注水系（可搬型）は，ホ(3)（ⅱ）b.(c)(c-

1)(c-1-3)(c-1-3-2)-②b 非常用ディーゼル発電設備に

加えて，代替所内電気設備を経由した常設代替交流電源

設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電が可能な

設計とする。 

可搬型代替注水ポンプ（A-2級）は，ディーゼルエン

ジンにより駆動できる設計とする。 

低圧代替注水系（可搬型）の流路として，設計基準対

象施設である原子炉圧力容器，原子炉圧力容器内部構造

物及び配管貫通部を重大事故等対処設備として使用す

ることから，流路に係る機能について重大事故等対処設

備としての設計を行う。 

  

本系統の詳細については，(c-1-1-2) 低圧代替注水系

（可搬型）による発電用原子炉の冷却に記載する。 

本系統の詳細については，「(1)a.(b) 低圧代替注水系

（可搬型）による発電用原子炉の冷却」に記載する。 

 設置変更許可申請書（本文（五

号））「(c-1-1-2) 低圧代替注

水系（可搬型）による発電用

原子炉の冷却」に示す。 
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(c-2) 原子炉停止中の場合に用いる設備 

(c-2-1) フロントライン系故障時に用いる設備 

(c-2-1-1) 低圧代替注水系（常設）による発電用原子炉

の冷却 

(2) 原子炉停止中の場合に用いる設備 

a. フロントライン系故障時に用いる設備 

(a) 低圧代替注水系（常設）による発電用原子炉の冷却 

【原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）】 

（基本設計方針） 

第 2章 個別項目 

5．非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備 

5.3 低圧注水機能 

5.3.2 低圧代替注水系による原子炉冷却材圧力バウン

ダリ低圧時における発電用原子炉の冷却 

(1) 低圧代替注水系（常設）による発電用原子炉の冷

却 

＜中略＞ 

  

原子炉停止中において残留熱除去系（原子炉停止時冷

却モード）の機能が喪失した場合の重大事故等対処設備

として使用する低圧代替注水系（常設）は，ホ(3)(ⅱ)b. 

(c)(c-2)(c-2-1)(c-2-1-1)-①(c-1-1-1) 低圧代替注水

系（常設）による発電用原子炉の冷却と同じである。 

原子炉停止中において残留熱除去系（原子炉停止時冷

却モード）の機能が喪失した場合の重大事故等対処設備

として使用する低圧代替注水系（常設）は，「(1)a.(a) 低

圧代替注水系（常設）による発電用原子炉の冷却」と同じ

である。 

原子炉停止中において残留熱除去系（原子炉停止時冷

却モード）の機能が喪失した場合及び原子炉停止中にお

いて全交流動力電源喪失により，残留熱除去系（原子炉

停止時冷却モード）が起動できない場合の重大事故等対

処設備として使用する低圧代替注水系（常設）は，ホ(3) 

(ⅱ)b.(c)(c-2)(c-2-1)(c-2-1-1)-①復水移送ポンプに

より，復水貯蔵槽の水を残留熱除去系等を経由して原子

炉圧力容器へ注水することで炉心を冷却できる設計と

する。 

低圧代替注水系（常設）は，非常用ディーゼル発電設

備に加えて，代替所内電気設備を経由した常設代替交流

電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電が可

能な設計とする。 

低圧代替注水系（常設）の流路として，設計基準対象

施設である原子炉圧力容器，炉心支持構造物，原子炉圧

力容器内部構造物及び配管貫通部を重大事故等対処設

備として使用することから，流路に係る機能について重

大事故等対処設備としての設計を行う。 

設計及び工事の計画のホ(3) 

(ⅱ)b.(c)(c-2)(c-2-1)(c-2-

1-1)-①は，設置変更許可申請

書（本文（五号））のホ(3)（ⅱ）

b.(c)(c-2)(c-2-1)(c-2-1-1) 

-①を具体的に記載しており，

整合している。 

 

 

(c-2-1-2) 低圧代替注水系（可搬型）による発電用原子

炉の冷却 

(b) 低圧代替注水系（可搬型）による発電用原子炉の冷

却 

(2) 低圧代替注水系（可搬型）による発電用原子炉の

冷却 

＜中略＞ 

  

 原子炉停止中において残留熱除去系（原子炉停止時冷

却モード）の機能が喪失した場合の重大事故等対処設備

として使用する低圧代替注水系（可搬型）は，ホ(3)(ⅱ)b. 

(c)(c-2)(c-2-1)(c-2-1-2)-①(c-1-1-2) 低圧代替注水

系（可搬型）による発電用原子炉の冷却と同じである。 

 原子炉停止中において残留熱除去系（原子炉停止時冷

却モード）の機能が喪失した場合の重大事故等対処設備

として使用する低圧代替注水系（可搬型）は，「(1)a.(b) 

低圧代替注水系（可搬型）による発電用原子炉の冷却」と

同じである。 

原子炉停止中において残留熱除去系（原子炉停止時冷

却モード）の機能が喪失した場合及び原子炉停止中にお

いて全交流動力電源喪失により，残留熱除去系（原子炉

停止時冷却モード）が起動できない場合の重大事故等対

処設備として使用する低圧代替注水系（可搬型）は，ホ

(3)(ⅱ)b.(c)(c-2)(c-2-1)(c-2-1-2)-①a 可搬型代替

 

 

設計及び工事の計画のホ(3) 

(ⅱ)b.(c)(c-2)(c-2-1)(c-2-

1-2)-①a～ホ(3)(ⅱ)b.(c) 

(c-2)(c-2-1)(c-2-1-2)- ① c
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注水ポンプ（A-2級）により，代替淡水源の水を残留熱

除去系等を経由して原子炉圧力容器に注水することで

炉心を冷却できる設計とする。 

低圧代替注水系（可搬型）は，非常用ディーゼル発電

設備に加えて，代替所内電気設備を経由した常設代替交

流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電が

可能な設計とする。 

可搬型代替注水ポンプ（A-2級）は，ディーゼルエン

ジンにより駆動できる設計とする。 

低圧代替注水系（可搬型）の流路として，設計基準対

象施設である原子炉圧力容器，炉心支持構造物，原子炉

圧力容器内部構造物及び配管貫通部を重大事故等対処

設備として使用することから，流路に係る機能について

重大事故等対処設備としての設計を行う。 

は，設置変更許可申請書（本

文（五号））のホ(3)（ⅱ）b.(c) 

(c-2)(c-2-1)(c-2-1-2)-①を

具体的に記載しており，整合

している。 

 

  5.5 水の供給設備 

5.5.1 重大事故等の収束に必要となる水源 

  

  設計基準事故の収束に必要な水源とは別に，重大事

故等の収束に必要となる十分な量の水を有する水源を

確保することに加えて，設計基準事故対処設備及び重大

事故等対処設備に対して重大事故等の収束に必要とな

る十分な量の水を供給するために必要な重大事故等対

処設備として，復水貯蔵槽，サプレッションチェンバ及

びほう酸水注入系貯蔵タンクを重大事故等の収束に必

要となる水源として設ける設計とする。 

これら重大事故等の収束に必要となる水源とは別

に，代替淡水源として防火水槽及び淡水貯水池を設ける

設計とする。 

また，淡水が枯渇した場合に，海を水源として利用で

きる設計とする。 

＜中略＞ 

(5) 海からの水の供給 

 海は，想定される重大事故等時において，ホ(3)(ⅱ) 

b.(c)(c-2)(c-2-1)(c-2-1-2)-①b 淡水が枯渇した場合

に，復水貯蔵槽へ水を供給するための水源であるととも

に，原子炉圧力容器への注水及び原子炉格納容器へのス

プレイに使用する設計基準事故対処設備が機能喪失し

た場合の代替手段である低圧代替注水系（可搬型），代

  



 

                                                                   ホ-61 

 

K7
 ①

 Ⅴ
-1
-1
-1
-1
 R
1 

設置変更許可申請書（本文（五号）） 設置変更許可申請書（添付書類八） 該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）及び格納容器下部

注水系（可搬型）の水源として，また，使用済燃料貯蔵

プールの冷却又は注水に使用する設計基準事故対処設

備が機能喪失した場合の代替手段である燃料プール代

替注水系の水源として海を利用するための重大事故等

対処設備として，さらに，代替原子炉補機冷却系及び原

子炉建屋放水設備の水源として利用できる設計とする。 

大容量送水車（海水取水用（「6,7号機共用」（以下同

じ。））は，海水を各系統へ供給できる設計とする。 

5.5.2 水源へ水を供給するための設備 

設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備に対

して，ホ(3)(ⅱ)b.(c)(c-2)(c-2-1)(c-2-1-2)-①c 重大

事故等の収束に必要となる十分な量の水を供給するた

めに必要な設備として，可搬型代替注水ポンプ（A-2級）

を設ける設計とする。 

また，海を利用するために必要な設備として，大容量

送水車（海水取水用）を設ける設計とする。 

代替水源からの移送ルートを確保するとともに，可

搬型のホース，可搬型代替注水ポンプ（A-2級）及び大

容量送水車（海水取水用）については，複数箇所に分散

して保管する。 

(c-2-2) サポート系故障時に用いる設備  

(c-2-2-1) 低圧代替注水系（常設）による発電用原子炉

の冷却 

b. サポート系故障時に用いる設備 

(a) 低圧代替注水系（常設）による発電用原子炉の冷却 

 

5.3.2 低圧代替注水系による原子炉冷却材圧力バウン

ダリ低圧時における発電用原子炉の冷却 

(1) 低圧代替注水系（常設）による発電用原子炉の冷

却 

＜中略＞ 

  

 原子炉停止中において全交流動力電源喪失により，残

留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）が起動できない場

合の重大事故等対処設備として使用する低圧代替注水系

（常設）は，ホ(3)(ⅱ)b.(c)(c-2)(c-2-2)(c-2-2-1)-①

(c-1-1-1) 低圧代替注水系（常設）による発電用原子炉

の冷却と同じである。 

 

 原子炉停止中において全交流動力電源喪失により，残

留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）が起動できない場

合の重大事故等対処設備として使用する低圧代替注水系

（常設）は，「(1)a.(a) 低圧代替注水系（常設）による発

電用原子炉の冷却」と同じである。 

 

原子炉停止中において残留熱除去系（原子炉停止時冷

却モード）の機能が喪失した場合及び原子炉停止中にお

いて全交流動力電源喪失により，残留熱除去系（原子炉

停止時冷却モード）が起動できない場合の重大事故等対

処設備として使用する低圧代替注水系（常設）は，ホ

(3)(ⅱ)b.(c)(c-2)(c-2-2)(c-2-2-1)-①復水移送ポン

プにより，復水貯蔵槽の水を残留熱除去系等を経由して

原子炉圧力容器へ注水することで炉心を冷却できる設

計とする。 

低圧代替注水系（常設）は，非常用ディーゼル発電設

備に加えて，代替所内電気設備を経由した常設代替交流

 

 

 

設計及び工事の計画のホ(3) 

(ⅱ)b.(c)(c-2)(c-2-2)(c-2-

2-1)-①は，設置変更許可申請

書（本文（五号））のホ(3)（ⅱ）

b.(c)(c-2)(c-2-2)(c-2-2-1) 

-①を具体的に記載しており，

整合している。 
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電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電が可

能な設計とする。 

低圧代替注水系（常設）の流路として，設計基準対象

施設である原子炉圧力容器，炉心支持構造物，原子炉圧

力容器内部構造物及び配管貫通部を重大事故等対処設

備として使用することから，流路に係る機能について重

大事故等対処設備としての設計を行う。 

(c-2-2-2) 低圧代替注水系（可搬型）による発電用原子

炉の冷却 

(b) 低圧代替注水系（可搬型）による発電用原子炉の冷

却 

 

(2) 低圧代替注水系（可搬型）による発電用原子炉の

冷却 

＜中略＞ 

  

 原子炉停止中において全交流動力電源喪失により，残

留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）が起動できない場

合の重大事故等対処設備として使用する低圧代替注水系

（可搬型）は，ホ(3)(ⅱ)b.(c)(c-2)(c-2-2)(c-2-2-2)-①

(c-1-1-2) 低圧代替注水系（可搬型）による発電用原子

炉の冷却と同じである。 

原子炉停止中において全交流動力電源喪失により，残

留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）が起動できない場

合の重大事故等対処設備として使用する低圧代替注水系

（可搬型）は，「(1)a.(b) 低圧代替注水系（可搬型）によ

る発電用原子炉の冷却」と同じである。 

原子炉停止中において残留熱除去系（原子炉停止時冷

却モード）の機能が喪失した場合及び原子炉停止中にお

いて全交流動力電源喪失により，残留熱除去系（原子炉

停止時冷却モード）が起動できない場合の重大事故等対

処設備として使用する低圧代替注水系（可搬型）は，ホ

(3)(ⅱ)b.(c)(c-2)(c-2-2)(c-2-2-2)-①a 可搬型代替

注水ポンプ（A-2級）により，代替淡水源の水を残留熱

除去系等を経由して原子炉圧力容器に注水することで

炉心を冷却できる設計とする。 

低圧代替注水系（可搬型）は，非常用ディーゼル発電

設備に加えて，代替所内電気設備を経由した常設代替交

流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電が

可能な設計とする。 

可搬型代替注水ポンプ（A-2級）は，ディーゼルエン

ジンにより駆動できる設計とする。 

低圧代替注水系（可搬型）の流路として，設計基準対

象施設である原子炉圧力容器，炉心支持構造物，原子炉

圧力容器内部構造物及び配管貫通部を重大事故等対処

設備として使用することから，流路に係る機能について

重大事故等対処設備としての設計を行う。 

 

 

 

設計及び工事の計画のホ(3) 

(ⅱ)b.(c)(c-2)(c-2-2)(c-2-

2-2)-①a～ホ(3)(ⅱ)b.(c) 

(c-2)(c-2-2)(c-2-2-2)- ① c

は，設置変更許可申請書（本

文（五号））のホ(3)（ⅱ）b.(c) 

(c-2)(c-2-2)(c-2-2-2)-①を

具体的に記載しており，整合

している。 

 

 

  5.5 水の供給設備 

5.5.1 重大事故等の収束に必要となる水源 

  

  設計基準事故の収束に必要な水源とは別に，重大事

故等の収束に必要となる十分な量の水を有する水源を

確保することに加えて，設計基準事故対処設備及び重大

事故等対処設備に対して重大事故等の収束に必要とな

る十分な量の水を供給するために必要な重大事故等対
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処設備として，復水貯蔵槽，サプレッションチェンバ及

びほう酸水注入系貯蔵タンクを重大事故等の収束に必

要となる水源として設ける設計とする。 

これら重大事故等の収束に必要となる水源とは別

に，代替淡水源として防火水槽及び淡水貯水池を設ける

設計とする。 

また，淡水が枯渇した場合に，海を水源として利用で

きる設計とする。 

＜中略＞ 

(5) 海からの水の供給 

 海は，想定される重大事故等時において，ホ(3)(ⅱ) 

b.(c)(c-2)(c-2-2)(c-2-2-2)-①b 淡水が枯渇した場合

に，復水貯蔵槽へ水を供給するための水源であるととも

に，原子炉圧力容器への注水及び原子炉格納容器へのス

プレイに使用する設計基準事故対処設備が機能喪失し

た場合の代替手段である低圧代替注水系（可搬型），代

替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）及び格納容器下部

注水系（可搬型）の水源として，また，使用済燃料貯蔵

プールの冷却又は注水に使用する設計基準事故対処設

備が機能喪失した場合の代替手段である燃料プール代

替注水系の水源として海を利用するための重大事故等

対処設備として，さらに，代替原子炉補機冷却系及び原

子炉建屋放水設備の水源として利用できる設計とする。 

大容量送水車（海水取水用）（「6,7号機共用」（以下同

じ。））は，海水を各系統へ供給できる設計とする。 

5.5.2 水源へ水を供給するための設備 

設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備に対

して，ホ(3)(ⅱ)b.(c)(c-2)(c-2-2)(c-2-2-2)-①c 重大

事故等の収束に必要となる十分な量の水を供給するた

めに必要な設備として，可搬型代替注水ポンプ（A-2級）

を設ける設計とする。 

また，海を利用するために必要な設備として，大容量

送水車（海水取水用）を設ける設計とする。 

代替水源からの移送ルートを確保するとともに，可

搬型のホース，可搬型代替注水ポンプ（A-2級）及び大

容量送水車（海水取水用）については，複数箇所に分散

して保管する。 
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(c-2-2-3) 常設代替交流電源設備による残留熱除去系

（原子炉停止時冷却モード）の復旧 

(c) 常設代替交流電源設備による残留熱除去系（原子炉

停止時冷却モード）の復旧 

4. 残留熱除去設備 

4.1 残留熱除去系の機能 

＜中略＞ 

  

原子炉停止中において全交流動力電源喪失により，残

留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）が起動できない場

合の重大事故等対処設備として，常設代替交流電源設備

ホ(3)(ⅱ)b.(c)(c-2)(c-2-2)(c-2-2-3)-①を使用し，残

留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）を復旧する。 

 

 原子炉停止中において全交流動力電源喪失により，残

留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）が起動できない場

合の重大事故等対処設備として，常設代替交流電源設備

を使用し，残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）を復

旧する。 

 

原子炉停止中において全交流動力電源喪失により，残

留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）が起動できない

場合の重大事故等対処設備として使用する残留熱除去

系（原子炉停止時冷却モード）は，常設代替交流電源設

備ホ(3)(ⅱ)b.(c)(c-2)(c-2-2)(c-2-2-3)-①からの給

電により復旧できる設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

設計及び工事の計画のホ(3) 

(ⅱ)b.(c)(c-2)(c-2-2)(c-2-

2-3)-①は，設置変更許可申請

書（本文（五号））のホ(3)（ⅱ）

b.(c)(c-2)(c-2-2)(c-2-2-3) 

-①と同義であり，整合してい

る。 

 

  4.1 残留熱除去系の機能 

＜中略＞ 

  

残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）は，常設代替

交流電源設備からの給電によりホ(3)(ⅱ)b.(c)(c-2)(c-

2-2)(c-2-2-3)-②機能を復旧し，冷却材を原子炉圧力容

器から残留熱除去系ポンプ及び熱交換器を経由して原子

炉圧力容器に戻すことにより炉心を冷却できる設計とす

る。 

本系統に使用する冷却水はホ(3)(ⅱ)b.(c)(c-2)(c-2-

2)(c-2-2-3)-③原子炉補機冷却系又は代替原子炉補機冷

却系から供給できる設計とする。 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）は，常設代替

交流電源設備からの給電により機能を復旧し，冷却材を

原子炉圧力容器から残留熱除去系ポンプ及び熱交換器を

経由して原子炉圧力容器に戻すことにより炉心を冷却で

きる設計とする。 

本系統に使用する冷却水は原子炉補機冷却系又は代替

原子炉補機冷却系から供給できる設計とする。 

＜中略＞ 

原子炉停止中において全交流動力電源喪失により，残

留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）が起動できない

場合の重大事故等対処設備として使用する残留熱除去

系（原子炉停止時冷却モード）は，常設代替交流電源設

備からの給電により復旧できる設計とする。ホ(3)(ⅱ) 

b.(c)(c-2)(c-2-2)(c-2-2-3)-②残留熱除去系（原子炉

停止時冷却モード）機能を復旧し，冷却材を原子炉圧力

容器から残留熱除去系ポンプ及び残留熱除去系熱交換

器を経由して原子炉圧力容器に戻すことにより炉心を

冷却できる設計とする。本系統に使用する冷却水は，ホ

(3)(ⅱ)b.(c)(c-2)(c-2-2)(c-2-2-3)-③原子炉補機冷

却水系及び原子炉補機冷却海水系又は代替原子炉補機

冷却系から供給できる設計とする。 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）の流路とし

て，設計基準対象施設である原子炉圧力容器，炉心支持

構造物，原子炉圧力容器内部構造物及び配管貫通部を重

大事故等対処設備として使用することから，流路に係る

機能について重大事故等対処設備としての設計を行う。 

 

設計及び工事の計画のホ(3) 

(ⅱ)b.(c)(c-2)(c-2-2)(c-2-

2-3)-②は，設置変更許可申請

書（本文（五号））のホ(3)（ⅱ）

b.(c)(c-2)(c-2-2)(c-2-2-3) 

-②と同義であり，整合してい

る。 

 

設計及び工事の計画のホ(3) 

(ⅱ)b.(c)(c-2)(c-2-2)(c-2-

2-3)-③は，設置変更許可申請

書（本文（五号））のホ(3)（ⅱ）

b.(c)(c-2)(c-2-2)(c-2-2-3) 

-③を具体的に記載しており，

整合している。 

 

 

 常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，代替

所内電気設備については，ヌ,(2),(ⅳ) 代替電源設備に

記載する。 

常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，代替

所内電気設備及び燃料補給設備については，「10.2 代替

電源設備」に記載する。 

 設置変更許可申請書（本文（五

号））「ヌ,(2),(ⅳ) 代替電源

設備」に示す。 
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 5.6.2.1  多様性及び独立性，位置的分散 

＜中略＞ 

 

5．非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備 

5.3 低圧注水機能 

5.3.2 低圧代替注水系による原子炉冷却材圧力バウン

ダリ低圧時における発電用原子炉の冷却 

(1) 低圧代替注水系（常設）による発電用原子炉の冷

却 

a. 多様性，位置的分散及び独立性 

  

低圧代替注水系（常設）は，残留熱除去系（低圧注水モ

ード）と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，

復水移送ポンプを代替所内電気設備を経由した常設代替

交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電に

より駆動することで，非常用所内電気設備を経由したホ

(3)(ⅱ)b.(c)(c-2)(c-2-2)(c-2-2-3)-②非常用交流電源

設備からの給電により駆動する残留熱除去系ポンプを用

いた残留熱除去系（低圧注水モード）に対して多様性を有

する設計とする。 

低圧代替注水系（常設）の電動弁は，ハンドルを設けて

手動操作を可能とすることで，非常用交流電源設備から

の給電による遠隔操作に対して多様性を有する設計とす

る。また，低圧代替注水系（常設）の電動弁は，代替所内

電気設備を経由して給電する系統において，独立した電

路で系統構成することにより，非常用所内電気設備を経

由して給電する系統に対して独立性を有する設計とす

る。また，低圧代替注水系（常設）は，復水貯蔵槽を水源

とすることで，サプレッション・チェンバを水源とする残

留熱除去系（低圧注水モード）に対して異なる水源を有す

る設計とする。 

 復水移送ポンプ及び復水貯蔵槽は，廃棄物処理建屋内

に設置することで，原子炉建屋内の残留熱除去系ポンプ

及びサプレッション・チェンバと共通要因によって同時

に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

 

低圧代替注水系（常設）は，残留熱除去系（低圧注水モ

ード）と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，

復水移送ポンプを代替所内電気設備を経由した常設代替

交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電に

より駆動することで，非常用所内電気設備を経由した非

常用交流電源設備からの給電により駆動する残留熱除去

系ポンプを用いた残留熱除去系（低圧注水モード）に対し

て多様性を有する設計とする。 

低圧代替注水系（常設）の電動弁は，ハンドルを設けて

手動操作を可能とすることで，非常用交流電源設備から

の給電による遠隔操作に対して多様性を有する設計とす

る。また，低圧代替注水系（常設）の電動弁は，代替所内

電気設備を経由して給電する系統において，独立した電

路で系統構成することにより，非常用所内電気設備を経

由して給電する系統に対して独立性を有する設計とす

る。 

また，低圧代替注水系（常設）は，復水貯蔵槽を水源と

することで，サプレッション・チェンバを水源とする残留

熱除去系（低圧注水モード）に対して異なる水源を有する

設計とする。 

復水移送ポンプ及び復水貯蔵槽は，廃棄物処理建屋内

に設置することで，原子炉建屋内の残留熱除去系ポンプ

及びサプレッション・チェンバと共通要因によって同時

に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

 

低圧代替注水系（常設）は，残留熱除去系（低圧注水

モード）と共通要因によって同時に機能を損なわないよ

う，復水移送ポンプを代替所内電気設備を経由した常設

代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの

給電により駆動することで，非常用所内電気設備を経由

したホ(3)(ⅱ)b.(c)(c-2)(c-2-2)(c-2-2-3)-②非常用

ディーゼル発電設備からの給電により駆動する残留熱

除去系ポンプを用いた残留熱除去系（低圧注水モード）

に対して多様性を有する設計とする。 

低圧代替注水系（常設）は，復水貯蔵槽を水源とする

ことで，サプレッションチェンバを水源とする残留熱除

去系（低圧注水モード）に対して異なる水源を有する設

計とする。 

復水移送ポンプ及び復水貯蔵槽は，廃棄物処理建屋内

に設置することで，原子炉建屋内の残留熱除去系ポンプ

及びサプレッションチェンバと共通要因によって同時

に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

低圧代替注水系（常設）の電動弁は，ハンドルを設け

て手動操作を可能とすることで，非常用ディーゼル発電

設備からの給電による遠隔操作に対して多様性を有す

る設計とする。また，低圧代替注水系（常設）の電動弁

は，代替所内電気設備を経由して給電する系統におい

て，独立した電路で系統構成することにより，非常用所

内電気設備を経由して給電する系統に対して独立性を

有する設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画のホ(3) 

(ⅱ)b.(c)(c-2)(c-2-2)(c-2-

2-3)-②は，設置変更許可申請

書（本文（五号））のホ(3)（ⅱ）

b.(c)(c-2)(c-2-2)(c-2-2-3) 

-②と同義であり，整合してい

る。 

 

  (2) 低圧代替注水系（可搬型）による発電用原子炉の

冷却 

a. 多様性，位置的分散及び独立性 

  

 低圧代替注水系（可搬型）は，残留熱除去系（低圧注水  低圧代替注水系（可搬型）は，残留熱除去系（低圧注水 低圧代替注水系（可搬型）は，残留熱除去系（低圧注   
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モード）及び低圧代替注水系（常設）と共通要因によって

同時に機能を損なわないよう，可搬型代替注水ポンプ（A-

2級）をディーゼルエンジンにより駆動することで，電動

機駆動ポンプにより構成される残留熱除去系（低圧注水

モード）及び低圧代替注水系（常設）に対して多様性を有

する設計とする。 

 低圧代替注水系（可搬型）の電動弁は，ハンドルを設け

て手動操作を可能とすることで，ホ(3)(ⅱ)b.(c)(c-

2)(c-2-2)(c-2-2-3)-③非常用交流電源設備からの給電

による遠隔操作に対して多様性を有する設計とする。ま

た，低圧代替注水系（可搬型）の電動弁は，代替所内電気

設備を経由して給電する系統において，独立した電路で

系統構成することにより，非常用所内電気設備を経由し

て給電する系統に対して独立性を有する設計とする。 

 また，低圧代替注水系（可搬型）は，代替淡水源を水源

とすることで，サプレッション・チェンバを水源とする残

留熱除去系（低圧注水モード）及び復水貯蔵槽を水源とす

る低圧代替注水系（常設）に対して異なる水源を有する設

計とする。 

 可搬型代替注水ポンプ（A-2級）は，原子炉建屋及び廃

棄物処理建屋から離れた屋外に分散して保管すること

で，原子炉建屋内の残留熱除去系ポンプ及び廃棄物処理

建屋内の復水移送ポンプと共通要因によって同時に機能

を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

 可搬型代替注水ポンプ（A-2級）の接続口は，共通要因

によって接続できなくなることを防止するため，位置的

分散を図った複数箇所に設置する設計とする。 

 低圧代替注水系（常設）及び低圧代替注水系（可搬型）

は，残留熱除去系と共通要因によって同時に機能を損な

わないよう，水源から残留熱除去系配管との合流点まで

の系統について，残留熱除去系に対して独立性を有する

設計とする。 

 これらの多様性及び系統の独立性並びに位置的分散に

よって，低圧代替注水系（常設）及び低圧代替注水系（可

搬型）は，設計基準事故対処設備である残留熱除去系（低

圧注水モード）に対して重大事故等対処設備としての独

立性を有する設計とする。 

モード）及び低圧代替注水系（常設）と共通要因によって

同時に機能を損なわないよう，可搬型代替注水ポンプ（A-

2級）をディーゼルエンジンにより駆動することで，電動

機駆動ポンプにより構成される残留熱除去系（低圧注水

モード）及び低圧代替注水系（常設）に対して多様性を有

する設計とする。 

 低圧代替注水系（可搬型）の電動弁は，ハンドルを設け

て手動操作を可能とすることで，非常用交流電源設備か

らの給電による遠隔操作に対して多様性を有する設計と

する。また，低圧代替注水系（可搬型）の電動弁は，代替

所内電気設備を経由して給電する系統において，独立し

た電路で系統構成することにより，非常用所内電気設備

を経由して給電する系統に対して独立性を有する設計と

する。 

また，低圧代替注水系（可搬型）は，代替淡水源を水源

とすることで，サプレッション・チェンバを水源とする残

留熱除去系（低圧注水モード）及び復水貯蔵槽を水源とす

る低圧代替注水系（常設）に対して異なる水源を有する設

計とする。 

可搬型代替注水ポンプ（A-2級）は，原子炉建屋及び廃

棄物処理建屋から離れた屋外に分散して保管すること

で，原子炉建屋内の残留熱除去系ポンプ及び廃棄物処理

建屋内の復水移送ポンプと共通要因によって同時に機能

を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

可搬型代替注水ポンプ（A-2級）の接続口は，共通要因

によって接続できなくなることを防止するため，位置的

分散を図った複数箇所に設置する設計とする。 

低圧代替注水系（常設）及び低圧代替注水系（可搬型）

は，残留熱除去系と共通要因によって同時に機能を損な

わないよう，水源から残留熱除去系配管との合流点まで

の系統について，残留熱除去系に対して独立性を有する

設計とする。 

これらの多様性及び系統の独立性並びに位置的分散に

よって，低圧代替注水系（常設）及び低圧代替注水系（可

搬型）は，設計基準事故対処設備である残留熱除去系（低

圧注水モード）に対して重大事故等対処設備としての独

立性を有する設計とする。 

水モード）及び低圧代替注水系（常設）と共通要因によ

って同時に機能を損なわないよう，可搬型代替注水ポン

プ（A-2級）をディーゼルエンジンにより駆動すること

で，電動機駆動ポンプにより構成される残留熱除去系

（低圧注水モード）及び低圧代替注水系（常設）に対し

て多様性を有する設計とする。 

低圧代替注水系（可搬型）は，代替淡水源を水源とす

ることで，サプレッションチェンバを水源とする残留熱

除去系（低圧注水モード）及び復水貯蔵槽を水源とする

低圧代替注水系（常設）に対して異なる水源を有する設

計とする。 

可搬型代替注水ポンプ（A-2級）は，原子炉建屋及び

廃棄物処理建屋から離れた屋外に分散して保管するこ

とで，原子炉建屋内の残留熱除去系ポンプ及び廃棄物処

理建屋内の復水移送ポンプと共通要因によって同時に

機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

可搬型代替注水ポンプ（A-2級）の接続口は，共通要

因によって接続できなくなることを防止するため，位置

的分散を図った複数箇所に設置する設計とする。 

低圧代替注水系（可搬型）の電動弁は，ハンドルを設

けて手動操作を可能とすることで，ホ(3)(ⅱ)b.(c)(c-

2)(c-2-2)(c-2-2-3)-③非常用ディーゼル発電設備から

の給電による遠隔操作に対して多様性を有する設計と

する。また，低圧代替注水系（可搬型）の電動弁は，代

替所内電気設備を経由して給電する系統において，独立

した電路で系統構成することにより，非常用所内電気設

備を経由して給電する系統に対して独立性を有する設

計とする。 

低圧代替注水系（可搬型）は，残留熱除去系と共通要

因によって同時に機能を損なわないよう，水源から残留

熱除去系配管との合流点までの系統について，残留熱除

去系に対して独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び系統の独立性並びに位置的分散

によって，低圧代替注水系（可搬型）は，設計基準事故

対処設備である残留熱除去系（低圧注水モード）に対し

て重大事故等対処設備としての独立性を有する設計と

する。また，これらの多様性及び位置的分散によって，

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画のホ(3) 

(ⅱ)b.(c)(c-2)(c-2-2)(c-2-

2-3)-③は，設置変更許可申請

書（本文（五号））のホ(3)（ⅱ）

b.(c)(c-2)(c-2-2)(c-2-2-3) 

-③と同義であり，整合してい

る。 
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低圧代替注水系（常設）及び低圧代替注水系（可搬型）

は，互いに重大事故等対処設備としての独立性を有する

設計とする。 

  (1) 低圧代替注水系（常設）による発電用原子炉の冷

却 

a. 多様性，位置的分散及び独立性 

＜中略＞ 

  

  低圧代替注水系（常設）は，残留熱除去系と共通要因

によって同時に機能を損なわないよう，水源から残留熱

除去系配管との合流点までの系統について，残留熱除去

系に対して独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び系統の独立性並びに位置的分散

によって，低圧代替注水系（常設）は，設計基準事故対

処設備である残留熱除去系（低圧注水モード）に対して

重大事故等対処設備としての独立性を有する設計とす

る。 

  

 電源設備の多様性及び独立性，位置的分散については

ヌ,(2),(ⅳ) 代替電源設備に記載する。 

 

 電源設備の多様性及び独立性，位置的分散については

「10.2 代替電源設備」に記載する。 

 設置変更許可申請書（本文（五

号））「ヌ,(2),(ⅳ) 代替電源

設備」に示す。 
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整合性 

・設計及び工事の計画のホ(3)(ⅱ)b.(c)-⑦は，設置変更許可申請書（本文（五号））のホ(3)(ⅱ)b.(c)-⑦と同義であり，整合している。 

・設計及び工事の計画のホ(3)(ⅱ)b.(c)-⑧は，低圧代替注水系と代替格納容器スプレイ冷却系を同時に使用する場合の値であり，内訳は，低圧代替

注水系が 40m3/h，代替格納容器スプレイ冷却系が 80m3/hと使用されることから，設置変更許可申請書（本文（十号））のホ(3)(ⅱ)b.(c)-⑧と整合し

ている。尚，内訳については，設計及び工事の計画の「Ⅴ-1-1-5-2 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施

設）」の記載と同義であり，整合している。 

・設計及び工事の計画のホ(3)(ⅱ)b.(c)-⑨は，設置変更許可申請書（本文（十号））のホ(3)(ⅱ)b.(c)-⑨を全て含んでおり，整合している。 
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(4) その他の主要な事項     

 ホ(4)-①その他主要な設備として，以下のものを設置

する。 

  設置変更許可申請書（本文（五

号））のホ(4)-①は，以下で示

す。 

 

(ⅰ) 残留熱除去系     

 ホ(4)(ⅰ)-①この系は，その運転方法（モード）により

次の各機能を持たせる。 

  設置変更許可申請書（本文（五

号））のホ(4)(ⅰ)-①は，以下

で示す。 

 

 5.2  残留熱除去系 

5.2.1  通常運転時等 

5.2.1.1  概要 

5.2.1.1.2  設備の機能 

【原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）】 

（基本設計方針） 

第 2章 個別項目 

4. 残留熱除去設備 

4.1 残留熱除去系の機能 

＜中略＞ 

  

 すなわち，ホ(4)(ⅰ)-②原子炉停止後の炉心の崩壊熱

及び原子炉圧力容器，配管，冷却材中の保有熱を除去する

原子炉停止時冷却モード，非常用冷却設備としての低圧

注水モード，非常用原子炉格納容器保護設備としての格

納容器スプレイ冷却モード等の各機能を持っており，ポ

ンプ，熱交換器等からなる。 

 

残留熱除去系は，通常の原子炉停止時及び原子炉隔離

時の崩壊熱及び残留熱の除去，原子炉冷却材喪失時の炉

心冷却等を目的とし，弁の切替操作によって以下の 4 モ

ードと一つの補助機能を有す。 

(1) 原子炉停止時冷却モード（3ループ） 

(2) 低圧注水モード（3ループ） 

(3) 格納容器スプレイ冷却モード（2ループ） 

(4) サプレッション・チェンバ・プール水冷却モード（3

ループ） 

(5) 燃料プール水の冷却（3ループ）及び補給（3ループ） 

ホ(4)(ⅰ)-②a 残留熱除去系（原子炉停止時冷却モー

ド）は，原子炉停止時に原子炉圧力容器内において発生

した残留熱及び炉心の崩壊熱を除去できる設計とする。 

＜中略＞ 

設計及び工事の計画のホ

(4)(ⅰ )-② a～ホ (4)(ⅰ )-

②e は，設置変更許可申請書

（本文（五号））のホ(4)(ⅰ)-

②を具体的に記載しており，

整合している。 

 

 

 5.3 非常用炉心冷却系 

5.3.1 通常運転時等 

5.3.1.4 主要設備 

5.3.1.4.1 低圧注水系 

5. 非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備 

5.3 低圧注水機能 

5.3.1 低圧注水系（残留熱除去系（低圧注水モード））

の機能 

  

 低圧注水系は，電動機駆動ポンプ 3 台，配管・弁類及

び計測制御装置からなり，冷却材喪失事故時には，高圧炉

心注水系，原子炉隔離時冷却系及び自動減圧系と連携し

て炉心を冷却する機能を有する。本系統は「5.2 残留熱

除去系」に記載する原子炉停止時の崩壊熱の除去を目的

とする残留熱除去系のうちの一つのモードを使用する。 

＜中略＞ 

 

 

ホ(4)(ⅰ)-②b 残留熱除去系（低圧注水モード）は，

原子炉冷却材喪失事故時に，非常用電源設備に結ばれた

電動機駆動ポンプによりサプレッションチェンバのプ

ール水を炉心シュラウド外に注水し，炉心を冷却する設

計とする。 

＜中略＞ 
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  【原子炉格納施設】 

（基本設計方針） 

第 2章 個別項目 

3. 圧力低減設備その他の安全設備 

3.2 原子炉格納容器安全設備 

3.2.1 格納容器スプレイ冷却系（残留熱除去系（格納

容器スプレイ冷却モード）） 

  

  ホ(4)(ⅰ)-②c 原子炉冷却系統に係る発電用原子炉

施設の損壊又は故障の際に生ずる原子炉格納容器内の

圧力及び温度の上昇により原子炉格納容器の安全性を

損なうことを防止するため，原子炉格納容器内において

発生した熱を除去する設備として，残留熱除去系（格納

容器スプレイ冷却モード）を設ける設計とする。 

残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）は，原

子炉冷却材圧力バウンダリ配管の最も過酷な破断を想

定した場合でも，放出されるエネルギによる設計基準事

故時の原子炉格納容器内圧力，温度が最高使用圧力，最

高使用温度を超えないようにし，かつ，原子炉格納容器

の内圧を速やかに下げて低く維持することにより，放射

性物質の外部への漏えいを少なくする設計とする。 

原子炉冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊又は

故障の際に原子炉格納容器から気体状の放射性物質が

漏えいすることによる敷地境界外の実効線量が「発電用

軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査指針（平成 2

年 8 月 30 日原子力安全委員会）」に規定する線量を超

えないよう，当該放射性物質の濃度を低減する設備とし

て残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）を設置

する。 

残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）は，原

子炉冷却材喪失事故時に，サプレッションチェンバのプ

ール水をドライウェル内及びサプレッションチェンバ

内にスプレイすることにより，環境に放出される放射性

物質の濃度を減少させる設計とする。 

＜中略＞ 
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  【原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）】 

（基本設計方針） 

第 2章 個別項目 

4. 残留熱除去設備 

4.1 残留熱除去系の機能 

＜中略＞ 

  

  ホ(4)(ⅰ)-②d 残留熱除去系（サプレッションチェン

バプール水冷却モード）は，サプレッションチェンバの

プール水温度を所定の温度以下に冷却できる設計とす

る。 

  

     

  ホ(4)(ⅰ)-②e 残留熱除去系は，使用済燃料からの崩

壊熱を除去できる設計とする。 

残留熱除去系熱交換器で除去した熱は，原子炉補機冷

却水系及び原子炉補機冷却海水系を経て，最終的な熱の

逃がし場である海へ輸送できる設計とする。 

＜中略＞ 

  

 5.10 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

5.10.1 概要 

＜中略＞ 

4.1 残留熱除去系の機能 

 

  

 また，ホ(4)(ⅰ)-③本系統は，想定される重大事故等

時においても使用する。 

また，想定される重大事故等時において，設計基準事故

対処設備である残留熱除去系（原子炉停止時冷却モー

ド），残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）及び

残留熱除去系（サプレッション・チェンバ・プール水冷却

モード）並びに原子炉補機冷却系が使用できる場合は重

大事故等対処設備（設計基準拡張）として使用する。 

＜中略＞ 

5.6  原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子

炉を冷却するための設備 

5.6.1  概要 

＜中略＞ 

また，想定される重大事故等時において，設計基準事故

対処設備である残留熱除去系（低圧注水モード）及び残留

熱除去系（原子炉停止時冷却モード）が使用できる場合

は，重大事故等対処設備（設計基準拡張）として使用す

る。残留熱除去系（低圧注水モード）及び残留熱除去系

（原子炉停止時冷却モード）については，「5.2 残留熱除

発電用原子炉を停止した場合において，燃料要素の許

容損傷限界及び原子炉冷却材圧力バウンダリの健全性

を維持するために必要なパラメータが設計値を超えな

いようにするため，原子炉圧力容器内において発生した

残留熱を除去することができる設備として残留熱除去

系を設ける設計とする。 

残留熱除去系の冷却速度は，原子炉冷却材圧力バウン

ダリの加熱・冷却速度の制限値（55℃/h）を超えないよ

うに制限できる設計とする。 

＜中略＞ 

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉

を冷却するための設備として，想定される重大事故等時

において，設計基準事故対処設備であるホ(4)(ⅰ)-③a

残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）が使用できる

場合は，重大事故等対処設備として使用できる設計とす

る。 

最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備として，

設計及び工事の計画のホ(4) 

(ⅰ )-③a～ホ (4)(ⅰ)-③ c

は，設置変更許可申請書（本

文（五号））のホ(4)(ⅰ)-③と

同義であり，整合している。 
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去系」に記載する。 想定される重大事故等時において，設計基準事故対処設

備である残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード），残

留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）及び残留熱

除去系（サプレッションチェンバプール水冷却モード）

が使用できる場合は，重大事故等対処設備（設計基準拡

張）として使用できる設計とする。 

＜中略＞ 

 残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）の流路とし

て，設計基準対象施設である原子炉圧力容器，炉心支持

構造物，原子炉圧力容器内部構造物及び配管貫通部を重

大事故等対処設備として使用することから，流路に係る

機能について重大事故等対処設備としての設計を行う。 

 残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）の流路

として，設計基準対象施設である原子炉格納容器，原子

炉格納容器（サプレッションチェンバ），配管貫通部，

原子炉格納容器スプレイ管（ドライウェル側）及び原子

炉格納容器スプレイ管（サプレッションチェンバ側）を

重大事故等対処設備として使用することから，流路に係

る機能について重大事故等対処設備としての設計を行

う。 

残留熱除去系（サプレッションチェンバプール水冷却

モード）の流路として，設計基準対象施設である原子炉

格納容器，原子炉格納容器（サプレッションチェンバ）

及び配管貫通部を重大事故等対処設備として使用する

ことから，流路に係る機能について重大事故等対処設備

としての設計を行う。 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード），残留熱除

去系（格納容器スプレイ冷却モード）及び残留熱除去系

（サプレッションチェンバプール水冷却モード）は，設

計基準事故対処設備であるとともに，重大事故等時にお

いても使用するため，重大事故等対処設備としての基本

方針に示す設計方針を適用する。ただし，多様性及び独

立性並びに位置的分散を考慮すべき対象の設計基準事

故対処設備はないことから，重大事故等対処設備の基本

方針のうち「5.1.2 多様性，位置的分散等」に示す設

計方針は適用しない。 

＜中略＞ 
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  【原子炉格納施設】 

（基本設計方針） 

第 2章 個別項目 

3. 圧力低減設備その他の安全設備 

3. 圧力低減設備その他の安全設備 

3.2 原子炉格納容器安全設備 

3.2.1 格納容器スプレイ冷却系（残留熱除去系（格納

容器スプレイ冷却モード）） 

＜中略＞ 

原子炉格納容器内の冷却等のための設備として，想定

される重大事故等時において，設計基準事故対処設備で

あるホ(4)(ⅰ)-③b 残留熱除去系（格納容器スプレイ冷

却モード）が使用できる場合は重大事故等対処設備（設

計基準拡張）として使用できる設計とする。 

＜中略＞ 

残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）の流路

として，設計基準対象施設である原子炉格納容器，原子

炉格納容器（サプレッションチェンバ）及び配管貫通部

を重大事故等対処設備として使用することから，流路に

係る機能について重大事故等対処設備としての設計を

行う。 

＜中略＞ 

  

  5．非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備 

5.3 低圧注水機能 

5.3.1 低圧注水系（残留熱除去系（低圧注水モード））

の機能 

  

  ＜中略＞ 

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉

を冷却するための設備として，想定される重大事故等時

において，設計基準事故対処設備であるホ(4)(ⅰ)-③c

残留熱除去系（低圧注水モード）が使用できる場合は，

重大事故等対処設備（設計基準拡張）として使用できる

設計とする。 

＜中略＞ 

 残留熱除去系（低圧注水モード）は，設計基準事故対

処設備であるとともに，重大事故等時においても使用す

るため，重大事故等対処設備としての基本方針に示す設
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(ⅱ) 原子炉隔離時冷却系 5.8  原子炉隔離時冷却系 

5.8.1  概要 

5.8.1.2  設備の機能 

【原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）】 

（基本設計方針） 

第 2章 個別項目 

6. 原子炉冷却材補給設備 

6.1 原子炉隔離時冷却系による原子炉圧力容器への原

子炉冷却材の補給 

  

 ホ(4)(ⅱ)-①この系は，原子炉停止後，なんらかの原

因で給水系が停止した場合に原子炉水位を維持する機能

の他に非常用炉心冷却系としての機能を持たせた設備で

あり，原子炉蒸気の一部を用いたタービン駆動ポンプに

より，復水貯蔵槽水又はサプレッション・チェンバのプー

ル水を原子炉に注水する。 

原子炉隔離時冷却系は，原子炉停止後何らかの原因で

復水・給水が停止した場合に，原子炉水位を維持するため

及び冷却材喪失事故時に炉心を冷却するため，原子炉蒸

気の一部を用いたタービン駆動ポンプにより，復水貯蔵

槽水又はサプレッション・チェンバのプール水を発電用

原子炉に注入することを目的とする。 

ホ(4)(ⅱ)-①a 原子炉隔離時冷却系は，発電用原子炉

停止後，何らかの原因で給水が停止した場合等に原子炉

水位を維持するため，発電用原子炉で発生する蒸気の一

部を用いたタービン駆動のポンプにより，復水貯蔵槽の

水又はサプレッションチェンバのプール水を原子炉圧

力容器に補給し水位を維持できる設計とする。 

＜中略＞ 

設計及び工事の計画のホ(4) 

(ⅱ)-①a 及びホ(4)(ⅱ)-①b

は，設置変更許可申請書（本

文（五号））のホ(4)(ⅱ)-①を

具体的に記載しており，整合

している。 

 

 

  5. 非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備 

5.1 非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備の機能 

ホ(4)(ⅱ)-①b 非常用炉心冷却設備は，工学的安全施

設の一設備であって，低圧注水系，高圧炉心注水系，原

子炉隔離時冷却系及び自動減圧系から構成する。これら

の各系統は，原子炉冷却材喪失事故等が起こったとき

に，復水貯蔵槽の水又はサプレッションチェンバのプー

ル水を原子炉圧力容器内に注水し，又は原子炉蒸気をサ

プレッションチェンバのプール水中に逃がし，原子炉圧

力を速やかに低下させるなどにより，炉心を冷却し，燃

料被覆管の温度が燃料材の溶融又は燃料体の著しい破

損を生ずる温度を超えて上昇することを防止できる設

計とするとともに，燃料の過熱による燃料被覆管の大破

損を防ぎ，さらにこれにともなうジルコニウムと水との

反応を極力抑え，著しく多量の水素を生じない設計とす

る。 

＜中略＞ 
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(ⅲ) 原子炉冷却材浄化系 5.11 原子炉冷却材浄化系 

5.11.4 主要設備 

【原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）】 

（基本設計方針） 

第 2章 個別項目 

8. 原子炉冷却材浄化設備 

8.1 原子炉冷却材浄化系の機能 

  

 原子炉冷却材浄化系は，ホ(4)(ⅲ)-①冷却材の純度を

高く保つために設置するもので，残留熱除去系配管及び

原子炉庄力容器底部から冷却材を一部取出し，ろ過脱塩

した後，給水系へもどす。 

第 5.11－1 図に示すように残留熱除去系配管及び原子

炉圧力容器底部から冷却材の一部を連続的に抜き出し，

これを再生熱交換器，非再生熱交換器で冷却し，ろ過脱塩

装置でろ過脱塩した後，再生熱交換器で加熱し，給水系を

経て原子炉圧力容器にもどすか，又は再生熱交換器の上

流から液体廃棄物処理系に排出する。ろ過脱塩装置の使

用済樹脂は，固体廃棄物処理系で処理する。 

非再生熱交換器は，原子炉補機冷却系で冷却する。 

原子炉冷却材浄化系は，ホ(4)(ⅲ)-①原子炉冷却材の

純度を高く保つために設置するもので，残留熱除去系配

管及び原子炉圧力容器底部から冷却材を一部取り出し，

原子炉冷却材浄化系ろ過脱塩器によって浄化脱塩して

復水給水系へ戻すことにより，原子炉冷却材中の不純物

及び腐食生成物の不純物を除去し，原子炉冷却材の水質

及び放射性物質の濃度を発電用原子炉施設の運転に支

障を及ぼさない値以下に保つことができる設計とする。 

放射性物質を含む原子炉冷却材を原子炉起動時，停止

時及び高温待機時において原子炉冷却系統外に排出す

る場合は，原子炉冷却材浄化系により原子炉冷却材を浄

化して，液体廃棄物処理系へ導く設計とする。 

 

設計及び工事の計画のホ(4) 

(ⅲ)-①は，設置変更許可申請

書（本文（五号））のホ(4)(ⅲ)-

①と同義であり，整合してい

る。 

 

 

 第 5.11－1表 原子炉冷却材浄化系主要機器仕様    

a. ポンプ 

台数 2 

容量 約 80m3/h/台 

(3) ポンプ 

台数 2 

容量 約 80m3/h/台 

 設置変更許可申請書（本文（五

号））の「ポンプ」は，新規制

基準対応設備を申請範囲とし

ている本設工認の対象外であ

る。 

 

 

b. ろ過脱塩装置 

基数 2 

容量 約 80m3/h/基 

(1) ろ過脱塩装置 

形式 圧力プリコート式 

基数 2 

容量 約 80m3/h/基 

 設置変更許可申請書（本文（五

号））の「ろ過脱塩装置」は，

新規制基準対応設備を申請範

囲としている本設工認の対象

外である。 

 

(ⅳ) 原子炉補機冷却系 5.9  原子炉補機冷却系 

5.9.1  通常運転時等 

5.9.1.1  概要 

7. 原子炉補機冷却設備 

7.1 原子炉補機冷却水系及び原子炉補機冷却海水系の

機能 

   

  ＜中略＞   

ホ(4)(ⅳ)-①原子炉補機冷却系は，原子炉補機の冷却

を行うためのものであり，原子炉補機から発生する熱を

最終的な熱の逃がし場である海水に伝達できるようホ

(4)(ⅳ)-②熱交換器，ポンプ等からなる。 

原子炉補機冷却系は，原子炉設備の非常用機器及び常

用機器で発生する熱を冷却除去するために設けるもので

ある。 

本系統は，「5.3 非常用炉心冷却系」に記載する区分

ホ(4)(ⅳ)-①原子炉補機冷却水系及び原子炉補機冷

却海水系は，原子炉補機から発生する熱を最終的な熱の

逃がし場である海水に伝達するために必要な容量を有

する設計とする。 

設計及び工事の計画のホ(4) 

(ⅳ)-①は，設置変更許可申請

書（本文（五号））のホ(4)(ⅳ)-

①を具体的に記載しており，
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 Ⅰ，区分Ⅱ及び区分Ⅲに対応した原子炉補機冷却系区分

I，原子炉補機冷却系区分Ⅱ及び原子炉補機冷却系区分Ⅲ

の 3 系統で構成し，非常用炉心冷却系の各区分ごとに独

立に冷却できる機能を有する。 

また，残留熱除去系機器の冷却は，残留熱除去系の 3系

統に対応して上記の原子炉補機冷却系区分Ⅰ，区分Ⅱ，区

分Ⅲの 3 区分に分離し，また，高圧炉心注水系機器の冷

却は，原子炉補機冷却系区分Ⅱ，区分Ⅲの 2 区分に分離

して冷却を行うことができる。 

その他常用機器冷却は，上記の原子炉補機冷却系区分

I，区分Ⅱ，区分Ⅲの 3区分に適切に区分されており，非

常時には弁により非常用機器冷却と分離することができ

る。 

系統概要を第 5.9－1図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉補機冷却水系及び原子炉補機冷却海水系は，残

留熱除去系の 3 系統に対応して原子炉補機冷却系区分

Ⅰ，区分Ⅱ，区分Ⅲの 3区分に分離して残留熱除去系機

器の冷却を行うことができる設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合している。 
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 5.6  原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子

炉を冷却するための設備 

5.6.2  設計方針 

(1) 原子炉運転中の場合に用いる設備 

b. サポート系故障時に用いる設備 

(c) 常設代替交流電源設備による残留熱除去系（低圧注

水モード）の復旧 

【原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）】 

（基本設計方針） 

第 2章 個別項目 

7. 原子炉補機冷却設備 

7.1 原子炉補機冷却水系及び原子炉補機冷却海水系の

機能 

 

  

 ＜中略＞     

また，ホ(4)(ⅳ)-③この系統は，想定される重大事故

等時においても使用する。 

その他，設計基準対象施設である原子炉圧力容器を重

大事故等対処設備として使用し，設計基準事故対処設備

である残留熱除去系及び原子炉補機冷却系を重大事故等

対処設備（設計基準拡張）として使用する。 

(2) 原子炉停止中の場合に用いる設備 

b. サポート系故障時に用いる設備 

(c) 常設代替交流電源設備による残留熱除去系（原子炉

停止時冷却モード）の復旧 

＜中略＞ 

その他，設計基準対象施設である原子炉圧力容器を重

大事故等対処設備として使用し，設計基準事故対処設備

である残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード)及び原子

炉補機冷却系を重大事故等対処設備（設計基準拡張）とし

て使用する。 

最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備として，

想定される重大事故等時において，設計基準事故対処設

備であるホ(4)(ⅳ)-③原子炉補機冷却水系及び原子炉

補機冷却海水系が使用できる場合は重大事故等対処設

備（設計基準拡張）として使用できる設計とする。 

原子炉補機冷却水系及び原子炉補機冷却海水系は，設

計基準事故対処設備であるとともに，重大事故等時にお

いても使用するため，重大事故等対処設備としての基本

方針に示す設計方針を適用する。ただし，多様性及び独

立性並びに位置的分散を考慮すべき対象の設計基準事

故対処設備はないことから，重大事故等対処設備の基本

方針のうち「5.1.2 多様性，位置的分散等」に示す設

計方針は適用しない。 

設計及び工事の計画のホ(4) 

(ⅳ)-③は，設置変更許可申請

書（本文（五号））のホ(4)(ⅳ)-

③を具体的に記載しており，

整合している。 

 

 

(ⅴ) 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 5.10 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

5.10.1 概要 

7.2 代替原子炉補機冷却系の機能 

7.2.1 代替原子炉補機冷却系による原子炉格納容器内

の減圧及び除熱 

  

設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱

を輸送する機能が喪失した場合において炉心の著しい損

傷及び原子炉格納容器の破損（炉心の著しい損傷が発生

する前に生ずるものに限る。）を防止するため，最終ヒー

トシンクへ熱を輸送するために必要な重大事故等対処設

備ホ(4)(ⅴ)-①を設置及び保管する。 

 

設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱

を輸送する機能が喪失した場合において炉心の著しい損

傷及び原子炉格納容器の破損（炉心の著しい損傷が発生

する前に生ずるものに限る。）を防止するため，最終ヒー

トシンクへ熱を輸送するために必要な重大事故等対処設

備を設置及び保管する。 

＜中略＞ 

 

設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ

熱を輸送する機能が喪失した場合において炉心の著し

い損傷及び原子炉格納容器の破損（炉心の著しい損傷が

発生する前に生ずるものに限る。）を防止するため，最

終ヒートシンクへ熱を輸送するために必要な重大事故

等対処設備ホ(4)(ⅴ)-①a として，代替原子炉補機冷却

系を設ける設計とする。 

＜中略＞ 

設計及び工事の計画のホ(4) 

(ⅴ )-①a～ホ (4)(ⅴ )-①c

は，設置変更許可申請書（本

文（五号））のホ(4)(ⅴ)-①と

同義であり，整合している。 

 

 

  4. 残留熱除去設備 

4.2 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内

の減圧及び除熱 

  

  設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ   
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熱を輸送する機能が喪失した場合において炉心の著し

い損傷及び原子炉格納容器の破損（炉心の著しい損傷が

発生する前に生ずるものに限る。）を防止するため，最

終ヒートシンクへ熱を輸送するために必要な重大事故

等対処設備ホ(4)(ⅴ)-①b として，格納容器圧力逃がし

装置を設ける設計とする。 

＜中略＞ 

  4.3 耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧

及び除熱 

  

  設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ

熱を輸送する機能が喪失した場合において炉心の著し

い損傷及び原子炉格納容器の破損（炉心の著しい損傷が

発生する前に生ずるものに限る。）を防止するため，最

終ヒートシンクへ熱を輸送するために必要な重大事故

等対処設備ホ(4)(ⅴ)-①c として，耐圧強化ベント系を

設ける設計とする。 

＜中略＞ 

  

 5.10.2 設計方針 7. 原子炉補機冷却設備 

7.2 代替原子炉補機冷却系の機能 

7.2.1 代替原子炉補機冷却系による原子炉格納容器内

の減圧及び除熱 

  

ホ(4)(ⅴ)-②最終ヒートシンクへ熱を輸送するための

設備のうち，設計基準事故対処設備が有する最終ヒート

シンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合においても炉

心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するた

めの設備として，格納容器圧力逃がし装置，耐圧強化ベン

ト系及び代替原子炉補機冷却系を設ける。 

最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備のうち，

設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱を

輸送する機能が喪失した場合においても炉心の著しい損

傷及び原子炉格納容器の破損を防止するための設備とし

て，格納容器圧力逃がし装置，耐圧強化ベント系及び代替

原子炉補機冷却系を設ける。 

設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ

熱を輸送する機能が喪失した場合において炉心の著し

い損傷及び原子炉格納容器の破損（炉心の著しい損傷が

発生する前に生ずるものに限る。）を防止するため，ホ

(4)(ⅴ)-②a 最終ヒートシンクへ熱を輸送するために

必要な重大事故等対処設備として，代替原子炉補機冷却

系を設ける設計とする。 

＜中略＞ 

設計及び工事の計画のホ(4) 

(ⅴ )-②a～ホ (4)(ⅴ )-②c

は，設置変更許可申請書（本

文（五号））のホ(4)(ⅴ)-②と

同義であり，整合している。 

 

 

  4. 残留熱除去設備 

4.2 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内

の減圧及び除熱 

  

  設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ

熱を輸送する機能が喪失した場合において炉心の著し

い損傷及び原子炉格納容器の破損（炉心の著しい損傷が

発生する前に生ずるものに限る。）を防止するため，ホ

(4)(ⅴ)-②b 最終ヒートシンクへ熱を輸送するために
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必要な重大事故等対処設備として，格納容器圧力逃がし

装置を設ける設計とする。 

＜中略＞ 

  4.3 耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧

及び除熱 

  

  設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ

熱を輸送する機能が喪失した場合において炉心の著し

い損傷及び原子炉格納容器の破損（炉心の著しい損傷が

発生する前に生ずるものに限る。）を防止するため，ホ

(4)(ⅴ)-②c 最終ヒートシンクへ熱を輸送するために

必要な重大事故等対処設備として，耐圧強化ベント系を

設ける設計とする。 

＜中略＞ 

  

a. フロントライン系故障時に用いる設備 

(a) 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の

減圧及び除熱 

(1) フロントライン系故障時に用いる設備 

a. 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の

減圧及び除熱 

4.2 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内

の減圧及び除熱 

＜中略＞ 

  

 残留熱除去系の故障等により最終ヒートシンクへ熱を

輸送する機能が喪失した場合に，炉心の著しい損傷及び

原子炉格納容器の破損を防止するための重大事故等対処

設備として，格納容器圧力逃がし装置は，原子炉格納容器

内雰囲気ガスをホ(4)(ⅴ)a.(a)-①不活性ガス系等を経

由して，フィルタ装置及びよう素フィルタへ導き，放射性

物質を低減させた後に原子炉建屋屋上に設ける放出口か

ら放出することで，排気中に含まれる放射性物質の環境

への放出量を抑制しつつ，原子炉格納容器内に蓄積した

熱を最終的な熱の逃がし場である大気へ輸送できる設計

とする。 

 格納容器圧力逃がし装置を使用した場合に放出される

放射性物質の放出量に対して，ホ(4)(ⅴ)a.(a)-②あらか

じめ敷地境界での線量評価を行うこととする。 

 

残留熱除去系の故障等により最終ヒートシンクへ熱を

輸送する機能が喪失した場合に，炉心の著しい損傷及び

原子炉格納容器の破損を防止するための重大事故等対処

設備として，格納容器圧力逃がし装置を使用する。 

格納容器圧力逃がし装置は，フィルタ装置，よう素フィ

ルタ，ラプチャーディスク，配管・弁類，計測制御装置等

で構成し，原子炉格納容器内雰囲気ガスを不活性ガス系

等を経由して，フィルタ装置及びよう素フィルタへ導き，

放射性物質を低減させた後に原子炉建屋屋上に設ける放

出口から放出することで，排気中に含まれる放射性物質

の環境への放出量を抑制しつつ，原子炉格納容器内に蓄

積した熱を最終的な熱の逃がし場である大気へ輸送でき

る設計とする。 

格納容器圧力逃がし装置を使用した場合に放出される

放射性物質の放出量に対して，あらかじめ敷地境界での

線量評価を行うこととする。 

 

残留熱除去系の故障等により最終ヒートシンクへ熱

を輸送する機能が喪失した場合に，炉心の著しい損傷及

び原子炉格納容器の破損を防止するための重大事故等

対処設備として使用する格納容器圧力逃がし装置は，フ

ィルタ装置（フィルタ容器，スクラバ水，金属フィルタ），

よう素フィルタ，ドレンタンク，ラプチャーディスク，

配管・弁類，計測制御装置等で構成し，原子炉格納容器

内雰囲気ガスをホ(4)(ⅴ)a.(a)-①不活性ガス系を経由

して，フィルタ装置及びよう素フィルタへ導き，放射性

物質を低減させた後に原子炉建屋屋上に設ける放出口

から放出（系統設計流量 31.6kg/s（2Pd において））す

ることで，排気中に含まれる放射性物質の環境への放出

量を抑制しつつ，原子炉格納容器内に蓄積した熱を最終

的な熱の逃がし場である大気へ輸送できる設計とする。 

最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備として

使用する場合の圧力逃がし装置は，炉心損傷前に使用す

るため，排気中に含まれる放射性物質及び可燃性ガスは

微量である。 

格納容器圧力逃がし装置を使用した場合に放出され

る放射性物質の放出量に対して，ホ(4)(ⅴ)a.(a)-②設

置（変更）許可において敷地境界での線量評価を行い，

 

 

 

 

設計及び工事の計画のホ(4) 

(ⅴ)a.(a)-①は，設置変更許

可申請書（本文（五号））のホ

(4)(ⅴ)a.(a)-①を詳細設計

した結果であり，整合してい

る。 

 

 

設計及び工事の計画のホ(4) 

(ⅴ)a.(a)-②は，設置変更許

可申請書（本文（五号））のホ

(4)(ⅴ)a.(a)-②と同義であ

り，整合している。 
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は，原子炉格納容器内へのスプレイを停止する運用ホ

(4)(ⅴ)a.(b)-③とする。 

子炉格納容器内圧力が規定の圧力まで減圧した場合に

は，原子炉格納容器内へのスプレイを停止する運用とす

る。 

レイ冷却系等により原子炉格納容器内にスプレイをす

る場合は，原子炉格納容器が負圧とならないよう，原子

炉格納容器内圧力が規定の圧力に達した場合には，原子

炉格納容器内へのスプレイを停止する運用を保安規定

に定めて管理する。 

記載しており，整合している。 

耐圧強化ベント系使用時の排出経路に設置される隔離

弁は，遠隔手動弁操作設備によって人力による操作が可

能な設計とする。 

 遠隔手動弁操作設備の操作場所は，原子炉建屋内の原

子炉区域外とし，ホ(4)(ⅴ)a.(b)-④必要に応じて遮蔽材

を配置することで，放射線防護を考慮した設計とする。ま

た，排出経路に設置される隔離弁のうち空気作動弁につ

いては遠隔空気駆動弁操作用ボンベから遠隔空気駆動弁

操作設備の配管を経由し，高圧窒素ガスを供給すること

による操作も可能な設計とする。また，排出経路に設置さ

れる隔離弁のうち電動弁については常設代替交流電源設

備又は可搬型代替交流電源設備からの給電による操作も

可能な設計とする。 

 

 

 

耐圧強化ベント系使用時の排出経路に設置される隔離

弁は，遠隔手動弁操作設備によって人力による操作が可

能な設計とする。 

遠隔手動弁操作設備の操作場所は，原子炉建屋内の原

子炉区域外とし，必要に応じて遮蔽材を配置することで，

放射線防護を考慮した設計とする。また，排出経路に設置

される隔離弁のうち空気作動弁については遠隔空気駆動

弁操作用ボンベから遠隔空気駆動弁操作設備の配管を経

由し，高圧窒素ガスを供給することによる操作も可能な

設計とする。また，排出経路に設置される隔離弁のうち電

動弁については常設代替交流電源設備又は可搬型代替交

流電源設備からの給電による操作も可能な設計とする。 

 

 

耐圧強化ベント系使用時の排出経路に設置される隔

離弁（T31-F019，T31-F022，T61-F002（原子炉格納施設

の設備を原子炉冷却系統施設の設備として兼用），T31-

F070及び T31-F072）は，遠隔手動弁操作設備（個数 5）

（原子炉格納施設の設備を原子炉冷却系統施設の設備

として兼用）によって人力により容易かつ確実に操作が

可能な設計とする。 

また，排出経路に設置される隔離弁のうち空気作動弁

については,原子炉建屋内の原子炉区域外に遠隔空気駆

動弁操作用ボンベを設置することで，離れた場所から遠

隔空気駆動弁操作設備（個数 2）（原子炉格納施設の設備

を原子炉冷却系統施設の設備として兼用）の配管を経由

して高圧窒素ガスを供給することにより，容易かつ確実

に操作が可能な設計とする。また，排出経路に設置され

る隔離弁のうち電動弁については，常設代替交流電源設

備又は可搬型代替交流電源設備からの給電により，中央

制御室から操作が可能な設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

設計及び工事の計画のホ(4) 

(ⅴ)a.(b)-④は，設置変更許

可申請書（本文（五号））のホ

(4)(ⅴ)a.(b)-④を具体的に

記載しており，整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  【原子炉格納施設】 

（基本設計方針） 

第 2章 個別項目 

3. 圧力低減設備その他の安全設備 

3.6 圧力逃がし装置 

3.6.1 格納容器圧力逃がし装置 

(1) 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内

の減圧及び除熱 

  

  ＜中略＞ 

格納容器圧力逃がし装置使用時の排出経路に設置さ

れる隔離弁に設ける遠隔手動弁操作設備の操作場所は，

原子炉建屋内の原子炉区域外とし，ホ(4)(ⅴ)a.(b)-④

一次隔離弁（サプレッションチェンバ側）の操作を行う

原子炉建屋地下 1階，一次隔離弁（ドライウェル側）の
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 ホ(4)(ⅴ)a.(b)-⑤本系統はサプレッション・チェンバ

及びドライウェルと接続し，いずれからも排気できる設

計とする。サプレッション・チェンバ側からの排気ではサ

プレッション・チェンバの水面からの高さを確保し，ドラ

イウェル側からの排気では，ダイヤフラムフロア面から

の高さを確保するとともに有効燃料棒頂部よりも高い位

置に接続箇所を設けることで長期的にも溶融炉心及び水

没の悪影響を受けない設計とする。 

 耐圧強化ベント系を使用した場合に放出される放射性

物質の放出量に対して，ホ(4)(ⅴ)a.(b)-⑥あらかじめ敷

地境界での線量評価を行うこととする。 

本系統はサプレッション・チェンバ及びドライウェル

と接続し，いずれからも排気できる設計とする。サプレッ

ション・チェンバ側からの排気ではサプレッション・チェ

ンバの水面からの高さを確保し，ドライウェル側からの

排気では，ダイヤフラムフロア面からの高さを確保する

とともに有効燃料棒頂部よりも高い位置に接続箇所を設

けることで長期的にも溶融炉心及び水没の悪影響を受け

ない設計とする。 

耐圧強化ベント系を使用した場合に放出される放射性

物質の放出量に対して，あらかじめ敷地境界での線量評

価を行うこととする。 

＜中略＞ 

 本系統の流路として，不活性ガス系，耐圧強化ベント系

及び非常用ガス処理系の配管及び弁並びに主排気筒（内

筒）を重大事故等対処設備として使用する。 

 また，耐圧強化ベント系使用時の排出経路に設置され

る隔離弁のうち空気作動弁に，高圧窒素ガスを供給する

ための流路として，遠隔空気駆動弁操作設備の配管及び

弁を重大事故等対処設備として使用する。 

その他，設計基準対象施設である原子炉格納容器を重

大事故等対処設備として使用する。 

 ホ(4)(ⅴ)a.(b)-⑤耐圧強化ベント系はサプレッショ

ンチェンバ及びドライウェルと接続し，いずれからも排

気できる設計とする。サプレッションチェンバ側からの

排気ではサプレッションチェンバの水面からの高さを

確保し，ドライウェル側からの排気では，ダイヤフラム

フロア面からの高さを確保するとともに有効燃料棒頂

部よりも高い位置に接続箇所を設けることで長期的に

も溶融炉心及び水没の悪影響を受けない設計とする。 

耐圧強化ベント系を使用した場合に放出される放射

性物質の放出量に対して，ホ(4)(ⅴ)a.(b)-⑥設置（変

更）許可において敷地境界での線量評価を行い，実効線

量が 5mSv 以下であることを確認しており，耐圧強化ベ

ント系はこの評価条件を満足する設計とする。 

耐圧強化ベント系の流路として，設計基準対象施設であ

る主排気筒（内筒），原子炉格納容器及び配管貫通部を

重大事故等対処設備として使用することから，流路に係

る機能について重大事故等対処設備としての設計を行

う。 

設計及び工事の計画のホ(4) 

(ⅴ)a.(b)-⑤は，設置変更許

可申請書（本文（五号））のホ

(4)(ⅴ)a.(b)-⑤と同義であ

り，整合している。 

 

 

 

 

設計及び工事の計画のホ(4) 

(ⅴ)a.(b)-⑥は，設置変更許

可申請書（本文（五号））のホ

(4)(ⅴ)a.(b)-⑥と同義であ

り，整合している。 

 

b. サポート系故障時に用いる設備 

(a) 代替原子炉補機冷却系による原子炉格納容器内の減

圧及び除熱 

(2) サポート系故障時に用いる設備 

a. 代替原子炉補機冷却系による原子炉格納容器内の減

圧及び除熱 

7. 原子炉補機冷却設備 

7.2 代替原子炉補機冷却系の機能 

7.2.1 代替原子炉補機冷却系による原子炉格納容器内

の減圧及び除熱 

＜中略＞ 

  

 ホ(4)(ⅴ)b.(a)-①原子炉補機冷却系の故障又は全交

流動力電源の喪失により，最終ヒートシンクへ熱を輸送

する機能が喪失した場合の重大事故等対処設備として，

代替原子炉補機冷却系は，サプレッション・チェンバへの

熱の蓄積により原子炉冷却機能が確保できる一定の期間

内に，熱交換器ユニットを原子炉補機冷却系に接続し，大

容量送水車（熱交換器ユニット用）により熱交換器ユニッ

トに海水を送水することで，残留熱除去系等の機器で発

生した熱を最終的な熱の逃がし場である海へ輸送できる

設計とする。 

 熱交換器ユニットは，可搬型代替交流電源設備からの

 原子炉補機冷却系の故障又は全交流動力電源の喪失に

より，最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した

場合の重大事故等対処設備として，代替原子炉補機冷却

系を使用する。 

代替原子炉補機冷却系は，代替原子炉補機冷却水ポン

プ及び熱交換器を搭載した熱交換器ユニット，大容量送

水車（熱交換器ユニット用），配管・ホース・弁類，計測

制御装置等で構成し，サプレッション・チェンバへの熱の

蓄積により原子炉冷却機能が確保できる一定の期間内

に，熱交換器ユニットを原子炉補機冷却系に接続し，大容

量送水車（熱交換器ユニット用）により熱交換器ユニット

ホ(4)(ⅴ)b.(a)-①原子炉補機冷却水系及び原子炉補

機冷却海水系の故障又は全交流動力電源の喪失により，

最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合

の重大事故等対処設備として使用する代替原子炉補機

冷却系は，サプレッションチェンバへの熱の蓄積により

原子炉冷却機能が確保できる一定の期間内に，熱交換器

ユニットを原子炉補機冷却水系に接続し，大容量送水車

（熱交換器ユニット用）（「6,7号機共用」（以下同じ。））

により熱交換器ユニットに海水を送水することで，残留

熱除去系等の機器で除去した熱を最終的な熱の逃がし

場である海へ輸送できる設計とする。 

設計及び工事の計画のホ(4) 

(ⅴ)b.(a)-①は，設置変更許

可申請書（本文（五号））のホ

(4)(ⅴ)b.(a)-①を具体的に

記載しており，整合している。 
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給電が可能な設計とする。また，大容量送水車（熱交換器

ユニット用）は，ディーゼルエンジンにより駆動できる設

計とする。 

 

に海水を送水することで，残留熱除去系等の機器で発生

した熱を最終的な熱の逃がし場である海へ輸送できる設

計とする。 

熱交換器ユニットは，可搬型代替交流電源設備からの

給電が可能な設計とする。また，大容量送水車（熱交換器

ユニット用）は，ディーゼルエンジンにより駆動できる設

計とする。燃料は燃料補給設備である軽油タンク及びタ

ンクローリ(4kL)により補給できる設計とする。 

＜中略＞ 

 本系統の流路として，原子炉補機冷却系の配管，弁及び

サージタンク並びに残留熱除去系の熱交換器，ホースを

重大事故等対処設備として使用する。 

 その他，設計基準事故対処設備である非常用取水設備

の海水貯留堰，スクリーン室及び取水路を重大事故等対

処設備として使用する。 

 原子炉格納容器については，「9.1 原子炉格納施設」に

記載する。 

＜中略＞ 

熱交換器ユニットは，可搬型代替交流電源設備からの

給電が可能な設計とする。また，大容量送水車（熱交換

器ユニット用）は，ディーゼルエンジンにより駆動でき

る設計とする。 

  

 常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，代替

所内電気設備，常設代替直流電源設備，可搬型直流電源設

備についてはヌ,(2),(ⅳ) 代替電源設備に記載する。 

常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，代替

所内電気設備，常設代替直流電源設備，可搬型直流電源設

備及び燃料補給設備については「10.2 代替電源設備」に

記載する。 

＜中略＞ 

 設置変更許可申請書（本文（五

号））「ヌ,(2),(ⅳ) 代替電源

設備」に示す。 

 

 5.10.2.1 多様性及び独立性，位置的分散 

＜中略＞ 

4. 残留熱除去設備 

4.2 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内

の減圧及び除熱 

4.2.1 多様性，位置的分散及び独立性 

  

 格納容器圧力逃がし装置及び耐圧強化ベント系は，残

留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）及びホ

(4)(ⅴ)b.(a)-②原子炉補機冷却系と共通要因によって

同時に機能を損なわないよう，ポンプ及び熱交換器を使

用せずに最終的な熱の逃がし場である大気へ熱を輸送で

きる設計とすることで，残留熱除去系及び原子炉補機冷

却系に対して，多様性を有する設計とする。 

 

 また，格納容器圧力逃がし装置及び耐圧強化ベント系

は，排出経路に設置される隔離弁のうち電動弁を常設代

替交流電源設備若しくは可搬型代替交流電源設備からの

格納容器圧力逃がし装置及び耐圧強化ベント系は，残

留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）及び原子炉補

機冷却系と共通要因によって同時に機能を損なわないよ

う，ポンプ及び熱交換器を使用せずに最終的な熱の逃が

し場である大気へ熱を輸送できる設計とすることで，残

留熱除去系及び原子炉補機冷却系に対して，多様性を有

する設計とする。 

 

また，格納容器圧力逃がし装置及び耐圧強化ベント系

は，排出経路に設置される隔離弁のうち電動弁を常設代

替交流電源設備若しくは可搬型代替交流電源設備からの

格納容器圧力逃がし装置は，残留熱除去系（格納容器

スプレイ冷却モード），ホ(4)(ⅴ)b.(a)-②a 原子炉補機

冷却水系及び原子炉補機冷却海水系と共通要因によっ

て同時に機能を損なわないよう，ポンプ及び熱交換器を

使用せずに最終的な熱の逃がし場である大気へ熱を輸

送できる設計とすることで，残留熱除去系，原子炉補機

冷却水系及び原子炉補機冷却海水系に対して，多様性を

有する設計とする。 

格納容器圧力逃がし装置は，排出経路に設置される隔

離弁のうち電動弁を常設代替交流電源設備若しくは可

搬型代替交流電源設備からの給電による遠隔操作を可

 

設計及び工事の計画のホ(4) 

(ⅴ)b.(a)-②a 及びホ(4) 

(ⅴ)b.(a)-②b は，設置変更

許可申請書（本文（五号））の

ホ(4)(ⅴ)b.(a)-②を具体的

に記載しており，整合してい

る。 
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給電による遠隔操作を可能とすること又は遠隔手動弁操

作設備を用いた人力による遠隔操作を可能とすること

で，非常用交流電源設備からの給電により駆動する残留

熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）及び原子炉補機

冷却系に対して，多様性を有する設計とする。 

 

 また，格納容器圧力逃がし装置及び耐圧強化ベント系

は，排出経路に設置される隔離弁のうち空気作動弁を遠

隔空気駆動弁操作設備による遠隔操作を可能にすること

又は遠隔手動弁操作設備を用いた人力による遠隔操作を

可能とすることで，非常用交流電源設備からの給電によ

り駆動する残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）

及び原子炉補機冷却系に対して，多様性を有する設計と

する。 

 格納容器圧力逃がし装置のフィルタ装置及びよう素フ

ィルタ並びにラプチャーディスクは，原子炉建屋近傍の

屋外に設置し，耐圧強化ベント系は，原子炉建屋内の残留

熱除去系ポンプ及び熱交換器並びにタービン建屋内の原

子炉補機冷却水ポンプ，海水ポンプ及び熱交換器と異な

る区画に設置することで，共通要因によって同時に機能

を損なわないよう位置的分散を図った設計とする。 

 格納容器圧力逃がし装置及び耐圧強化ベント系は，除

熱手段の多様性及び機器の位置的分散によって，残留熱

除去系及び原子炉補機冷却系に対して独立性を有する設

計とする。 

給電による遠隔操作を可能とすること又は遠隔手動弁操

作設備を用いた人力による遠隔操作を可能とすること

で，非常用交流電源設備からの給電により駆動する残留

熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）及び原子炉補機

冷却系に対して，多様性を有する設計とする。 

 

また，格納容器圧力逃がし装置及び耐圧強化ベント系

は，排出経路に設置される隔離弁のうち空気作動弁を遠

隔空気駆動弁操作設備による遠隔操作を可能にすること

又は遠隔手動弁操作設備を用いた人力による遠隔操作を

可能とすることで，非常用交流電源設備からの給電によ

り駆動する残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）

及び原子炉補機冷却系に対して，多様性を有する設計と

する。 

格納容器圧力逃がし装置のフィルタ装置及びよう素フ

ィルタ並びにラプチャーディスクは，原子炉建屋近傍の

屋外に設置し，耐圧強化ベント系は，原子炉建屋内の残留

熱除去系ポンプ及び熱交換器並びにタービン建屋内の原

子炉補機冷却水ポンプ，海水ポンプ及び熱交換器と異な

る区画に設置することで，共通要因によって同時に機能

を損なわないよう位置的分散を図った設計とする。 

格納容器圧力逃がし装置及び耐圧強化ベント系は，除

熱手段の多様性及び機器の位置的分散によって，残留熱

除去系及び原子炉補機冷却系に対して独立性を有する設

計とする。 

能とすること又は遠隔手動弁操作設備を用いた人力に

よる遠隔操作を可能とすることで，非常用ディーゼル発

電設備からの給電により駆動する残留熱除去系（格納容

器スプレイ冷却モード），原子炉補機冷却水系及び原子

炉補機冷却海水系に対して，多様性を有する設計とす

る。 

また，格納容器圧力逃がし装置は，排出経路に設置さ

れる隔離弁のうち空気作動弁を遠隔空気駆動弁操作設

備による遠隔操作を可能にすること又は遠隔手動弁操

作設備を用いた人力による遠隔操作を可能とすること

で，非常用ディーゼル発電設備からの給電により駆動す

る残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード），原子

炉補機冷却水系及び原子炉補機冷却海水系に対して，多

様性を有する設計とする。 

格納容器圧力逃がし装置のフィルタ装置及びよう素

フィルタ並びにラプチャーディスクは，原子炉建屋近傍

の屋外に設置し，原子炉建屋内の残留熱除去系ポンプ及

び熱交換器並びにタービン建屋内の原子炉補機冷却水

ポンプ，海水ポンプ及び熱交換器と異なる区画に設置す

ることで，原子炉建屋内の残留熱除去系と共通要因によ

って同時に機能を損なわないよう位置的分散を図った

設計とする。 

格納容器圧力逃がし装置は，除熱手段の多様性及び機

器の位置的分散によって，残留熱除去系，原子炉補機冷

却水系及び原子炉補機冷却海水系に対して独立性を有

する設計とする。 

  4.3 耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧

及び除熱 

4.3.1 多様性，位置的分散及び独立性 

  

  耐圧強化ベント系は，残留熱除去系（格納容器スプレ

イ冷却モード），ホ(4)(ⅴ)b.(a)-②b 原子炉補機冷却水

系及び原子炉補機冷却海水系と共通要因によって同時

に機能を損なわないよう，ポンプ及び熱交換器を使用せ

ずに最終的な熱の逃がし場である大気へ熱を輸送でき

る設計とすることで，残留熱除去系，原子炉補機冷却水

系及び原子炉補機冷却海水系に対して，多様性を有する

設計とする。 
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耐圧強化ベント系は，排出経路に設置される隔離弁の

うち電動弁を常設代替交流電源設備若しくは可搬型代

替交流電源設備からの給電による遠隔操作を可能とす

ること又は遠隔手動弁操作設備を用いた人力による遠

隔操作を可能とすることで，非常用ディーゼル発電設備

からの給電により駆動する残留熱除去系（格納容器スプ

レイ冷却モード），原子炉補機冷却水系及び原子炉補機

冷却海水系に対して，多様性を有する設計とする。 

また，耐圧強化ベント系は，排出経路に設置される隔

離弁のうち空気作動弁を遠隔空気駆動弁操作設備によ

る遠隔操作を可能にすること又は遠隔手動弁操作設備

を用いた人力による遠隔操作を可能とすることで，非常

用ディーゼル発電設備からの給電により駆動する残留

熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード），原子炉補機

冷却水系及び原子炉補機冷却海水系に対して，多様性を

有する設計とする。 

耐圧強化ベント系は，原子炉建屋内の残留熱除去系ポ

ンプ及び熱交換器並びにタービン建屋内の原子炉補機

冷却水ポンプ，海水ポンプ及び熱交換器と異なる区画に

設置することで，原子炉建屋内の残留熱除去系と共通要

因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を

図った設計とする。 

耐圧強化ベント系は，除熱手段の多様性及び機器の位

置的分散によって，残留熱除去系，原子炉補機冷却水系

及び原子炉補機冷却海水系に対して独立性を有する設

計とする。 

  7. 原子炉補機冷却設備 

7.2 代替原子炉補機冷却系の機能 

7.2.3 多様性，位置的分散及び独立性 

  

 代替原子炉補機冷却系は，ホ(4)(ⅴ)b.(a)-③原子炉補

機冷却系と共通要因によって同時に機能を損なわないよ

う，熱交換器ユニットを可搬型代替交流電源設備からの

給電が可能な設計とすることで，非常用交流電源設備か

らの給電により駆動する原子炉補機冷却系に対して，多

様性及び独立性を有する設計とし，大容量送水車（熱交換

器ユニット用）をディーゼルエンジンにより駆動するこ

とで，電動機駆動ポンプにより構成される原子炉補機冷

代替原子炉補機冷却系は，原子炉補機冷却系と共通要

因によって同時に機能を損なわないよう，熱交換器ユニ

ットを可搬型代替交流電源設備からの給電が可能な設計

とすることで，非常用交流電源設備からの給電により駆

動する原子炉補機冷却系に対して，多様性及び独立性を

有する設計とし，大容量送水車（熱交換器ユニット用）を

ディーゼルエンジンにより駆動することで，電動機駆動

ポンプにより構成される原子炉補機冷却系に対して多様

代替原子炉補機冷却系は，ホ(4)(ⅴ)b.(a)-③原子炉

補機冷却水系及び原子炉補機冷却海水系と共通要因に

よって同時に機能を損なわないよう，熱交換器ユニット

を可搬型代替交流電源設備からの給電が可能な設計と

することで，非常用ディーゼル発電設備からの給電によ

り駆動する原子炉補機冷却水系及び原子炉補機冷却海

水系に対して，多様性及び独立性を有する設計とし，大

容量送水車（熱交換器ユニット用）をディーゼルエンジ

設計及び工事の計画のホ(4) 

(ⅴ)b.(a)-③は，設置変更許

可申請書（本文（五号））のホ

(4)(ⅴ)b.(a)-③を具体的に

記載しており，整合している。 
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却系に対して多様性を有する設計とする。また，代替原子

炉補機冷却系は，格納容器圧力逃がし装置及び耐圧強化

ベント系に対して，除熱手段の多様性を有する設計とす

る。 

 

 

 代替原子炉補機冷却系の熱交換器ユニット及び大容量

送水車（熱交換器ユニット用）は，タービン建屋，原子炉

建屋，主排気筒及び格納容器圧力逃がし装置から離れた

屋外に分散して保管することで，タービン建屋内の原子

炉補機冷却水ポンプ，海水ポンプ及び熱交換器，原子炉建

屋内及び屋外に設置される耐圧強化ベント系並びに格納

容器圧力逃がし装置と共通要因によって同時に機能を損

なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

 熱交換器ユニットの接続口は，共通要因によって接続

できなくなることを防止するため，位置的分散を図った

複数箇所に設置する設計とする。 

 代替原子炉補機冷却系は，原子炉補機冷却系と共通要

因によって同時に機能を損なわないよう，原子炉補機冷

却系の海水系に対して独立性を有するとともに，熱交換

器ユニットから原子炉補機冷却系配管との合流点までの

系統について，原子炉補機冷却系に対して独立性を有す

る設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 これらの多様性及び系統の独立性並びに位置的分散に

よって，代替原子炉補機冷却系は，設計基準事故対処設備

である原子炉補機冷却系に対して重大事故等対処設備と

性を有する設計とする。また，代替原子炉補機冷却系は，

格納容器圧力逃がし装置及び耐圧強化ベント系に対し

て，除熱手段の多様性を有する設計とする。 

 

 

 

代替原子炉補機冷却系の熱交換器ユニット及び大容量

送水車（熱交換器ユニット用）は，タービン建屋，原子炉

建屋，主排気筒及び格納容器圧力逃がし装置から離れた

屋外に分散して保管することで，タービン建屋内の原子

炉補機冷却水ポンプ，海水ポンプ及び熱交換器，原子炉建

屋内及び屋外に設置される耐圧強化ベント系並びに格納

容器圧力逃がし装置と共通要因によって同時に機能を損

なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

熱交換器ユニットの接続口は，共通要因によって接続

できなくなることを防止するため，位置的分散を図った

複数箇所に設置する設計とする。 

代替原子炉補機冷却系は，原子炉補機冷却系と共通要

因によって同時に機能を損なわないよう，原子炉補機冷

却系の海水系に対して独立性を有するとともに，熱交換

器ユニットから原子炉補機冷却系配管との合流点までの

系統について，原子炉補機冷却系に対して独立性を有す

る設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらの多様性及び系統の独立性並びに位置的分散に

よって，代替原子炉補機冷却系は，設計基準事故対処設備

である原子炉補機冷却系に対して重大事故等対処設備と

ンにより駆動することで，電動機駆動ポンプにより構成

される原子炉補機冷却水系及び原子炉補機冷却海水系

に対して多様性を有する設計とする。また，代替原子炉

補機冷却系は，格納容器圧力逃がし装置及び耐圧強化ベ

ント系に対して，除熱手段の多様性を有する設計とす

る。 

代替原子炉補機冷却系の熱交換器ユニット及び大容

量送水車（熱交換器ユニット用）は，タービン建屋，原

子炉建屋，主排気筒及び格納容器圧力逃がし装置から離

れた屋外に分散して保管することで，タービン建屋内の

原子炉補機冷却水ポンプ，海水ポンプ及び熱交換器，原

子炉建屋内及び屋外に設置される格納容器圧力逃がし

装置及び耐圧強化ベント系と共通要因によって同時に

機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

熱交換器ユニットの接続口は，共通要因によって接続

できなくなることを防止するため，位置的分散を図った

複数箇所に設置する設計とする。 

代替原子炉補機冷却系は，原子炉補機冷却水系及び原

子炉補機冷却海水系と共通要因によって同時に機能を

損なわないよう，原子炉補機冷却海水系に対して独立性

を有するとともに，熱交換器ユニットから原子炉補機冷

却水系配管との合流点までの系統について，原子炉補機

冷却水系及び原子炉補機冷却海水系に対し独立性を有

する設計とする。 

代替循環冷却系に使用する代替原子炉補機冷却系の

熱交換器ユニット及び大容量送水車（熱交換器ユニット

用）は，格納容器圧力逃がし装置から離れた屋外に分散

して保管することで，格納容器圧力逃がし装置と共通要

因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を

図る設計とする。 

熱交換器ユニットの接続口は，共通要因によって接続

できなくなることを防止するため，互いに異なる複数箇

所に設置し，かつ格納容器圧力逃がし装置との離隔を考

慮した設計とする。 

これらの多様性及び系統の独立性並びに位置的分散

によって，代替原子炉補機冷却系は，設計基準事故対処

設備である原子炉補機冷却水系及び原子炉補機冷却海
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しての独立性を有する設計とする。 

 

しての独立性を有する設計とする。 水系に対して重大事故等対処設備としての独立性を有

する設計とする。 

電源設備の多様性及び独立性，位置的分散については

ヌ,(2),(ⅳ) 代替電源設備にて記載する。 

電源設備の多様性及び独立性，位置的分散については

「10.2 代替電源設備」にて記載する。 

 設置変更許可申請書（本文（五

号））「ヌ,(2),(ⅳ) 代替電源

設備」に示す。 

 

［常設重大事故等対処設備］ 

 

第 5.10－1 表 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための

設備の主要機器仕様 

4. 残留熱除去設備 

4.2 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内

の減圧及び除熱 

 

  

格納容器圧力逃がし装置 

ホ(4)(ⅴ)-③（リ,(3),(ⅲ),b 他と兼用) 

 

 

(1) 格納容器圧力逃がし装置 

第9.3－1表 原子炉格納容器の過圧破損を防止するため

の設備の主要機器仕様に記載する。 

 

ホ(4)(ⅴ)-③a 残留熱除去系の故障等により最終ヒ

ートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合に，炉心

の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するた

めの重大事故等対処設備として使用する格納容器圧力

逃がし装置は，フィルタ装置（フィルタ容器，スクラバ

水，金属フィルタ），よう素フィルタ，ドレンタンク，

ラプチャーディスク，配管・弁類，計測制御装置等で構

成し，原子炉格納容器内雰囲気ガスを不活性ガス系を経

由して，フィルタ装置及びよう素フィルタへ導き，放射

性物質を低減させた後に原子炉建屋屋上に設ける放出

口から放出（系統設計流量 15.8kg/s（1Pdにおいて））

することで，排気中に含まれる放射性物質の環境への放

出量を抑制しつつ，原子炉格納容器内に蓄積した熱を最

終的な熱の逃がし場である大気へ輸送できる設計とす

る。 

＜中略＞ 

設計及び工事の計画のホ(4) 

(ⅴ)-③a～ホ(4)(ⅴ)-③c

は，設置変更許可申請書（本

文（五号））のホ(4)(ⅴ)-③と

同義であり，整合している。 

 

 

  【原子炉格納施設】 

（基本設計方針） 

第 2章 個別項目 

3. 圧力低減設備その他の安全設備 

  

  3.4 可燃性ガス濃度制御設備 

3.4.4 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器

内の水素ガス及び酸素ガスの排出 

＜中略＞ 

ホ(4)(ⅴ)-③b 原子炉格納容器内に滞留する水素ガ

ス及び酸素ガスを大気へ排出するための重大事故等対

処設備として使用する格納容器圧力逃がし装置は，フィ

ルタ装置（フィルタ容器，スクラバ水，金属フィルタ），
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ドレンタンク，よう素フィルタ，ラプチャーディスク，

配管・弁類，計測制御装置等で構成し，炉心の著しい損

傷が発生した場合において，原子炉格納容器内雰囲気ガ

スを不活性ガス系を経由して，フィルタ装置及びよう素

フィルタへ導き，放射性物質を低減させた後に原子炉建

屋屋上に設ける放出口から排出（系統設計流量 

31.6kg/s（2Pdにおいて））することで，排気中に含まれ

る放射性物質の環境への排出を低減しつつ，ジルコニウ

ム－水反応，水の放射線分解等により発生する原子炉格

納容器内の水素ガス及び酸素ガスを大気に排出できる

設計とする。 

＜中略＞ 

  3.6 圧力逃がし装置 

3.6.1 格納容器圧力逃がし装置 

(1) 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内

の減圧及び除熱 

ホ(4)(ⅴ)-③c 炉心の著しい損傷が発生した場合に

おいて，原子炉格納容器の過圧による破損を防止するた

めに必要な重大事故等対処設備のうち，原子炉格納容器

内の圧力を大気中に逃がすための設備として，格納容器

圧力逃がし装置を設ける設計とする。 

  

  【原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）】 

（基本設計方針） 

第 2章 個別項目 

4. 残留熱除去設備 

  

  4.3 耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧

及び除熱 

  

耐圧強化ベント系 

ホ(4)(ⅴ)-④（「水素爆発による原子炉格納容器の破損を

防止するための設備」と兼用） 

 

系統数 ホ(4)(ⅴ)-⑤1  

系統設計流量 約 15.8kg/s 

(2) 耐圧強化ベント系 

兼用する設備は以下のとおり。 

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するため

の設備 

系統数 1 

系統設計流量 約 15.8kg/s 

ホ(4)(ⅴ)-④a 残留熱除去系の故障等により最終ヒ

ートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合に，炉心

の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するた

めの重大事故等対処設備として使用する耐圧強化ベン

ト系は，原子炉格納容器内雰囲気ガスを不活性ガス系等

を経由して，主排気筒（内筒）を通して原子炉建屋外に

放出（系統設計流量 15.8kg/s（1Pd において））するこ

とで，原子炉格納容器内に蓄積した熱を最終的な熱の逃

がし場である大気へ輸送できる設計とする。 

最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備として

設計及び工事の計画のホ(4) 

(ⅴ)-④a 及びホ(4)(ⅴ)-④b

は，設置変更許可申請書（本

文（五号））のホ(4)(ⅴ)-④と

同義であり，整合している。 

 

設置変更許可申請書（本文（五

号））のホ(4)(ⅴ)-⑤について

は，設計及び工事の計画の「第

4-2-2-2-1 図 原子炉冷却系
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使用する場合の耐圧強化ベント系は，炉心損傷前に使用

するため，排気中に含まれる放射性物質及び可燃性ガス

は微量である。 

＜中略＞ 

統施設のうち残留熱除去設備

（耐圧強化ベント系）の系統

図（その 1）（不活性ガス系）

（重大事故等対処設備）」，「第

4-2-2-2-2 図 原子炉冷却系

統施設のうち残留熱除去設備

（耐圧強化ベント系）の系統

図（その 2）（格納容器圧力逃

がし装置） (重大事故等対処

設備）」及び「第 4-2-2-2-3図 

原子炉冷却系統施設のうち残

留熱除去設備（耐圧強化ベン

ト系）の系統図（その 3）（非

常用ガス処理系）（重大事故等

対処設備）」の記載と同義であ

り，整合している。 

  【原子炉格納施設】 

（基本設計方針） 

第 2章 個別項目 

3. 圧力低減設備その他の安全設備 

3.4 可燃性ガス濃度制御設備 

3.4.3 耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の水

素ガス及び酸素ガスの排出 

  

  ＜中略＞ 

ホ(4)(ⅴ)-④b 原子炉格納容器内に滞留する水素ガ

ス及び酸素ガスを大気へ排出するための重大事故等対

処設備として使用する耐圧強化ベント系は，炉心の著し

い損傷が発生した場合であって，代替循環冷却系を長期

使用した場合において，原子炉格納容器内雰囲気ガスを

不活性ガス系を経由して主排気筒（内筒）を通して大気

に放出（系統設計流量 15.8kg/s（1Pd において））する

ことで，ジルコニウム－水反応，水の放射線分解等によ

り発生する原子炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガス

を大気に排出できる設計とする。 

＜中略＞ 
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整合性 

・「熱交換器ユニット」は，設置変更許可申請書（本文（五号））におけるホ(4)(ⅴ)-⑥を設計及び工事の計画の「原子炉冷却系統施設」のうち「原子炉補機冷

却設備」に整理しており，整合している。 

・設計及び工事の計画のホ(4)(ⅴ)-⑦は，設置変更許可申請書（本文（五号））のホ(4)(ⅴ)-⑦と同義であり，整合している。 

・設計及び工事の計画のホ(4)(ⅰ)-⑧は，設置変更許可申請書（本文（五号））のホ(4)(ⅰ)-⑧を具体的に記載しており，整合している。 

・設計及び工事の計画のホ(4)(ⅰ)-⑨の 11.5MW×2 個＝23MW は，設置変更許可申請書（本文）のホ(4)(ⅰ)-⑨a とホ(4)(ⅰ)-⑨b と同義であり，整合してい

る。 

・設置変更許可申請書（本文）のホ(4)(ⅰ)-⑩a 及びホ(4)(ⅰ)-⑩b は，設計及び工事の計画の「Ⅴ-1-1-5-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（原

子炉冷却系統施設）」の記載と同義であり，整合している。 









 

                                                                   ホ-107 

 

K7
 
①

 Ⅴ
-1
-1
-1
-1
 R
1 

設置変更許可申請書（本文（五号）） 設置変更許可申請書（添付書類八） 該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

(ⅵ) 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 5.7  重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

5.7.1  概要 

【原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）】 

（基本設計方針） 

第 2章 個別項目 

5．非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備 

5.5 水の供給設備 

5.5.1 重大事故等の収束に必要となる水源 

  

 設計基準事故の収束に必要な水源とは別に，重大事故

等の収束に必要となる十分な量の水を有する水源を確保

することに加えて，ホ(4)(ⅵ)-①発電用原子炉施設には，

設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備に対して

重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を供給する

ために必要な重大事故等対処設備を設置及び保管する。 

設計基準事故の収束に必要な水源とは別に，重大事故

等の収束に必要となる十分な量の水を有する水源を確保

することに加えて，発電用原子炉施設には，設計基準事故

対処設備及び重大事故等対処設備に対して重大事故等の

収束に必要となる十分な量の水を供給するために必要な

重大事故等対処設備を設置及び保管する。 

＜中略＞ 

設計基準事故の収束に必要な水源とは別に，重大事故

等の収束に必要となる十分な量の水を有する水源を確

保することに加えて，設計基準事故対処設備及び重大事

故等対処設備に対して重大事故等の収束に必要となる

十分な量の水を供給するために必要な重大事故等対処

設備ホ(4)(ⅵ)-①として，復水貯蔵槽，サプレッション

チェンバ及びほう酸水注入系貯蔵タンクを重大事故等

の収束に必要となる水源として設ける設計とする。 

 

 

設計及び工事の計画のホ(4) 

(ⅵ)-①は，設置変更許可申請

書（本文（五号））のホ(4)(ⅵ)-

①を具体的に記載しており，

整合している。 

 

 5.7.2  設計方針 5.5.1 重大事故等の収束に必要となる水源   

 重大事故等の収束に必要となるホ(4)(ⅵ)-②水の供給

設備のうち，重大事故等の収束に必要となる水源として，

復水貯蔵槽，サプレッション・チェンバ及びほう酸水注入

系貯蔵タンクを設ける。 

これら重大事故等の収束に必要となる水源とは別に，

代替淡水源として防火水槽及び淡水貯水池を設ける。 

また，淡水が枯渇した場合に，海を水源として利用できる

設計とする。 

重大事故等の収束に必要となる水の供給設備のうち，

設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備に対し

て，重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を供給

するために必要な設備として，可搬型代替注水ポンプ（A-

2 級）を設ける。 

重大事故等の収束に必要となる水の供給設備のうち，

重大事故等の収束に必要となる水源として，復水貯蔵槽，

サプレッション・チェンバ及びほう酸水注入系貯蔵タン

クを設ける。 

これら重大事故等の収束に必要となる水源とは別に，

代替淡水源として防火水槽及び淡水貯水池を設ける。 

重大事故等の収束に必要となる水の供給設備のうち，

設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備に対し

て，重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を供給

するために必要な設備として，可搬型代替注水ポンプ（A-

2級）を設ける。 

 

設計基準事故の収束に必要な水源とは別に，重大事故

等の収束に必要となる十分な量の水を有する水源を確

保することに加えて，設計基準事故対処設備及び重大事

故等対処設備に対して重大事故等の収束に必要となる

十分な量のホ(4)(ⅵ)-②水を供給するために必要な重

大事故等対処設備として，復水貯蔵槽，サプレッション

チェンバ及びほう酸水注入系貯蔵タンクを重大事故等

の収束に必要となる水源として設ける設計とする。 

これら重大事故等の収束に必要となる水源とは別に，

代替淡水源として防火水槽及び淡水貯水池を設ける設

計とする。 

また，淡水が枯渇した場合に，海を水源として利用で

きる設計とする。 

5.5.2 水源へ水を供給するための設備 

設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備に対

して，重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を供

給するために必要な設備として，可搬型代替注水ポンプ

（A-2級）を設ける設計とする。 

設計及び工事の計画のホ(4) 

(ⅵ)-②は，設置変更許可申請

書（本文（五号））のホ(4)(ⅵ)-

②と同義であり，整合してい

る。 

 

また，海を利用するために必要な設備として，大容量送

水車（海水取水用）を設ける。 

 代替水源からの移送ルートを確保し，ホ(4)(ⅵ)-③移

送ホース及びポンプについては，複数箇所に分散して保

また，海を利用するために必要な設備として，大容量送

水車（海水取水用）を設ける。 

 

代替水源からの移送ルートを確保し，移送ホース及び

また，海を利用するために必要な設備として，大容量

送水車（海水取水用）を設ける設計とする。 

代替水源からの移送ルートを確保するとともに，ホ

(4)(ⅵ)-③可搬型のホース，可搬型代替注水ポンプ（A-

 

 

設計及び工事の計画のホ(4) 

(ⅵ)-③は，設置変更許可申請
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管する。 ポンプについては，複数箇所に分散して保管する。 2級）及び大容量送水車（海水取水用）については，複

数箇所に分散して保管する。 

書（本文（五号））のホ(4)(ⅵ)-

③を具体的に記載しており，

整合している。 

a. 重大事故等の収束に必要となる水源 

(a) 復水貯蔵槽を水源とした場合に用いる設備 

(1) 重大事故等の収束に必要となる水源 

a. 復水貯蔵槽を水源とした場合に用いる設備 

5.5.1 重大事故等の収束に必要となる水源 

(1) 復水貯蔵槽からの水の供給 

  

想定される重大事故等時において，原子炉圧力容器及

び原子炉格納容器へのホ(4)(ⅵ)a.(a)-①注水に使用す

る設計基準事故対処設備が機能喪失した場合の代替手段

である高圧代替注水系，低圧代替注水系（常設），代替格

納容器スプレイ冷却系（常設）及び格納容器下部注水系

（常設）並びに重大事故等対処設備（設計基準拡張）であ

る原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心注水系の水源とし

て，復水貯蔵槽を使用する。 

想定される重大事故等時において，原子炉圧力容器及

び原子炉格納容器への注水に使用する設計基準事故対処

設備が機能喪失した場合の代替手段である高圧代替注水

系，低圧代替注水系（常設），代替格納容器スプレイ冷却

系（常設）及び格納容器下部注水系（常設）並びに重大事

故等対処設備（設計基準拡張）である原子炉隔離時冷却系

及び高圧炉心注水系の水源として，復水貯蔵槽を使用す

る。 

＜中略＞ 

復水貯蔵槽は，想定される重大事故等時において，原

子炉圧力容器へのホ(4)(ⅵ)a.(a)-①注水及び原子炉格

納容器へのスプレイに使用する設計基準事故対処設備

が機能喪失した場合の代替手段である高圧代替注水系，

低圧代替注水系（常設），代替格納容器スプレイ冷却系

（常設）及び格納容器下部注水系（常設）並びに重大事

故等対処設備（設計基準拡張）である原子炉隔離時冷却

系及び高圧炉心注水系の水源として使用できる設計と

する。 

 

設計及び工事の計画のホ(4) 

(ⅵ)a.(a)-①は，設置変更許

可申請書（本文（五号））のホ

(4)(ⅵ)a.(a)-①と同義であ

り，整合している。 

 

各系統の詳細については，ホ,(3),(ⅱ),a. 非常用炉心

冷却系，ホ,(3),(ⅱ),b.(a) 原子炉冷却材圧力バウンダ

リ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備，ホ,(3), 

(ⅱ),b.(c) 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電

用原子炉を冷却するための設備，ホ,(3),(ⅱ),a.(c) 原

子炉隔離時冷却系，リ,(3),(ⅲ),a. 原子炉格納容器内の

冷却等のための設備及びリ,(3),(ⅲ),c. 原子炉格納容

器下部の溶融炉心を冷却するための設備に記載する。 

各系統の詳細については，「5.3 非常用炉心冷却系」，

「5.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原

子炉を冷却するための設備」，「5.6 原子炉冷却材圧力バ

ウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備」，

「5.8 原子炉隔離時冷却系」，「9.2 原子炉格納容器内

の冷却等のための設備」及び「9.4 原子炉格納容器下部

の溶融炉心を冷却するための設備」に記載する。 

 設置変更許可申請書（本文（五

号））「ホ,(3),(ⅱ),a. 非常用

炉心冷却系」，「ホ,(3),(ⅱ), 

b.(a) 原子炉冷却材圧力バウ

ンダリ高圧時に発電用原子炉

を冷却するための設備」，

「ホ,(3),(ⅱ),b.(c) 原子炉

冷却材圧力バウンダリ低圧時

に発電用原子炉を冷却するた

めの設備」，「ホ,(3),(ⅱ),a. 

(c) 原子炉隔離時冷却系」，

「リ,(3),(ⅲ),a. 原子炉格

納容器内の冷却等のための設

備」及び「リ,(3),(ⅲ),c. 原

子炉格納容器下部の溶融炉心

を冷却するための設備」に示

す。 

 

(b) サプレッション・チェンバを水源とした場合に用い

る設備 

b. サプレッション・チェンバを水源とした場合に用い

る設備 

(2) サプレッションチェンバからの水の供給 

 

  

想定される重大事故等時において，原子炉圧力容器及

び原子炉格納容器へのホ(4)(ⅵ)a.(b)-①注水に使用す

る設計基準事故対処設備が機能喪失した場合の代替手段

である代替循環冷却系並びに重大事故等対処設備（設計

想定される重大事故等時において，原子炉圧力容器及

び原子炉格納容器への注水に使用する設計基準事故対処

設備が機能喪失した場合の代替手段である代替循環冷却

系並びに重大事故等対処設備（設計基準拡張）である原子

原子炉格納容器（サプレッションチェンバ）（容量

3580m3，個数 1）は，想定される重大事故等時において，

原子炉圧力容器へのホ(4)(ⅵ)a.(b)-①注水及び原子炉

格納容器へのスプレイに使用する設計基準事故対処設

 

設計及び工事の計画のホ(4) 

(ⅵ)a.(b)-①は，設置変更許

可申請書（本文（五号））のホ
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基準拡張）である原子炉隔離時冷却系，高圧炉心注水系，

残留熱除去系（低圧注水モード），残留熱除去系（格納容

器スプレイ冷却モード）及び残留熱除去系（サプレッショ

ン・チェンバ・プール水冷却モード）の水源として，サプ

レッション・チェンバを使用する。 

 

炉隔離時冷却系，高圧炉心注水系，残留熱除去系（低圧注

水モード），残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）

及び残留熱除去系（サプレッション・チェンバ・プール水

冷却モード）の水源として，サプレッション・チェンバを

使用する。 

＜中略＞ 

備が機能喪失した場合の代替手段である代替循環冷却

系並びに重大事故等対処設備（設計基準拡張）である原

子炉隔離時冷却系，高圧炉心注水系，残留熱除去系（低

圧注水モード），残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却

モード）及び残留熱除去系（サプレッションチェンバプ

ール水冷却モード）の水源として使用できる設計とす

る。 

(4)(ⅵ)a.(b)-①と同義であ

り，整合している。 

 各系統の詳細については，ホ,(4),(ⅰ) 残留熱除去系，

ホ,(3),(ⅱ),a. 非常用炉心冷却系，ホ,(3),(ⅱ),a.(c) 

原子炉隔離時冷却系及びリ,(3),(ⅲ),b. 原子炉格納容

器の過圧破損を防止するための設備に記載する。 

 各系統の詳細については，「5.2 残留熱除去系」，「5.3 

非常用炉心冷却系」，「5.8 原子炉隔離時冷却系」及び

「9.3 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設

備」に記載する。 

 設置変更許可申請書（本文（五

号））「ホ,(4),(ⅰ) 残留熱除

去系」，「ホ,(3),(ⅱ),a. 非常

用炉心冷却系」，「ホ,(3),(ⅱ) 

,a.(c) 原子炉隔離時冷却

系」，及び「リ,(3),(ⅲ),b. 原

子炉格納容器の過圧破損を防

止するための設備」に示す。 

 

(c) ほう酸水注入系貯蔵タンクを水源とした場合に用い

る設備 

c. ほう酸水注入系貯蔵タンクを水源とした場合に用い

る設備 

(3) ほう酸水注入系貯蔵タンクからの水の供給 

 

  

想定される重大事故等時において，原子炉圧力容器へ

の注水に使用する設計基準事故対処設備が機能喪失した

場合の代替手段であるほう酸水注入系の水源として，ほ

う酸水注入系貯蔵タンクを使用する。 

 

想定される重大事故等時において，原子炉圧力容器へ

の注水に使用する設計基準事故対処設備が機能喪失した

場合の代替手段であるほう酸水注入系の水源として，ほ

う酸水注入系貯蔵タンクを使用する。 

＜中略＞ 

ほう酸水注入系貯蔵タンクは，想定される重大事故等

時において，原子炉圧力容器への注水に使用する設計基

準事故対処設備が機能喪失した場合の代替手段である

ほう酸水注入系の水源として使用できる設計とする。 

  

本系統の詳細については，ヘ,(5),(ⅻ) 緊急停止失敗

時に発電用原子炉を未臨界にするための設備に記載す

る。 

本系統の詳細については，「6.7 緊急停止失敗時に発

電用原子炉を未臨界にするための設備」に記載する。 

 設置変更許可申請書（本文（五

号））「ヘ,(5),(ⅻ) 緊急停止

失敗時に発電用原子炉を未臨

界にするための設備」に示す。 

 

(d) 代替淡水源を水源とした場合に用いる設備 d. 代替淡水源を水源とした場合に用いる設備 (4) 代替淡水源からの水の供給   

想定される重大事故等時において，復水貯蔵槽へ水を

供給するための水源であるとともに，原子炉圧力容器及

び原子炉格納容器へのホ(4)(ⅵ)a.(d)-①注水に使用す

る設計基準事故対処設備が機能喪失した場合の代替手段

である低圧代替注水系（可搬型），代替格納容器スプレイ

冷却系（可搬型）及び格納容器下部注水系（可搬型）の水

源として，また，使用済燃料プールの冷却又は注水に使用

する設計基準事故対処設備が機能喪失した場合の代替手

段である燃料プール代替注水系の水源として，代替淡水

源である防火水槽及び淡水貯水池を使用する。 

 想定される重大事故等時において，復水貯蔵槽へ水を

供給するための水源であるとともに，原子炉圧力容器及

び原子炉格納容器への注水に使用する設計基準事故対処

設備が機能喪失した場合の代替手段である低圧代替注水

系（可搬型），代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）及

び格納容器下部注水系（可搬型）の水源として，また，使

用済燃料プールの冷却又は注水に使用する設計基準事故

対処設備が機能喪失した場合の代替手段である燃料プー

ル代替注水系の水源として，代替淡水源である防火水槽

及び淡水貯水池を使用する。 

代替淡水源である防火水槽及び淡水貯水池は，想定さ

れる重大事故等時において，復水貯蔵槽へ水を供給する

ための水源であるとともに，原子炉圧力容器へのホ(4) 

(ⅵ)a.(d)-①注水及び原子炉格納容器へのスプレイに

使用する設計基準事故対処設備が機能喪失した場合の

代替手段である低圧代替注水系（可搬型），代替格納容

器スプレイ冷却系（可搬型）及び格納容器下部注水系（可

搬型）の水源として，また，使用済燃料貯蔵プールの冷

却又は注水に使用する設計基準事故対処設備が機能喪

失した場合の代替手段である燃料プール代替注水系の

 

 

設計及び工事の計画のホ(4) 

(ⅵ)a.(d)-①は，設置変更許

可申請書（本文（五号））のホ

(4)(ⅵ)a.(d)-①と同義であ

り，整合している。 
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水源及び格納容器圧力逃がし装置のフィルタ装置への

スクラバ水補給の水源として使用できる設計とする。 

 各系統の詳細については，ニ,(3),(ⅱ) 使用済燃料プ

ールの冷却等のための設備，ホ,(3),(ⅱ),b.(c) 原子炉

冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却する

ための設備，リ,(3),(ⅲ),a. 原子炉格納容器内の冷却等

のための設備及びリ,(3),(ⅲ),c. 原子炉格納容器下部

の溶融炉心を冷却するための設備に記載する。 

各系統の詳細については，「4.3 使用済燃料プールの

冷却等のための設備」，「5.6 原子炉冷却材圧力バウンダ

リ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備」，「9.2 

原子炉格納容器内の冷却等のための設備」及び「9.4 原

子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備」に

記載する。 

 設置変更許可申請書（本文（五

号））「ニ,(3),(ⅱ) 使用済燃

料プールの冷却等のための設

備」，「ホ,(3),(ⅱ),b.(c) 原

子炉冷却材圧力バウンダリ低

圧時に発電用原子炉を冷却す

るための設備」，「リ,(3),(ⅲ) 

,a. 原子炉格納容器内の冷却

等のための設備」及び「リ,(3) 

,(ⅲ),c. 原子炉格納容器下

部の溶融炉心を冷却するため

の設備」に示す。 

 

(e) 海を水源とした場合に用いる設備 e. 海を水源とした場合に用いる設備 (5) 海からの水の供給   

想定される重大事故等時において，淡水が枯渇した場

合に，復水貯蔵槽へ水を供給するための水源であるとと

もに，原子炉圧力容器及び原子炉格納容器へのホ(4)(ⅵ) 

a.(e)-①注水に使用する設計基準事故対処設備が機能喪

失した場合の代替手段である低圧代替注水系（可搬型），

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）及び格納容器下部

注水系（可搬型）の水源として，また，使用済燃料プール

の冷却又は注水に使用する設計基準事故対処設備が機能

喪失した場合の代替手段である燃料プール代替注水系の

水源として海を利用するための重大事故等対処設備とし

て，大容量送水車（海水取水用）を使用する。 

大容量送水車（海水取水用）は，海水を各系統へ供給で

きる設計とする。 

また，代替原子炉補機冷却系の大容量送水車（熱交換器

ユニット用）及び原子炉建屋放水設備の大容量送水車（原

子炉建屋放水設備用）の水源として，海を使用する。 

 

想定される重大事故等時において，淡水が枯渇した場

合に，復水貯蔵槽へ水を供給するための水源であるとと

もに，原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水に使

用する設計基準事故対処設備が機能喪失した場合の代替

手段である低圧代替注水系（可搬型），代替格納容器スプ

レイ冷却系（可搬型）及び格納容器下部注水系（可搬型）

の水源として，また，使用済燃料プールの冷却又は注水に

使用する設計基準事故対処設備が機能喪失した場合の代

替手段である燃料プール代替注水系の水源として海を利

用するための重大事故等対処設備として，大容量送水車

（海水取水用）を使用する。 

大容量送水車（海水取水用）は，海水を各系統へ供給で

きる設計とする。 

また，代替原子炉補機冷却系の大容量送水車（熱交換器

ユニット用）及び原子炉建屋放水設備の大容量送水車（原

子炉建屋放水設備用）の水源として，海を使用する。 

＜中略＞ 

ホ(4)(ⅵ)a.(e)-①a 海は，想定される重大事故等時

において，淡水が枯渇した場合に，復水貯蔵槽へ水を供

給するための水源であるとともに，原子炉圧力容器への

注水及び原子炉格納容器へのスプレイに使用する設計

基準事故対処設備が機能喪失した場合の代替手段であ

る低圧代替注水系（可搬型），代替格納容器スプレイ冷

却系（可搬型）及び格納容器下部注水系（可搬型）の水

源として，また，使用済燃料貯蔵プールの冷却又は注水

に使用する設計基準事故対処設備が機能喪失した場合

の代替手段である燃料プール代替注水系の水源として，

さらに，代替原子炉補機冷却系及び原子炉建屋放水設備

の水源として利用できる設計とする。 

大容量送水車（海水取水用）（「6,7号機共用」（以下同

じ。））は，海水を各系統へ供給できる設計とする。 

 

 

 

設計及び工事の計画のホ(4) 

(ⅵ)a.(e)-①a 及びホ(4) 

(ⅵ)a.(e)-①b は，設置変更

許可申請書（本文（五号））の

ホ(4)(ⅵ)a.(e)-①と同義で

あり，整合している。 

 

  5.5.2 水源へ水を供給するための設備   

  設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備に対

して，重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を供

給するために必要な設備として，可搬型代替注水ポンプ

（A-2級）を設ける設計とする。 
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また，海を利用するためホ(4)(ⅵ)a.(e)-①b に必要

な設備として，大容量送水車（海水取水用）を設ける設

計とする。 

＜中略＞ 

 各系統の詳細については，ニ,(3),(ⅱ) 使用済燃料プ

ールの冷却等のための設備，ホ,(3),(ⅱ),b.(c) 原子炉

冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却する

ための設備，ホ,(4),(ⅴ) 最終ヒートシンクへ熱を輸送

するための設備，リ,(3),(ⅲ),a. 原子炉格納容器内の冷

却等のための設備，リ,(3),(ⅲ),c. 原子炉格納容器下部

の溶融炉心を冷却するための設備及びリ,(3),(ⅲ),e. 

発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備に

記載する。 

各系統の詳細については，「4.3 使用済燃料プールの

冷却等のための設備」，「5.6 原子炉冷却材圧力バウンダ

リ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備」，「5.10 

最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備」，「9.2 原

子炉格納容器内の冷却等のための設備」，「9.4 原子炉格

納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備」及び「9.7 

発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備」

に記載する。  

 設置変更許可申請書（本文（五

号））「ニ,(3),(ⅱ) 使用済燃

料プールの冷却等のための設

備」，「ホ,(3),(ⅱ),b.(c) 原

子炉冷却材圧力バウンダリ低

圧時に発電用原子炉を冷却す

るための設備」，「ホ,(4),(ⅴ) 

最終ヒートシンクへ熱を輸送

するための設備」，「リ,(3), 

(ⅲ),a. 原子炉格納容器内の

冷却等のための設備」，「リ, 

(3),(ⅲ),c. 原子炉格納容器

下部の溶融炉心を冷却するた

めの設備」及び「リ,(3),(ⅲ), 

e. 発電所外への放射性物質

の拡散を抑制するための設

備」に示す。 

 

b. 水源へ水を供給するための設備 

(a) 復水貯蔵槽へ水を供給するための設備 

 

重大事故等の収束に必要な水源である復水貯蔵槽へ淡

水を供給するための重大事故等対処設備として，可搬型

代替注水ポンプ（A-2級）は，代替淡水源である防火水槽

及び淡水貯水池の淡水をホ(4)(ⅵ)b.(a)-①復水補給水

系等を経由して復水貯蔵槽へ供給できる設計とする。 

また，淡水が枯渇した場合に，重大事故等の収束に必要

な水源である復水貯蔵槽へ海水を供給するための重大事

故等対処設備として，可搬型代替注水ポンプ（A-2級）及

び大容量送水車（海水取水用）は，海水を復水補給水系等

を経由して復水貯蔵槽へ供給できる設計とする。 

 

(2) 水源へ水を供給するための設備 

a.  復水貯蔵槽へ水を供給するための設備 

 

重大事故等の収束に必要な水源である復水貯蔵槽へ淡

水を供給するための重大事故等対処設備として，可搬型

代替注水ポンプ（A-2級）を使用する。 

可搬型代替注水ポンプ（A-2級）は，代替淡水源である

防火水槽及び淡水貯水池の淡水を復水補給水系等を経由

して復水貯蔵槽へ供給できる設計とする。 

また，淡水が枯渇した場合に，重大事故等の収束に必要

な水源である復水貯蔵槽へ海水を供給するための重大事

故等対処設備として，可搬型代替注水ポンプ（A-2級）及

び大容量送水車（海水取水用）を使用する。 

可搬型代替注水ポンプ（A-2級）及び大容量送水車（海

水取水用）は，海水を復水補給水系等を経由して復水貯蔵

槽へ供給できる設計とする。 

5.5 水の供給設備 

5.5.2 水源へ水を供給するための設備 

(1) 復水貯蔵槽への水の供給 

重大事故等の収束に必要な水源である復水貯蔵槽へ

淡水を供給するための重大事故等対処設備として使用

する可搬型代替注水ポンプ（A-2級）は，代替淡水源で

ある防火水槽及び淡水貯水池の淡水をホ(4)(ⅵ)b.(a)-

①復水貯蔵槽へ供給できる設計とする。また，淡水が枯

渇した場合に，重大事故等の収束に必要な水源である復

水貯蔵槽へ海水を供給するための重大事故等対処設備

として使用する可搬型代替注水ポンプ（A-2級）及び大

容量送水車（海水取水用）は，海水を復水貯蔵槽へ供給

できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画のホ(4) 

(ⅵ)b.(a)-①は，設置変更許

可申請書（本文（五号））のホ

(4)(ⅵ)b.(a)-①を全て含ん

でおり，整合している。 
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設置変更許可申請書（本文（五号）） 設置変更許可申請書（添付書類八） 該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

［常設重大事故等対処設備］ 第5.7－1表 重大事故等の収束に必要となる水の供給設

備の主要機器仕様 

【原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）】 

（要目表） 

6 非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備に係る次

の事項 

  

復水貯蔵槽 

ホ(4)(ⅵ)b.(a)-②（ヌ,(3),(ⅷ)と兼用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 復水貯蔵槽 

第 10.13－1表 補給水系主要機器仕様に記載する。 

 

   

  【原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）】 

（基本設計方針） 

第 2章 個別項目 

5．非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備 

5.5 水の供給設備 

5.5.1 重大事故等の収束に必要となる水源 

(2) サプレッションチェンバからの水の供給 

  

サプレッション・チェンバ 

ホ(4)(ⅵ)b.(a)-③（リ,(1)と兼用） 

(2) サプレッション・チェンバ 

第 9.1－1表 一次格納施設主要仕様に記載する。 

 原子炉格納容器（サプレッションチェンバ）（容量

3580m3，個数 1）は，想定される重大事故等時において，

原子炉圧力容器への注水及び原子炉格納容器へのスプ

レイに使用する設計基準事故対処設備が機能喪失した

場合の代替手段である代替循環冷却系並びに重大事故

等対処設備（設計基準拡張）である原子炉隔離時冷却系，

高圧炉心注水系，残留熱除去系（低圧注水モード），残

留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）及び残留熱

除去系（サプレッションチェンバプール水冷却モード）

の水源として使用できる設計とする。 

 

 

 

  

整合性 

・「復水貯蔵槽」は，設計及び工事の計画の主たる登録として「原子炉冷却系統施設」のうち「原子炉冷却材補給設備」に整理している。 

また，兼用として設置変更許可申請書（本文（五号））のホ(4)(ⅵ)b.(a)-②は，設計及び工事の計画のホ(4)(ⅵ)b.(a)-②と同義であり，整合

している。 

ホ(4)(ⅵ)b.(a)-② 
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設置変更許可申請書（本文（五号）） 設置変更許可申請書（添付書類八） 該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

  13. 主要対象設備   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

ホ(4)(ⅵ)b.(a)-③ 

整合性 

・設計及び工事の計画のホ(4)(ⅵ)b.(a)-③は，設置変更許可申請書（本文（五号））のホ(4)(ⅵ)b.(a)-③と同義であり，整合している。 

 



 

                                                                   ホ-114 

 

K7
 
①

 Ⅴ
-1
-1
-1
-1
 R
1 

設置変更許可申請書（本文（五号）） 設置変更許可申請書（添付書類八） 該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

  【原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）】 

（要目表） 

6 非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備に係る次

の事項 

  

ほう酸水注入系貯蔵タンク 

ホ(4)(ⅵ)b.(a)-④（へ,(4)と兼用） 

(3) ほう酸水注入系貯蔵タンク 

第 6.1.2－3表 ほう酸水注入系主要仕様に記載する。 

   

     

［可搬型重大事故等対処設備］     

可搬型代替注水ポンプ（A-2級）（6号及び 7号炉共用） 

ホ(4)(ⅵ)b.(a)-⑤（ニ,(3),(ⅱ)他と兼用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 可搬型代替注水ポンプ（A-2級）（6 号及び 7号炉共

用） 

第4.3－1表 使用済燃料プールの冷却等のための設備の

主要機器仕様に記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

ホ(4)(ⅵ)b.(a)-④ 

整合性 

・設置変更許可申請書（本文（五号））のホ(4)(ⅵ)b.(a)-④は，設計及び工事の計画のホ(4)(ⅵ)b.(a)-④と同義であり，整合している。 

整合性 

・設計及び工事の計画のホ(4)(ⅵ)b.(a)-⑤は，設置変更許可申請書（本文（五号））のホ(4)(ⅵ)b.(a)-⑤と同義であり，整合している。 

ホ(4)(ⅵ)b.(a)-⑤ 






